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鐵少鐵少
いよいよ、２]|吐紀がスタートしました。

２０１１t紀は大きな繁栄をもたらした半面、戦争や環境破壊など多くの負の遺

産を残しました。

これらの反省から、新しい世紀は「平和」「環境」「人権」をキーワードに、

すべての人が農かな心を育める時代にしなければなりません。

こうした視点にたって、本市ではこのほど、２１世紀のまちづくりの指針と

なる第４次枚〃il7総合計画を策定しました。

市制施行からltlI1:紀以上が経過し、都市としての成熟期を迎えつつある本

IlJでは、ハードliiiの整備だけでなく、市民一人ひと１，の豊かな心をf「て、ノヒ

きがいづくりを文暖していくことが重要な課題となっています。

今、ごみ処｣ｉｌｌ１をはじめとする環境問題や福祉のｒＩＩ１題など様々なiIL題があり

ますが、これらはすべて行政だけで解決できる問題ではなく、行政とlljLCと

がパートナーシップを砿なし、それぞれの役割と責任を分111しながら、とも

に知恵を}|}し合い、汗を流して取り組むことが大切です。また、Ilj比の皆さ

んがまちづくりに積極的に参画することによって、郷-k愛も/こまれてくると

確信しています。

こうした考えのもと、本計画では、基本構想の中で、「}Ｈ会い、学びあい、

支えあい、生きる喜び創るまち、枚方」をめざすまちの姿と定め、行政と市

民、事業行が協働してまちづく()に取り組む必要性を明確にしました。

そのためには、職員の意識改革を図()ながら行財政改雄をさらに推進し、

行政評Iilliシステムの導入など新たな発想と手法によって、「小さくても仕事

のできる11j役)〕T」を確立しなければな【)ません。本年,１月から本Iljは聯例市

とな1りますが、これを契機に、行政と市民、事業者が体となって、地ﾉﾉ分

権にふさわしい魅力ある２１世紀の枚方を築いていきたいと決意しています。

本計ｌｌｌ１ｉの策定にご尽力いただきました総合計画審議会の委貝各位をはじめ、

貴重なご恋1,,LをｕｌＭｉしました市民の皆様や関係幹の皆様に心から感,iMlllし上

げます。
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第１章総合計面の策定にあたって
架 ＄

〔’前文(総合計画策定の趣 ！(総合計 旨）■

■■■■■。

珍本市は平成９年（1997年）に市制施行50周年を迎えました。昭和22年（1947年）８月１

，、府内で12番１１にlIiIliUを施行した本市の111時の人１１は４万人余りでしたが、’1H和30年

（1955年）に津l1ll11Jと合併。その後、高度経済成及IU]に忽激な都市化が進腿し、現在で
は40万人を超える人’１を擁する都｢|丁とな(りました。

珍本市は、昭和62年（1987年)、第３次総合計iHliを策定し、「緑と文化を育む、

ふれあいのあるまち、枚方」を本市の将来像として捉え、都市基盤の整備、

・文化など充実を図1)ながら、その実現に努めてきました。

人と人との

棉祉・教育

〃現在、本市を取り巻く状況は、人きぐ変化しています。少子・高齢化の進腱により、本

市の人'１推移についても減少)傾|(ｌが予測されるとともに、日本経済が低迷するなかで｢}ｊ

税収人等が落ち込み、本ilTの財政状況の悪化が進んでいます⑥従来のような人｜｜と経済

の成長に支えられたｲi),ｊ上がりの税収増加をl)i腿にしたまちづくりを兇１１皿、新たな観
点でまちづくりをすすめる必要があります「

〃地方分権が進展し、ＩＭｉＷＩ２豊かで活力に満ちた地域社会を実現するために、１１J比に身近な

地方自治体の主体|'|：と総合性を高めていくことが求められています。行政による情報の

開示、説明責任の履行を基礎に、あらゆる場[､iでIlj比参lH1の促進を反１１)、ＩＩｊ民・事業者
・行政の協働を実]J1することが必要です。

燕

〃さらに、オゾンl勵の破壊や地球温暖化、酸性llljllil題など地球レベルでの殿境'''１題が顕在

化し、大量生産・大Ｉ,(:ilIi費・大量廃棄型の生柄様式の見直しが求められています。まち

づく1)のあらゆる場liliにおいて、環境への負荷をできる限り小さくし、持続nJ能な発展
をめざすことが必要です｡

〃また、211}t紀のまちづくりにおいては、これまでのように「モノ」をＦＩＩ心に考えるので

はなく、人と人のつながりや「心」を重視しなければなりません。地域の歴史や文化、

環境を大切にしながら、新たなまちの魅力を刺Ⅱ}し、人々が愛するまちをめざす必要が
あります。

〃そこで、私たちがめざすまちの姿とまちづくりの基本Ｈ標を改めて探求し、IljLG・事業
･学

者．行政が,筋働して取り組む基本方向を確立するため、市民の叡智を集めて、平成27年
度（2015年度）を||標年度とする新たな枚方市総合計画を策定するものです｡

〃なお、本計ilHiについては、その達成状況等を定IUl1jOに検証し、必妥に応じて改定するも
のとします。

ノ

：’前文(総合計画策定の趣旨） ■



｢基本構想」

嘗
亀

可
慰前総合計画の総括の総２．

まちづくりは、過去から未来へと積み重ねられる歴史的な営みの上に、進められるもの

です。そこで、新たな総合計画の策定にあたって、まず、これまでの基本構想の総括を行

います。

２－ｉこれ雷で、総合計画塁家構想

〃第１次総合計画〃

全国有数の人口急1W都市となり、一部で無秩序な宅地開発が問題となっていた昭和４４

年（1969年)、本市は乱開発を防ぎ秩序あるまちを形成するため、最初の総合計画を策

定しました。｜可計画では、昭和60年（1985年）を目標年次に、適正人口を42万人から４７

万人に設定し、昭和41年（1966年）に実施した総合計両基礎調在で明らかにされた基本

構想を継承し、「きれいな空気と水に恵まれ、あらゆる機能を備えながら整然として伸

び、福祉のゆきとどいた緑のまち｜をめざすとしました。

〃第２次総合計画〃

昭和48年（1973年）の第１次石油ショック以後、高度経済成長期の反省から開発のあ

り方や人の生き方などの価値観が見直される気運が広がり、昭和521'二（1977年)、本市

は総合計画を改定しました。小中学校の建設に追われ、都市基盤の整備が遅々として進

まないなか、第２次総合計画においては、まちづくりの方向を「市民生活優先・福祉の

向上・ゆとりとうるおいのある都市建設」と定め、本市の性格を「住宅機能を重点とし

た多機能都市」として再認識しました。また、月標年次である昭和60年（1985年）の日

標人口は40万人に下方修正しました。
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〃第３次総合計画〃

人口微増期に入り、茂務教育施設の建設も一段落し、新たなまちづく|)にjlXり組むた

めの主体的条件がIIlliわったことから、昭和62ｲ'２（1987ｲ１２)、水｢１７は、lIjlljUIiliiｲ｣:401,iil年を

機に、再び総合,１１.'111iを改定しました。’三|標年次を12成１２ｲ１２（2000年）とし、上限人１１を

４５万人と設定した」｣県/|史IMi想では、本市の将来像を「緑と文化を育む、人と人とのふれあ

いのあるまち、枚〃」としました。

そして、下水道・道路・公園・枚方市駅の高架化などの郁市基雛整Iiliに全力を傾ける

とともに、公民館・Ixl,'１:館，美術センター・総合スポーツセンター・地域体育館・野外

活動センターなどの社会教育施設の建設を進め、それぞれの施設を拠点にWi極的な社会

教育・文化,スポーツiiIhlilを展開してきました。また、総合福祉会館を処i没し、２１世紀

の本格的な高齢社会に備えて、高齢者の在宅福祉サービスおよびこれを文える施設サー

ビスの拡充などに努めたほか、全市域での高度浄水処理水の供給も実現しました。

しかしながら、ごみの減量化や適正処理のための新たな清掃工場の新設など環境問題

への取り組みや、本市の１１｣心市街地である市駅周辺の特色ある地域としての再幣備、本

７１丁の東部地域を人々が仇み,創造し・憩う２１↑仕紀の新しいまちとして形成する課題等に

ついては、その締についたばかりだといえます｡

２－gこれ崖で、搬合計画墓本構想、廓価

これまで３次にわたって策定された総合計''１１噸本櫛想は、時代状況に促した強調点の

違いはあるものの、「環境（｢|然)」「住宅機能」「多機能」「文化」「ふれあい」とい

った諸点に注Ⅱし、ゆとりのある自然環境に恵まれながら、さまざまな都ilj機能や魅力

を持ったまちをつくることを一貫してめざしてきたといえます［

［１本社会が人11減少時代に入I)、地方分権の進腿によって、治休がI1lillｿﾞ|;M&かなまちづ

くりを進めるために、ｉﾐ体的で総合的なﾉj量が'''１われる時代を迎えた今、これまでの基

本構想で示した方lijjをjIL本的に引き継ぎ、2111t紀の新しい枚方の創造をめざすことが重

要です二

］

▲
￣
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’
時代背景

一国・地方を通じた変化一

「
』

○地方分権の推進
拳

平成12年（2000年）４ｐ、地方分権・括法が施行され、地方分権時代の本格的な幕が

開きました。各自治体においては、今後一層、地域の個性を生かしたまちづくりが求め

られます。

また、地方分権を進めるということは、地域のことは地域で責任を持って決める自治

を強化することであり、そのためには行政だけでなく、市民。事業者と行政が協働して

まちづくりを行うことが求められています。

○人□構造の転換

平成７年（1995年）における全国の人口構成比は、14歳以下が16.0％、15～64歳が69.

５％、６５歳以上が14.6％でしたが、２１世紀半ばの平成62年（2050年）には、１４歳以下が

13.1％、１５～64歳が54.6％、６５歳以上が32.3％という、３人に１人が高齢者となる超高

齢社会になると予測されています。

人口動向についても、全国では平成17年（2005年）をピークに減少傾向に、大阪府に

おいても、将来的には減少傾向に転じると予測されています。また、少了・高齢化の進
無

行により、生産年齢人口と非生産年齢人口の逆転、そして、世代間負担システムの変化

などが生じると予想されています。

○地球環境を視野に入れた政策形成の必要性
蕊

都市・生活型公害や廃棄物問題などの地域環境問題、さら1こ地球温暖化などの地球環

境問題など、環境問題が空間的広がりと将来の世代への影弊という時間的広が1)を持つ

に至り、人類の生存基盤を脅かそうとしています。

これらの問題は、現在の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システムや浪費

型のライフスタイルが共通の要因となっており、私たちの日々の生活スタイルや社会経

済活動の変革が重要となっています。

○バブル経済崩壊、景気低迷等の経済'情勢の変化

バブル縫済の崩壊に伴う不良債権問題の処理が未だに終わらず、また、少孑・高齢化

の進展に伴う年金・保険問題などを抱えているため、国民のｎ本経済の先行きに対する

不透明感と将来所得に対する不安感は依然として強く、景気の先行きは、引き続き楽観

が許されない状Udにあります。

また、人'1減少時代の到来が予想され、いわゆる生産年齢人口の占める割合が低下す

ることから、もはや従来のような「右肩上がり」の経済成長や税収端を期待することは

困難です。

芋



I基本構想’

○情報化の進展

情報技術（ＩＴ）ＩＩｉ:命が進展するなかで、社会のさまざまな分野でll1iliM化が没透し、

l11i報に対するW,}要が｣1'1ﾉ〈しています。平成]１年（1999ｲ'２）における'1/|Xのインターネッ

ト人'１は約2700〃人と|iiiｲ|i比の約６割増と急ilM〔にlWjjllしています。また、」1mﾉﾉ｢lifi体の

ホームページ|)M設辮も平成11年（1999年）度末では70％を超えており、さらに、企業に

おけるインターネットの利)'1率は80.0％に及んでいます。

このような状況のなかで、市民fk活の向上と産業など地域活性化を似|るため、また、

行政情報の公開を促進するために、地域の情報化を進める必要`性が尚まっています。

|枚方西纂鑪鰯枚方市一’

○人□増加の落ちつきを経て、人口減少の時代へ

本市の人口動lfIは、昭和30年以降に急速に人11増加を遂げ、昭和60年代に人って微増

傾向に変化しています。周辺のにI治体をみると、１１冊和45～50年まで急速な人ｎ噸となっ

た寝屋)||市、‘､〕:|「llj、｜'り災Tl丁、大東市については１１｛杯1150ｲ|ﾐ代にすでに微1'W1ljmlrIj・減少傾

ｌｉ１]に変化する．ﾉﾉ、八''１ⅢlIj、交野｢１丁、京田辺ＩＩｊ、Ali駒lIjについては｣W)ljllllJilｲﾘが継続して

お[〕、大部I|｢からlilil辺ｶﾞlj1ljへの人口移動は木lIjを越え、さらに郊外｣|｣｣,へと腿がっている

といえます。

－〃、我がＩ:Ilの人'１は、平成17年（2005年）をピークに減少傾|ｲﾘに入})、人阪府にお

いても人口が減少すると予測されています。こうした動向を反映し、本ilJにおいても平

成25年（2013年）をピークに人口減少の時代に突入すると折測しています

○急速に進む本市の高齢化一

平成７年（1995ｲ1：）の[二lxl勢調了iEによると、本iljの,蔚齢化率は9.5％で、今|｣【Ｉ（14.6％l

大阪府（11.9％）と比較すると低いものの、人１１忽噌期に流入したIIj民の年齢屑が特定

の層に集中しているため、今後、急激に高齢化が進展するものと予測されます．今回行

った将来人11推計では、平成27年（2015年）における高齢化率は、23.2％と予測してい

ます。

また、１５歳から64歳のいわゆる''二産年齢人１１の総人１１に占める割合は、平成７年（1９

９５ｲ１２）から平成27ｲ'１（2()15年）にかけての20年ＩｌＭで、約74％から約62％へとＩif少すると

Ｗ１Ｕしています、

○伸び悩む税収

本市の地ﾉJ税｣|X入の推移をみると､個人市民税・法人117民税ともに12成５年(1993年）

以降、伸びておらず、特に法人市民税については、その割合が低下しています〔

昭和40年代以降、本Iljの税収が堅調に増加してきたのは、経済成長と人ll1ND11という

「２重の成長」に文えられてきたからであり、現化本IIjの税収術造は、ｊｌｌｆたな局面へ

のi臓換期に入ったと)Ｌられます。

５

▲
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Ⅱ墓本檬想’

○大規模製造業の市外移転、産業構造の転換

本市の産業は、工業'１１地等の誘致により製造業を,|,心に発展してきましたが、経済の

｜聖1際化が進展するとともに、ｆｉｉ純な労働集約ｌＭｌｉｔ歴,1M,から、高度な技術をｉｉｌＴ１Ⅱした知識

集約型高付加lili値型分!Ujへの転換が余儀なくされるようになりました。

また、1970年代以降、本市製造業の成長力鈍化に伴い、市内総生産額に,肘める第２次

産業のシェアが大きく低下し、1990年代には、生産コスト等の削減を図るために大規模

工場の市外移転が相次ぎました。本市においても、急激なスピードで脱工業化が進展し、

産業構造が転換してきたといえます。

￣力、商業については、ｌＩｔ代交替が困難で,}{]揃えや提供サービスに魅力を欠きがちな

地元零細小売店舗が褒退し、大型小売店舗とコンビニエンスストアが元上げを{１１１ばして

きました。消費脅ニーズの多様化や経済成長の低ﾄｰに伴う消費縮小傾向のなかで、地域

における商業のあり力がlW1い直される状況に至っています。

○大学の新設・拡大

本市には、大阪歯科大学・関西医科入学・関i)li外同語大学・摂南大学（薬学部）・大

阪国際大学・大阪1:業大学（情報科学部）の６つの大学が市域の北中部、東部地域に立

地し、「学園都市」としての性格を帯びるようになりました。また、関１１[i外ｌ１ｉｌ語大学が

｜ロコマツ製作所枚方工｣iMrの一部移転跡地に、｜則|｣[i医科大学が1ロクラボウ枚〃｣二場移転跡

地の一部にキャンパスを移転する計画を乳化進めています。

市内に立地する大学は、それぞれが専門性の商い大学としての特徴を持ち、大学附属

病院のような専門性のi1ﾕ接的な地域還元をはじめ、「若者、大学関係者の増川等による

経済効果｣、「地域のﾉﾋ涯学習・文化基盤の1句_上｣、「学会・研究会の開催等に伴う交流機

会の増大」など、まちの活性化に果たし得る潜在的な可能性は極めて高くなっています。

今後、地域における産・学と行政の連携を職化し、新たな産業創造の可能性を追求する

ことなど、「学園邦,lj」としての機能や1ﾉl実を,↑li度化することが重要となっています。

○人口急増対応型行政需要の沈静化、更新需要の増大

昭和40年代に数多く建設された大規模団地や大規模民間開発地は、その後、それらの

開発地と従来の集落地とを結ぶ間の地域に小規模な民間開発を密集させる“呼び水”と

な'）、急速な人１１塒の要|ｿ1となりました。このような急激な人口増に対応した行政需要

は人口の伸びの鈍化に伴い沈静化したものの、都TI丁叢糯整備の積み残しという課題が残

りました。したがって、今後、本市では、秋み残された都市基鑑の繁Illi、すでに整備さ

れた都市基盤の適切な維持管理、そして時llUの経過とともに高まる都市の修復・更新需

要の３つを同時に充旭させなければならないという課題を抱えています。

６
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Ｉ基本橿想’

○まちの魅力を低下させる開発

近年、蚊｣lhlnili1iの狭llilitな、いわゆる狭小宅地ｌ１ｉ宅が111)IjⅡしてお|)、１，１}化｣i1llU党だけでな

く防災lIliでのｌｌｌｌｌｕをﾉｌｉじています。また、これらの狭小宅地住宅では雌物Lu新JUIにおい

ての建瀞え等がｌｌＩｌｉし〈、イ<且住宅や空き家の噸lⅢなど、新たな都lljl1U1辿の典|ﾉ〈|となる危

険性をはらんでいます。

また、本市の宅地化については農地や山林で進展していますが、今後、Ｉ化代交代や農

業経営環境の悪化に'''２い、農地や緑地がさらに減少することになれば、「I然環境にめぐ

まれた住宅地という本Iljのまちの魅力は低下するものと考えられ、農地や緑地を守りな

がら、良好な'１j街地を形成することが必要です。

○本市を取り巻く交通環境の変化

都市と都市を結ぶ第墹#１１'自動車道や第二京阪道路といった広域幹線道路や鉄道につ

いては、まちを沼性化するための都市基溌として、その整備や充実が望まれています：

同時に、本市においては、市の東西方向の交通網を轤備し、市域|ﾉﾘの移動を''1滑にする

ことでまちとしての・体感を醸成しなければなりません。

また、地球環境保令の必要Ｉｿ'５が高まるなか、環境にやさしい新たな公共交迎体系を轄

I1lliする必要があ1）ます〔：

７



｢臺本構想｣

十■ロ

第２章基本構想
研■ﾛ

ｒ
腿

、
凶1.塁本構想策定の視E=

〃Zn、

私たちがめざすまちの姿を実現するためには、以下の基本的な視点が重要です。

腿持続可能な地域発展をめざした地域性豊かなまちづくりの展開

一都市の永続性・永住魅力を高める一

参人口推移の動向を見据え、世代をつないで住み続けたいと思えるまちを創造すること

鯵東部の山々と淀川をつなぐ自然豊かな生活空間を剣}{}すること

鯵農地や里１１１（まちのゆと|)空間）を積極的に保全・活11}し、市街地の無秩序な外延化

を防｣上すること

－枚方市の個性・独自性・優位性を確立する

〃｢l然と身近にふれあえる{|{宅地域と活力ある''１心Ilj街｣1uという多Iii｢１９な:iIl1Ijの魅力を

創出すること

鯵産業構造の転換に伴うｔ地利用転換への対応、１１丁街地の両整備などによる、都市魅力

を増大させるための都市更新を推進すること

鯵市内に存在する大学の機能や活力を生かすこと

〃本市の歴史や文化を大切にするとともに、新たな｢|丁民文化の創出によって「誇りの持

てる｜まちをつくること

園広域的な観点でのまちづくりの展開

鯵自然や文化など広いつながりのなかにまちが存在することを捉えなおすこと

〃環境対策やまちづくりにおけるさまざまな場面で、市域や府県域を越えた広域的な連

携と交流を促進すること

園地球環境を視野に入れたまちづくりの展開

〃身近な地域での地球環境保護の取り組みを創造・支援することにより、’'1然と共生す

る都市を建設すること

冊

こ’基本構想策定の視点
可

型



l基本構想」

園市民・事業者と行政の協働によるまちづくりの展開

〃行政による'１，１i報の１１M,｣〈、Julﾘ]責任の履行をjiL礎に、あらゆる場iIiでIljLC・'|｢雛杵がま

ちづく1)に参ﾉljllし、地域の、治・相112扶助機能を雌成しつつ、IIjlt.!]｢莱什・行政の

協働の実現をめざすこと

国行政のあり方の転換

一分権と自立の観点一

〃地域のさまざまな,i1l(題について、国に委ねることなく''１治体がliとなって総合的な観

点で取り組むとともに、広域的な観点で行政運鴬にあたること

一公開と市民参加の観点一

"説明責任の履行、情報の開示、あらゆる場面でIIJ民参加を促進するとの観点で行政運

営にあたること

－効果的・効率的な行財政運営一

〃従来のようなイｉ１ｌｉｋが{)の成長が見込めない厳しい経済．!!ｲ政状ﾙﾋのもとで、行政役

割を兇１１１]:し、Ｉｌｊｊﾙ機能のiiIi1l1を図るなかで行政をスリム化すること。そのために、政

策・施策・リド務ﾘﾄﾞ業のそｵしぞれを適切に評Iilliし、サービス水準の1(IIzと災'|｜すべき事

業領域選択の適l[化を''１能にする行政評価システムの確立が不'ﾘ火であること

密地方税財源の拡允をlIilに求めつつ、市民のニーズにあった適切な政策の腱開を可能に

する財政構造をliM鉱すること

~i蔦ｉｉｗｍ」lｌＩ
謬莞姜二

割iIilU？ﾛ

９
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l基本構想一

ｒ
Ｌ

、
型基本構想の前提２．

鯵この基本構想の'－１１｝１１(年1史は、、'た成271|昌度（2015ｲ側道）としますが、必要に応じて改定

するものとします。

－本市の将来人ｎは、平成25年（2013年)、約42刀４Ｔ-人をピークに減少すると),L込ま

れます。そこで、平成27年（2015年）における本iljの将来推計人Ｕは、約42万３千人

と想定します。

！

「
型蟇本構想の役割３

この基本構想は、2111t紀のはじまりにあたＩ)、本iljのめざすまちの姿、およびこれを実

現するため市民。事業群・行政がそれぞれの役割と責任を担いつつ、協働して進めるまち

づくりの基本目標と取り組みの基本方向を定めたものです。同時に、この基本榊想は、行

政がさまざまな施策を関係符部門と連携しながら、計''１１i的に市政を展開するための行政計

|llIiの役割を果たします直

枚方市のめざす

まちの姿

方市のめざす

まちの姿

枚方市（

まち

市民・事業者・行政

が協働して進めるま

ちづくりの目標と取

り組みの基本方向

さまざまな施策を関

係各部門と連携しな

がら展開するための

行政計画

〃」



｢基本構想’

「
型

１ ４．基本構想の実現主体

ii体は、「枚方Tljrに住み・lliIき・学ぶすべての人々（私たち)」
qOBU

ユニティ．ＮＰＯなどさまざまなIIT民組織、市内の!|j業苫と行

この雄本構想を実〕〕,Iする

であり、市民及び地域コミ

政との協働を推進します、

【総合計画を実現する主体１

枚方市に住み・働き．学ぶすべての人々（私たち）

〃

【４基本構想の実現主体 ３



｢基本濤憲」

〆
Ｌ

、
型枚方市がめざすまちの姿５

私たちのまち・枚方の持続|'|勺な発展と市民生活の'１１１１とを実現するためには、先人が培っ

てきた地域の歴史や文化を愛し、お互いを尊重し、支え合う社会を育むとともに、１１然環

境の恵みを次世代へ受け継ぐことが求められています。また、常に新たな価値の創造に努

め、生き生きとした輝きを発し続けることが必要です。

人と人、人と自然、人とまちの豊かな関わり合いのなかで、そうした営みを稚み重ね、

心ときめく魅力あるまちをつくることは、私たちのめざすまちの将来の像であり、また、

私たちの日々の行動指針でもあります。

そのため、この基本榊想では、私たちがめざす「まちの姿」を「出会い・学びあい・支

えあい、生きる喜びを創るまち、枚方」と定めますｃ

人

出会い・

学びあい。
支えあい、

生きる喜びを
創るまち、

円くllii枚方自
然

ニ
ノ

Ｐ
Ｊ



▲｢基本構想」

！ ,まちづくりの基本目標と取り組みの基本方向

｜
且
【
ｕ

ｒ
Ｌ

と取り組み

私たちがめざすまちの姿と課題を踏まえ、次のとおり「まちづくりの基本'１標」と「取

り組みの基本力向」を定めます。

|まちづくりの基本目標と取り組みの基本方向】

〆 ベ

【めざすまちの姿】

出会い・学びあい．支えあい、

生きる喜びを創るまち、枚方
』、 」

人と自然が共生する

環境保全のまち

○資源を循環させ環境を大切にするまちをつくる

○健康に生活できる安全な環境をつくる

○自然と仲よく暮らすまちをつくる
し 學

」

、

、Ｌ′「 可

魅力にあふれ、

生き生きとした

まち

○魅力と活気にあふれる

まちをつくる

○集客交流がひろがるま

ちをつくる

○時代の変化に対応した

産業を興す

健康で心豊かな

自立と共生の

まち

○人が心豊かに共に生き

るまちをつくる

○人が健やかに自立して

蕊らせるまちをつくる

健康で心昌

自立と梨

まち

○人が心豊か

ろまちをつ

○人が健やか

蕊らせるま

ふれあい、学びあ

い、感動できる

まち

○自他を生かす力を持つ

子どもたちを育む

○学び続けるよろこびの

あるまちをつくる

○出会いをひろげ、心動

かす文化の育つまちを

つくる

'れ、

とした

やすらぎのなか、

世代をつないで

住み続けるまち
○快適でやすらぎのある

まちをつくる

○「農」を守り、活かす

まちをつくる

○人にやさしく安全な交

通体系をつくる

にあふれる

ろ

ひろがるま

に対応した

可 。

■｣

みんなでつくる分権・市民参加のまち

○市民・甑業者と行政の協働を推進する

○分権時代に対応した地方自治の拡充を図る

○男女の共同参画を進める

ハ



｢臺本檮鶇’

基本目標１

私たちの社会生活や活動と私たちを取り巻く上
人と自然が共生する

水・空気・生き物などの環境は、Ifl互に深く影響を
環境保全のまち

及ぼしています。特に、私たちの大量ﾊﾐ塵・大量消

費・大量廃棄型の社会経済システムや浪謎的な生活

様式による地球環境への影響は極めて大きく、私た

(基本〃向］ ちには地球や｣L域の環境をより良好な状態に保ち、

次IH:代に受け継ぐ武務があります。

／資源を循環きせ環境を そのためには、ごみの減量や再生・再齪使川、エネ

大一切にするまちをつく ルギーの有効iiIi1I1などの取り組みとともに、ダイオ

キシン問題など新たな有害化学物質対策を含めて、を

／健康に生活できる安全 大気や水、土壌や地盤の保全を図る取り組みを継続

な環境をつくる 強化しなければなりません。

／Ifl然と仲よく繰らすま また、河川やllLIllなどの自然を保全するとともに、

ちをつくる それらをつないだ動植物の生`息采11Mを剣}|}し、－人

ひとりが自然と身近にふれあって暮らせるまちにし

なければなりません。

そして、こうした環境問題への取り組みを従来の

ように行政による指導・規制だけで進めるのではな

〈、市民・事業群・行政の三者が．体となって進め

ることが求められています。

そこで、illLC・事業者・行政のそれぞれが｢|然と

lbIき合い、洲fllを考えて行動し、やすらぎを感じな

がらすごす“人と自然が共生する環境保全のまち“

をめざします。

そして、この基本日標については、今後のまちづ

くりにおけるすべての分野で考慮する基本目標と位

置づけます。

/４

基本目標１

【基本〃向】

／資源を循環きせ環境を

大切にするまちをつく

る

／健康に生活できる安全

な環境をつくる

'１２１然と仲よく馨らすま

ちをつくる

人と自然が共生する

環境保全のまち

私たちの{!:会生活や活動と私たちを取り巻くｌｚ.

水・空気・生き物などの環境は、相互に深く影響を

及ぼしています。特に、私たちの大量ｲ１２塵・大量消

費・大量廃棄型の社会経済システムや浪徴的な生活

様式による地球環境への影響は極めて大きく、私た

ちには地球や地域の環境をより良好な状態に保ち、

次IH苣代に受け継ぐ武務があります《）

そのためには、ごみの減量や丹生.:1矛使)'１，エネ

ルギーーの有効iiIi1I1などの取り組みとともに、ダイオ

キシン問題など新たな有害化学物質対策を含めて、

大気や水、土壌や地盤の保全を似lる取Ｉ)組みを継続

･強化しなければなりません《，

また、河)||やllLlllなどの｢}然を保全するとともに、

それらをつないだ動'1k物の生息喪11Mを創}|}し、一人

ひと1〕がｒＩ然と身近にふれあって暮らせるまちにし

なければなりません。

そして、こうした環境問題への取り組みを従来の

ように行政による指導・規制だけで進めるのではな

く、市民・事業者・行政の＝者が‐体となって進め

ることが求められています。

そこで、１１丁比・事業者・行政のそれぞれが｢1然と

lijlき合い、洲ｲ|lを考えて行動し、やすらぎを感じな

がらすごす“人と自然が共生する環境保全のまち',

をめざします。

そして、この基本目標については、今後のまちづ

〈I)におけるすべての分野で考慮する基本目標と位

置づけます。



I基本構想I

基本目標２

ｲ虹｢１丁は'1群'140年代からの人’１忽1'１１、急激な1Ｍ発．
やすらぎのなか、

都市化によ1リノくきな発展を遂げましたが、〕ｉＷＩ２は惇
世代をつないで

滞傾向になっています。今後、全lｪ1的な人Ｉ］減少時
住み続けるまち

代を迎え、都市間競争の激化が予想されるなかで．

本市の活力を維持するためには、人とまちのⅢ会い

|基本〃lｆＩ１ がより良いものとならなければな()ません．

そのためには、’1i民の視点に立った快適でやすら

〃快適でやすらぎのあるぎのある安全なﾉﾋ活空間づくＩ)が必.要であり、ゆと

まちをつくる 1)ある住宅地の維持・形成、公剛・「水道などの都

鯵「農」を守り、活かす市基盤や良好な街並みの整圏備一保全を進めなければ

まちをつくる なりません塾そして、災害に強いまちづくｌ)や、今
－６ｃ

〃人にやさしく安全な交後、少子・高齢化の進展がｆ測されるなかで、ノ･－
，；・

jui,体系をつくるマライゼーションの考え方に基づく、まちのバリア

フリー化を]化進させるとともに、その充１４としての、

ユニバーサルデザインによるまちづくりもilr災です～

また、本TlJにはまだ多くの腱｣Lがイバ|；しています

が、年々、転ⅡIが進んでいます。腱地は新鮮な農産

物の供給源であるとともに、まちに残されたやすら

ぎや防災のための空間として、あるいは''１然とのふ

れあいの場として、さまざまな効果をｆkみ}I{す貴重

な地域資源であり、積極的に保全・活11]することが

必要です｡

また、幹線道路の交通混雑やそれに'''2うﾉ１２活環境

への悪影響を解消し、人々が安全・快適に移動し、

交流することができる交通体系をつくらなければな

りません：

そこで、すべての人々が、快適で安らかに住み続

けることができる術やすらぎのなか、・世代をつない

で住み続けるまち”をめざします。

ﾉｰﾗ

基本目標２

【基本ﾉJlf1】

鯵快適でやすらぎのある

まちをつくる

鯵「農」を守1)、活かす

まちをつくる

〃人にやさしく安全な交

通体系をつくる

やすらぎのなか、

世代をつないで

住み続けるまち

ｲ虹｢|丁は昭jlill40年代からの人'1忽1'１１、急激なｌｌＩｌ発

都[ｉｆ化によ1ﾘﾉくきな発展を遂げましたが、〕iMｲl;は停

滞傾向になっています。今後、全lｴ1的な人I]減少時

代を迎え、都iif間競争の激化がｆ懇されるなかで、

本ｉｉ丁の活力を維持するためには、人とまちのＩｌ１会い

がより良いものとならなければな1)ません，

そのためには、’|j民の視点に立った|ｿﾞﾋ過でやすら

ぎのある安全なﾉﾋ活窄間づくＩ)が必要であ1)、ゆと

1)ある住宅地の維持・形成、公剛・「水道などの都

市基盤や良好な街並みの整備一保全を進めなければ

な')ません。そして、災害に強いまちづくl)や、今
。；①

後、少子・高齢化の進展がｆ測されるなかで、ノー
６F●

マライゼーシヨンの考え方に基づく、まちのバリア

フリー化をＪ１【逃させるとともに、その禿l&としての、

ユニバーサルデザインによるまちづく})も１１t典です。

また、本iljにはまだ多くの農｣LがイバＩＬています

が、年々、転)Uが進んでいます。農地は新鮮な農産

物の供給源であるとともに、まちに残されたやすら

ぎや防災のための空間として、あるいは'’1然とのふ

れあいの場として、さまざまな効果をｆｌそみ'１{す貴重

な地域資源であ1)、積極的に保全・活１１Iすることが

必要です。

また、幹線道路の交通混雑やそれに|'|くう′１２活環境

への悪影響を解消し、人々が安全・快適に移動し、

交流することができる交通体系をつくらなければな

りません。

そこで、すべての人々が、快適で安らかに{i：み続

けることができる“やすらぎのなか、世代をつない

で住み続けるまち”をめざします。



｢蟇本i誉想」

基本自標３

魅力にあふれ、生き生きとしたまちであるために
魅力にあふれ、生き生

は、市民がまちに愛着を持ち、そこをjWi台にさまざ
きとしたまち

まな社会・市民・経済活動が活発に腱ⅡMされること

が必要です。そして、多くの人々が出会い、交流が

行われることでまちの活力が生まれます。特に''１心

|基本〃lf1］ 市街地である枚方市駅周辺地域や１１MI)しi文化学術研究

都.市として整備が進む東部地域において、枚ﾉﾉの

〃魅力と活気にあふれる B顔」として、多様な魅力を生み||'す活ﾉ｣の創出が

まちをつくる 必要です「

珍菓客交流がひろがるま また、本市ではそれぞれの特色のある大学が６校

ちをつくる 立地しており、その立地効果を生かした交流機会の

鯵時代の変化に対応した 増大は、まちの魅ﾉj向上につながります“

産業を興す また、各地域の個性を磨き、歴史、文化、「1然、

アメニティ、１１W業施設などあらゆるiiM)'6盗iMiの１１'１１Ⅱ

と創造によ(）、人と情#liの交流を促進することもili

要ですｃ

産業については、木市では工業'１１地の誘致嫌によ

る製造業の立地が｢ＩＪの発展を支えてきましたが、今

後、時代の変化に対応した産業榊造への転換が求め

られています。特に地域に根ざした産雛の育成が必

要です種

そこで、さまざまな地域資源をiili11Iしながら魅力

あるまちの空間を形成し、市民が誇れるまちづく１)、

ふるさとづくりを通じて交流の輪を広げるとともに、

時代に適合した地域産業を振興し、住み良く働きや

すいまちとなるよう、応魅力にあふれ、生去牛表と

したまち”をめざします『

'５

基本目標３

【基本ﾉjlf1】

〃魅力と活気にあふれる

まちをつくる

珍菓客交流がひろがるま

ちをつくる

鯵時代の変化に対応した

産業を興す

魅力にあふれ、生き生

きとしたまち

魅力にあふれ、ＬＩｆき`|ききとしたまちであるために

は、１ｉｆ民がまちに愛着を持ち、そこをjlﾄﾞ台にさまざ

まな社会・市民・経済活動が活発に腱Ｉ)Mされること

が必要です。そして、多くの人々が出会い、交流が

行われることでまちの活力が生まれます。特に''１心

市街地である枚方117駅周辺地域や関1)しi文化学術研究

都市として盤lilliが進む東部地域において、枚ﾉjの

｢顔」として、多様な魅力を姫み１１'す活ﾉ｣の創出が

必要です。

また、本iijではそれぞれの特色のある大学が６校

立地してお()、その立地効果を生かした交流機会の

増大は、まちの魅ﾉj向'２につなが1)ます゜

また、各地域の個性を磨き、歴史、文化、「1然、

アメニティ、１１W業施設などあらゆるhiM)'〔j満iliiのｉｉｌｉＩⅡ

と創造によ(）、人と情*liの交流を促進することもilk

要です。

産業については、木I|丁では工業ﾄjl地の誘致嫌によ

る製造業の立地が｢ＩＪの発展を支えてきましたが、今

後、時代の変化に対応した産業構造への１１瞳換が求め

られています。特に地域に根ざした産業の育成が必

要です。

そこで、さまざまな地域資源をii1i111しながら魅力

あるまちの空'1Mを形成し、Ilf民が誇れるまちづく1)、

ふるさとづくりを通じて交流の輪を広げるとともに、

時代に適合した地域産業を振興し、住み良く働きや

すいまちとなるよう、“魅力にあふれ、生き生きと

したまち”をめざします『》



i墓本構想Ｉ

基本目標４

平和はT1j比化iiTiの人|iii提であり、人ｿilli'１１【久のMHぃ
健康で心豊かな向方と

です。さらに地球環境を保全するためには平和な社
共生のまち

会が基本であり、国I祭化が進展するなかで、瓦いの

人権や文化を尊重する関係をつくることがますます

重要となっています。

|雄本方|（１） また、家庭・地域でのふれあいや人との関わりの

なかで、人に対する,1,2(いや})を育み、身近なふれあ

〃人が心豊かに共に/こき い・支え合いを感じる｣111域社会をつくることが必喫

るまちをつくる ですｃ

鯵人が健やかに、立して そして、そうした社会のもとで、市民それぞれが

暮らせるまちをつくる 自らの人生やり：活の場[iiiに応じて、自らの意思と斑

任に基づいて必笈な保健・福祉・医療などのサービ

スを利用しぃ健康で'こきﾉﾋきと「１分らしく搾らすこ

とのできるまちを実ｊＪ１１しなければな})ません、その

ためには、介,泌ｊ仁f『て、いのちと健Lｌ（・帷i11iを文

える多様な社会盗源を終術することが必婆です。ま

た、行政にはIlj民がさまざまなサービスに対して「Ｉ

Ｊ選択と、己決定ができるよう、支援することが求

められ主す．

そこで、『ij氏それぞれが出会いやふれあいのなか

で、人と人が文え合うとともに、,住みlflれた地域|:|：

会のなかで、人との'１Mわ})を持ち続け、おｌ[い助け

合いながら、「|らの蔵,'し(で生き生きと↑I1illiUし、Ifl:会

に参加できる、叩健康で心豊かな自立と共生のまち'’

をめざし主す

ﾉｱ

基本目標４

【雄本方I【1］

〃人が心;豊かに共に唯き

るまちをつくる

鯵人が健やかに｢]立して

暮らせるまちをつくる

健康で心豊かな自立と

共生のまち

xiz；1il;は１１丁比化iiTiの人|iii提であり、人類'１１【久のMHい

です。さらに地球環境を保全するためにはＷｌｌな社

会が基本であl〕、国際化が進展するなかで、［fいの

人権や文化を尊重する関係をつくることがますます

重要となっています。

また、家1廷・地域でのふれあいや人との関わりの

なかで、人に対する),L(いや１７を育み、身近なふれあ

い.支え合いをlUHじろ｣U』域社会をつくることが必災

です。

そして、そうした社会のもとで、１１丁民それぞれが

｢lらの人生やり：活の場1iiiに応じて、Ｆ１らの意思と輿

任に基づいて必要な保健・福祉・医療などのサービ

スを利ルルぃ健康で唯きﾉﾋきと「|分らしく搾らすこ

とのできるまちを実｣ﾘ,[しなげれぱな1）ません。その

ためには、介i穫、ｊイ『て、いのちと健康・帷ｉ１１ｉを文

える多様な社会盗源を終術することが必婆です。ま

た、行政にはIlj民がさまざまなサービスに対して｢｜

LA選択と「|己決定ができるよう、支援することが求

められます。

そこで、『ij氏それぞれが{{}会いやふれあいのなか

で、人と人が文え合うとともに、住みlftれた地域社

会のなかで、人との'１'わ})を持ち続け、お/l:い助け

合いながら、｜,iらの)if'し(でﾉ1ﾐき生きと１，１１勅し、社会

に参加できる、`‘健康で心豊かな自立と共生のまち”

をめざします。



I基本構想一

基本目標５

子どもたちにとって大切な生活の場や学びの場を
ふれあい、学びあい、

豊かにすることが求められています。保育所、学校
感動できるまち

園、家庭、地域社会の教育力の充実や連携の強化に

より、‐jLどもたち－人ひとりの|Nil性を尊重し、「ゆ

とり」のなかで自ら学び、考える力や、豊かな人間

性、「自他を生かす力」を育むことが必要ですｃl基本方向）

私たちは、環境問題・陸I際理解・人権問題など、

〃自他を生かす力を持つ地域社会の課題であると同時に地球iMIL模の課題に111〔

面しています。また、余暇時間の増大、少子・高齢子どもたちを育む

／栄ぴ続けるよろこびの化の進展、情報化の進腿、女性の社会参加の促進な

どの社会の動きとあいまって、市比の生涯学調やＷｉあるまちをつくる

〃出会いをひろげ、心動報社会への適応能力独得への意欲が増大してお()、

かす文化の育つまちをその内容も高度化・多様化しています。本市にはそ

れぞれの特色のある６つの入学が存在しており、そつく馬

れらがｲ｢する知の集秋や機能もiiiW11しながら、よる

こびを持って学び続けられる社会をつくらなければ

なりません。

また、芸術・文化、スポーツとのⅡ|会いや人の心

を動かす文化を育むとともに、文化11ｲなど市民共ｲ』

の歴史遺産を保存し、未来に伝えることが必要です。

そこで、すべての人が、人とふれあい、社会との

関わりを持ち、お互いに学び、成長し続け、心豊か

な人間らしいﾉﾋき方を実現できるよう、“ふれあい、

学びあい、感動できるまち”をめざします：

ﾉム

基本目標５

【基本方1句】

〃自他を生かす力を持つ

子どもたちを育む

〃学び続けるよろこびの

あるまちをつくる

〃出会いをひろげ、心動

かす文化の育つまちを

つくる

ふれあい、学びあい、

感動できるまち

子どもたちにとって大切な生活の場や学びの場を

豊かにすることが求められています。保育所、学校

園、家庭、地域社会の教育力の充実や連携の強化に

より、ｒどもたち・人ひと1〕のＩNil`|ｲﾐを尊重し、「ゆ

とり」のなかで｢Ｉら学び、考える力や、豊かな人間

性、「｢｜他を生かす力」を育むことが必要です。

私たちは、環境問題・'聖I際理解・人権問題など、

地域社会の課題であると|司時に地球itM模の課題に114（

面しています。また、余暇時間の増大、少子・高齢

化の進展、情報化の進IRi、女性の社会参加の促進な

どの社会の動きとあいまって、iIj比の生涯学稗やＩｉ１ｉ

報社会への適応能ﾉj挫得への意欲が増大しており、

その内容も高度化・多様化しています。本11Jにはそ

れぞれの特色のある６つの入学が存;<I{しておＩ，、そ

れらがｲ｢する知の集秋や機能も活l11しながら、よろ

こびを持って学び続けられる社会をつくらなければ

な{)ません。

また、芸術・文化、スポーツとの}I|会いや人の心

を動かす文化を育むとともに、文化11ｲなど市民共ｲ『

の歴史遺産を保存し、未来に伝えることが必要です。

そこで、すべての人が、人とふれあい、社会との

関わりを持ち、おJ]:いに学び、成長し続け、心豊か

な人間らしいﾉ|=き方を実現できるよう、“ふれあい、

学びあい、感動できるまち”をめざします。
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呈本目標６

地〃分権の理念のもとに、めざすまちの姿を実現
みんなでつくる

するためには、市ＬＧ・事業稀と行政の二者がそれぞ
分権・市民参加のまち

れの役割と10f任を狐いつつ、協働してまちづくりに

取1)組む必要があI）ます゜特に、まちづくりの計i1lli

や政策形成の過稗に｢１丁民や事業稗が参力Ⅱし、それぞ

l堆本方|(1) れの立場で役割と寅任を共有するルールを確立して

いくことや、地域コミュニティやＮＰＯなどさまざ

'１|丁民・事業者と行政の まなiIj民組織の自治的活動を活性化することが重要

協働を推進する です．

〃分権時代に対応した地 また、まちづくI)を含め、あらゆる社会活動の場

力自治の拡充を図を に男女が社会の対蝉な構成員として参ｌ１１ｌｉする機会を

〃ﾘj次の｣し同参lll1iを進め 確保できるようにしなければなりません：

{]乙政運営においては、llh域のさまざまな課題につ為

いて、同に委ねることなく市がｉｉとなって取り組む

こと、総合的で広域的な観点で行政運`灘にあたるこ

と、脱明責征を果たすこと、情W{|刑示の姿勢を堅持

することが敢妥です。また、厳しい財政状況のもと

で地ﾉj税財源の拡允を国に求めつつ、イj政役i1fUを兇

直し、市場機能の活用をＭるなかで行政をスリム化

し、行政評IIliによりサービス水fUiのmjI:と集Il1すべ

き事業選択の適正化を進めることで、ilj民のニーズ

にあった適UUな政莱の展|Ｍを可能にする財政|'倣造を

確立することが必要です≦

こうしたことに取り組みながら、“みんなでつく

る分権・市民参加のまち',をめざします。

そして、この基本目標については、今後のまちづ

<１)におけるすべての分野で老IMiiするＪ[隆本目標と位

置づけます｡

■

ﾉリ

基本目標６

【堆本方ｌｉ１】

'''７民・事業者と行政の

協働を推進する

〃分権時代に対lijした地

力rl治の拡充を図る

〃ﾘj女の｣し同参lll1iを進め

る

地ﾉﾉ分権の理念のもとに、めざすまちの姿を実現

するためには、iijLG・事業稀と行政のｉ者がそれぞ

れの役割と10i任をilj1いつつ、協働してまちづくりに

取1)組む必要があI)ます。特に、まちづく1)の計画

や政策形成の過稚にiIj民や事業稀が参力|Ｉし、それぞ

れの立場で役割と責任を共有するルールを確立して

いくことや、地域コミュニティやＮＰ()などさまざ

まなiIj民組織の｢1治的活動を活性化することが重要

です。

また、まちづくI)を含め、あらゆる社会活動の場

に男女が社会の対等な構成員として参ｌ１１ｌｉする機会を

確保できるようにしなければな()ません。

行政運営においては、地域のさまざまな課題につ

いて、同に委ねることなく｢1丁がｉｉとなって取I)組む

こと、総合的で広域的な観点で行政連衡にあたるこ

と、脱明責ITkを果たすこと、情W{|刑不の姿勢を堅持

することが遁妥です。また、厳しい財政状況のもと

で地ﾉﾉ税財源の拡允をIizlに求めつつ、イ丁政役11;]を見

直し、ｉｉｊ場.機能のliiIimをlxlるなかでｲ｣二政をスリム化

し、１｢政評I111iによりサービス水fﾘｾのir1jI:と集'I1すべ

き事業選択の適']{化を進めることで、iIj民のニーズ

にあった適|ﾀﾘな政策の展|Ｍを可能にする;け政榊造を

確立することが必要です。

こうしたことに収1？組みながら、“みんなでつく

る分権・市民参加のまち”をめざします《：

そして、この基本１１標については、今後のまちづ

〈[〕におけるすべての分野で考IMiiするＪ【腱本!]標と位

置づけます。
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！第１章基本計画の構成

第１節計画の役割

この基本計mliは、私たちがめざすまちの姿である「Ⅱ}会い.学びあい・文えあい、生き

る喜びを創るまち、枚ﾉﾉ」と、その実現のための1iL本１１標である「人と「1然が｣li化する環

境保全のまち」「やすらぎのなか、世・代をつないで住み続けるまち」「魅ﾉjにあふれ、生

き生きとしたまち」「健康で心豊かな自立と共生のまち」「ふれあい、学びあい、感動で

きるまち」「みんなでつくる分権・市民参加のまち」を定めた、平成27年度（2015年度）

を１１標年度とした雄よ榊想を受けて策定したものです。

この計画は、私たちがめざすまちの姿と６つの基本１１標を実現するための施策のﾉﾌﾞ向、

施策ロ標等を体系的、総合的に明らかにしています。また、［１J民、事業荷と行政がそれぞ

れの役割と責任を111いつつ、Milmllしてまちづくりを進めていくためのｌｌＩＭＩ(と｣'１１）組みの方

|('１を脂し示すとl11IllHに、本'|jにおける今後の行政迎'i;↑の」,L本119指針となる役|'}ＩをⅡ&たすも

のとなります。

そして、この施簸||標を達成するため、その時々の財政状Ud等を踏まえて施策の優先順

位を判断し、施策の手法、規模・内容、時期等を』し体化する、実現可能Ｉｿﾞkの商い行政行動

計画である実施計ｉ１１１ｉを策定し、事業の推進を回るものとします。

第２節計画の期匿

この計画は、平成22ｲﾄﾞ度（2010年度）までの10年i;'1111iとします。また、『汁illIijUI間の後期

となる平成17年度（2005年腱）において見直しと検証を行い、必要に応じて本iillmを改定

します。

第３節計画の構成

この計１ｍは「第１編総論｣、「第２編部門別計l1ili｣、「第３編重点プランとまちづく

り指標」からなります。

「節ｌ細総論」は、iillIlli全体にかかわるもので,ill1IIi策定の前提となるiｻ灸''１:について

糖Ｊ１Ⅱしています。

「第２編（'11ⅡⅡ()|｣,il･l11Ii」は、ノｉＬ本構想で定めた(〕つのJjL木１１標を柱としてIWhlitj策を体系

的、総合的に膿班したもので、各課題ごとに「基本ﾉjliil｣、「施策'1標｣、「収Ｉ)組みの方

向」を定めています。

「第３編露点プランとまちづくり指標」は、雄ｲ史構想で定めた６つの鵬/Ｉ其[1標を実現

するために、特に実現に向けて努ﾉ』すべき重点プランと、計ilUiの達成度合いを評llliするた

めに必要なまちづくりのｉｆ点的な指標を定めています、

フノ
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第１節本市の位置・沿革

本市は、北緯34度48分.東経135度39分、大阪府の北來部、淀川左岸に位般し、北は京

都府八幡市、東は京都府京[１１辺市、奈良県生駒市、南は大阪府寝屋川市、交野市、西は淀

川を挟んで大阪府高槻TIj、島本町と接しています。

市東部はｌ１昌駒山地から）)||｣丘陵に伸びる丘陵・111地地形をなし、西部は海抜10ｍ前後の

ｉ１Ｉｉ積低地で、中央の大部分は海抜20-50ｍの枚方台地が占めています。この枚方台地を、

船橋川、穂谷)||、天野１１１が南東から北西にIiMi切って淀ⅡIに流れ込んでいます。

本市は、古くは江戸時代、宿場町として、また、淀川舟運の中継港としてにぎわいをみ

せました。明治初期、桁駅制度の廃止によ})、－時、そのにぎわいは影をひそめましたが、

明治43年（1910年）淀川左岸に京阪電車が開通し、住宅地として発展する道が開けました。

戦前の枚方は、兵器製造のまちとして発展し、昭和13年（1938年）に枚方兵器製造所、

翌14年（1939年）には香[K火薬製造所が開設され、－大兵器生産地となりました。

戦後の枚方は昭和22j|苞（1947年）８月１日にlljlliUを施行し、その後、住宅IJI地、工業団

地の建設や市街地整Iilliなどの発展を経て、平成７ｲド（1995年）の国勢調査では人口40万人

を超える、府内でも４稀'1の都市へと成長しました。

＜枚方市の都市の変遷＞

40年代 平成７年江戸時代昭和20年代 30年代 50年代 60年代

（
昭
和
加
年
人
口
約
卯
万
人
）

市
街
地
再
開
発
及
び
関
連
商
業
集
積

（
昭
和
帥
年
人
口
約
銘
万
人
）

鉄
道
連
続
立
体
交
差
事
業
及
び
関
連
商
業
集
積

宿
場
町
「
枚
方
宿
」
の
形
成

府
内
で
も
４
番
目
の
都
市
へ
と
成
長

人
口
約
⑩
刀
人
を
超
え
る

（
昭
和
加
年
人
Ⅱ
約
６
万
人
）

・
国
道
一
碁
バ
イ
パ
ス
供
用

・
香
皿
団
地
建
設

（
昭
和
卵
年
人
Ⅱ
約
４
万
人
）

「
枚
方
市
」
市
制
施
行

（
昭
和
佃
年
人
口
約
旧
万
人
）

民
間
住
宅
開
発
・
工
業
団
地
建
設

911鱗１IiillE》□ 。 弓 ９

「可

昭和30年

’l津田町」の合併
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第２節人口の推移

【人口の推移】

本市の平成11年（]999年）１２Ｈ末'二1現在の人1コ・lltillf数は405,885人、150,3l31U:帯で、

過去の推移をみると、平成５年～平成６年（1994年～1995年）で若干の人口減少があった

ものの、平成10年（1998年）までは概ね微増傾lirljを続けてきました。しかし、、ﾄﾞ成11年度

において、再び人'１は將干減少しています。

また、平成１１年（1999ｲﾄﾞ）の世帯当たＩ)の人数は2.70人で、核家族化の進行などに伴い

減少が続いています。また、’'１滞の特徴としては、４人111自帯の割合が鑓も聞くなっていま

す。

人口・世帯数の推移 (単位：人・枇帯）

人１１
年次 １１ｔ;|ｉｆ数

総数 男 女

平成元年 3９１，６７５ 194660 l９７ｐｌＥ [２９．６８］

平成２年 3９１．９９５ 194,646 1９７１３４９ l３Ｌ４６３

平成３年 393,355 １９５．］８６ l９８１６Ｇ １３ａ６０８

平成４年 395.984 196.276 199,708 １３６J３６

平成５年 398.019 1９７．２９３ 2００７２６ [３８．４４５

平成６年 397,873 1９６．９４３ 200.930 1３９．７６５

平成７年 1０１，０９１ 1９８１６５ 2０２，９２６ 1４２．１７５

平成８年 402.903 1９８８４６ 204,057 ｜４４４５９

平成９年 '１０３，８２３ 1９９，１２９ 2０４６９４ [４６,'１２２

平成10年 406,524 2００，１７８ 206.346 [４８`９７８

平成11年 405.885 1９９．３７３ 2０６．５１２ [５０３１２

(資料：枚方市資料各年１２１１末、現在）

【人口動態】

昭和63年（1988年）～平成l]ｲド（1999年）の|'|然IIill態をみると、自然増の伽lidが続き、

平成11年（1999年）ではＬ853人の自然蝋となっています。同様に社会動態においては、

平成４年（1992年)、７ｲ1二（1995年)、１０年（1998`'２）を除いて社会減の傾『!]にあり、平成

11年（1999年）では2,733人の社会減となっています。

,３

年次
人’１

総数 男 女
１１L;|ｉｆ数

平成)６年 3９１，６７５ 194,660 197,015 1２９，６８１

平成２年 3９１，９９５ 194,646 197,349 [３１，'163

f､Ｉｚ成 年 393,355 １９５，］８６ 1９８，１６９ 1３３，６０８

平成 年 395,984 196,276199,708 1３６，１３６

平成 年 398,019 197,2932009726 138,445

1z成 年 397,873 196,943200,930 1３９，７６５

平成 年 /1０１，０９１ 198,165 2,9 142,.175

平成 年 402,903 198’８４６ 2041057 １４４，４５９

:､1乙成 年 ｲ0３，８２３ 199,129 204,694 lｲ１６,'１２２

平成 )年 406,524 2００，１７８ 206,346 148,978

平成11年 ４０５，８８５ 1９９，３７３ 206,5ﾕ２ 150,313
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人口動態 (単位：人）

'１然動態 社会動態

出生数 死亡数 ｢I然墹減 岻入数 転１Ｍ{数 社会増減

平成元年 ４０４７ 1，７５３ 2,294 21．ｌ５Ｃ 22,755 △Ｌ６０Ｅ

平成２年’３，８０９ Ｌ８４１ 1．９６８ 20,904 22,914 △２，０１０

平成３年 3,896 1，８２０ 2,076 20,895 2Ｌ９０７ △1,012

平成４年 1.843 20,7823,864 2,021 2０．５８９ 1９３

平成５年 1,9583,839 １，８８］ 2０．９９４ 21,135 △1４１

平成６年 3,978 1，９２３ 2.055 20,240１２２，９０２ △２，６６２

平成７年 ａ８６９ 2,082 1,787 23,418 22,3IＣ 1．１０８

平成８年 4,082 1,973 2，１０９ 21,452 22,250 △７９８

平成９年 3,957 2,107 Ｌ８５Ｃ 1９，８６３ 2１，４３１ △１，５６８

平成10年 4,178 2,066 2，１１２ 2０．５２５ 30520.220

平成11年’4.040 2,187 Ｌ８５３ 1８，４６６１２１１９９ △2,733

(資料：枚方Tl丁資料）

【年齢別人口】

年齢別の人口構成の推移をみると、１５歳末ililiの若年l轍割合が低下しています。平成７年

(1995年）におけるＴＩ丁の65歳以上の高齢者の割合は9.5％で、全国（14.6％)、人阪府（lＬ

9％）と比較すると低いものの、増加傾向にあり、，ｉ２Ｈ齢化が進んでいます。

100Ｗ80％４０％ ６０Ｗ0Ｗ 20Ｗ

(年）

昭和55年

■0～14歳

□１５～6.|歳

□65歳以卜
101,077 １７，５０７

(5.0%）
23,1.538（66.･'１)(1)

／ Ｉ
(28.6%】

９６，７７５ 262.690（68.7%〕 ２２＄６５２
（5.9%】

昭和60年

／ ／
(25.3%〕

176,6181 ２８，８１７
(7.4%】

平成２年 2８２９３８（72.9%）

／ ／
(１９．７%】

294.984（7/１．２%】 379513

（9.5%】
64’7441平成７年

(１６．３%〕

(箇料：国勢調査報告各年ＩＯｊＩｌ日現在）

2斗

出生数

ＩＨＩ然動態

死亡数 ＩｔＩ然墹減

社会動態

入数 転lM1数 社会増減

平成)６年 4,047 1,753 2,294 21,150 22,755 △1，６０５

平成２年 3,809 1,841 1,968 20,904 22,914 △2,010

平成 年 3,896 1,820 2,076 20,895 21907 △ＬＯ１２

平成 年 3,864 1,843 2,02］ 20,782 20.589 1９３

了Ｉｚ成 年 3,839 1,958 1，８８１ 20,994 21,］３５ △1４１

平成 年 3,978 Ｌ９２３ 2,055 20,24(〕 22,902 △２，６６２

平成 年 3,869 2,082 1,787 23,418 ,３１０ 1,108

､'だ成 年 4,082 1,973 2，１０９ 21,452 2２，２５０ △798

平成 年 3,957 2,107 1,850 1９，８６３ 2１，４３１ △１，５６８

平成 )年 4,178 2,066 2，１１２ 20,525 20,220 305

平成11年 4,040 2,187 1,853 1８，４６６ 21,199 △2,733

［ｏＨｏ７７ｌＭ 2Ｍ,Fi38（66.』I)Ii）

(28.6%）

／
’96,7751 262.690〈68.7%）

(25.3%）

176,61811 282,938（72.9%）

(19.7%）

／
'64,7`1４１294.984（7/1.2%）

(L6.3%）



｢基本計直i」

【産業別人口】

「i(|勢,澗査による平成７ｲ|：（1995ｺﾞﾄﾆ）のＴＩ丁民のTIT内外での産業別の就業:片1IiI合をみると、

鯛1次産業は070％と低く、第２次産業が32.81％、節３次産業が6`1.70％となっています。

それぞれの内訳をみると、箙１次産業では農業、節２次産業では製造業、節３次産業では

卸売・小売、飲食店やサービス業の占める割合が高くなっています。

産業分類別就業者数（15才以上）の推移

昭和60年 平成２年 ､|丘成７年

就業符数 就業瀞数 就業:片数

割合(％） 側合(％）産業大分類 人 割合(％）人 人

総数 1６４．７９５ 1７８．２９０ 1９３．４６７

第１次産業 1,576 ０９６ 1．３２４ 0．７４ 1.346 0.7Ｃ

農業 1，５５０ 0．９４ 1．３０４ 0．７３ １，３３５ 0．６９

林業 Ⅲ０ 0.0］ 1７ 0．０１ § 0.00

漁業 ０．００６ ６ 0.ＯＣ ３ 0.ＯＣ

策２次産業 59,257 3５．９６ 63,059 35.37 63,473 32.81

鉱業 2３ 0．０１ /１０ 0．０２ 3４ 0．０２

建設業 １２．７７７ ７．７F１ １４，２/１８ 7．９９ １７．０９１ 8．８３

製造業 ,８１s 4８．７７１4６．４５７ 2７．３５ 1６，３４８ 2３－９６

第３次産業 102,989 6２５０ 111,479 125,169 64.7Ｃ６２.闇１６

電気･ガス･熱供給 １，３０Ｃ 0．７９ ０．６８１，３１３ 0．７４ 1．３１８

･水道業

運輸・通偏業 9．８５７ 5．９８ 1０，４８８ 5－８８ 1１，５９１ 5－９９

卸売･小売業､飲食１１１１ 3９．６１５ 2４．０４ 1０，２２８ ２２５Ｇ ｗＬ７７１ ２３．Ｍ

金融・保険業 4．０９6．７４５ 7.585 4．２１５ ７．７５Ｃ 4．０１

不動産業 2.068 1．２５ 2．７１２ １．５２ 3.038 Ｌ５７

サービス業 3５．８８４ '１．７７ 4１．３１６ 2３．１７ 4９．１８８ 2５．４２

公務 7.52Ｃ 4．５６ 7.837 ４４０ 3.887．５１３

分類不能の産業 9鵬６ 0．５９１２．４２８ 1．３６ 3．．１７９ 1．８０

(資料：隣|勢調査報告各ｲ１２１()１１１１１現在）

ｺゴ

I1iH和60年

就業者数

平成２:fl皇

就業者数

､ﾄﾞ)jii7年

就業特数

産業大分類 人 割合(％） 人 割合(％） 人 ;!;Ｉ合(％）

総数 1６４，７９５ 178,290 193,467

第１次産業 1,576 0．９６ 1,324 ０．７４ 1,346 0．７０

農業 1５５０ 0．９４ 1，３０４ 0．７３ １，３３５ 0．６９

林業 2０ 0．０１ 1７ 0.01 ８ 0．００

漁業 ６ 0．００ ３ 0.00 ３ 0.00

第２次産業 59,257 35.96 63,059 35.37 6３，４７３ 32.81

鉱業 2３ 0．０１ '1０ 0.02 3/１ 0．０２

建設業 ]２，７７７ ７．７５ Ｍ’２/１８ 7．９９ 17,()９１ 8．８３

製造業 4６，４５７ .１９ 48,77］ 27.35 ,1６，３４８ 23.96

第３次産業 102,989 62警５０ 111,479 5３ 125,169 64.70

電気･ガス･熱供給

･水道業

1，３００ 0．７９ 1，３１３ 0．７４ 1，３１８ 0．６８

運輸・通偏業 9,857 5．９８ 1０，４８８ 5．８８ 1１，５９１ 5．９９

卸売･小売業､飲食店 3９．６１５ 2４．０４ /1０，２２８ 22.56 4ｲ|，７７１ 2３．１４

金融・保険業 6,745 4．０９ 7,585 ４． 7,750 4．０１

不動産業 2.068 1． 2.712 1． ３，０３８ Ｌ５７

サービス業 3５，８８４ .７７ 4１．３１６ 23.17 `1９．１８８

公務 7,520 ４．５６ 7,837 ４．４０ ７，５１３ 3．８８

分類不能の産業 973 0．５９ 2,428 1．３６ 3,479 １．８０



｢基本計画」IIlAItmA命

第３節土地利用の状況

平成６年（1994年）のｆ地利用現況をみると、一般１１j街地の割合が最も問<、34.3％を

占め、次いで山林・原野が15.2％となっています。平成２年（1990年）～､「成６年（1994

年）の変化をみると、一般市街地、商業・業務地が蝋加傾向にあり、、畑や'１１林・原野、

工業地は減少しています。

上地利用の分布状況をみると市北部から西部にかけて一般市街地・集落地が大きく広が

っています。商業・業務地については京阪電鉄本線枚方市駅、樟葉駅周辺に集積していま

す。工業地については、’lj街地|人|に工業団地などが,'A(在しています。また、１j域來部には

山林が広がっています･

土地利用現況 (単位：％）

割合
北地利用

､１勺此２年 平成６年

一般市街地 3３．４ 3４３

集落地 4.8 4．８

商業・業務地 |，6 2．Ｃ

官公署 1．０ 1１

'二築地 7.8 7－７

公園。緑地等 ２Ｅ 3．２

学校 3.8 /1．１

Ｈ１畑 l３Ｃ1４．７

休耕地 0．１ 0．１

山林・原野 1８．２ lFi-2

水面 3．(〕 3．Ｃ

その他 ９１ lＬ５

(資料：枚方市資料）・蕊

２６

:1二地利用
割合

平成２年 平成６年

一般市街地 33.4 3４．３

集落地 4.8 ４．８

商業・業務地 ]、６ 2.0

1丁公署 1．０ 1．１

'二築地 7.8 7.7

公園。緑地等 2.5 3.2

学校 3.8 4.1

田畑 １４．７ 1３．０

休耕地 0．１ 0．１

１１１林・原野 1８．２ ﾕ５．２

水面 3.0 3.0

その他 9．１ l］．５



｢基本計i画」

第４節財政

〃

本市の主たる1M源である地方税は、昭和40年代以降、経済成長と人lI1ilhl1という「二

蔽の成長」に支えられ、非常に高い伸び率で増加してきました。昭和50ｲ|【（1975年)、

オイルショックによる11本経済の悪化により地方財政危機に直面しましたが、この時期

にあっても本市の地ﾉﾉ税は、前年度に比べ伸びています。

しかし、；ﾄﾞ成５年度（1993年度）になって初めて地〃税収人が前年度を「１１''1)、以降、

税収は景気の怒化や減税などの影響を受け、（'１１ぴ悩んでいます。その緒NL、、「成５ｲ|包度

（1993年度)、平成６年度（1994年度）には財源不足を補うために財政iilM幣雄金を取1）

崩して収支を均衡させましたが、平成７年度（1995年度）からは普通会計決算が赤字に

転落しています

個人・法人市民税等の推移

一一個人『l】氏悦

-昌一法人ilD民脱

ヨトェド纂所税

一ｘ－地方jlgIHIlJli交付鋤璽位千便

35000,00

､、[U【UX0mXOgU

／ルーハ
Ｂｋ■UIOYOIDFm

,ノ
RIOI010YOI0III8

/ノ
I500mOYOYO

／
【DH0zU10Ⅱ09「９

〆.／〆 耐ニーヘ
51Ｉ１ｎＯ【UJqrB

０

(資料：枚ﾉﾉ11｢盗料）

２７

／~Ｌ八

ノノ
/‐／

／
〆.／〆 ~ニーヘ

－－=ごﾆﾆﾆｰｰ誼ﾆﾐﾆ:二:二二二:二:二二一二:二:ｴ:=Ｚ

▲



｢基本計画」

こうした状況からの脱却をめざし、本市では平成８年（1996年）l2jjに「枚〃市行政

改軟大綱」を定め、平成９年（1997年）５月には「行政改，Ilr推進実liIj,il1Illi｣、｜ｉＩ年10月

には「財政健全化,il･ｌ１１ｌｉ」を)iとめ、行財政全般にわたるll1WI的な改↓''１，:をjuiめてきました。

その結果、ｊｌｆ成９ｲ|§腿（1997年度）はわずかながら』|ﾕｲ|§度収支でﾉﾙ｛字を１１１.Ｉしました

が、平成１０年度（1998年度）になって特別減税の影響や、景気低迷等のためにさらに市

税収入が減少し、歳１１１の抑制でこれをカバーしきれなかったため、再び赤字が拡人しま

した｡普通会計決算は実質収支で約21億円の赤字となり、平成７年度（1995年腱）以降

４年連続赤字決算となっています。単年度収支も約３億５千万円の赤字で、財政状況の

悪化に更にhjrlｴがかかった結果となりました。

また、経常収支比辮は、平成10年度（1998年度）決算で99.1％となり、１Ｍ政榊造の硬

ｉｌｌｒ化が進行しました。

普通会計実質収支の推移

(百万円〕

証010

Ｐ
■
Ⅱ
Ⅱ

０

▲５００

▲１０００

▲1500

▲2000

▲２．１０３

▲2.500

平成 4年度５年度６年度７年度８年度9年度１０年度

(資料：枚力市資料）
経常収支比率の推移

１００

（％）
１

9脾

010

8ｍ

仁
〕
ｂ

816

BIO

Ｍ５

平成４年度５年度６年度７年度８年度９年度１０年度

一←枚方市一一類似団体

(資料：枚方IIj盗料）

2８

Ｉ９２－－Ｌ一Ｗ

▲２．１０３



｢基本計画」

こうした1M政状Iij1dをｌ１１いた要因については、’二'(1の政策や府の財政懇化がiljlllJ付の財政

運営に影糾Ｉを'jえていることも事実ですが、よ1)'''1:接｢１０には、本Iljの税収が、１２成４年

度から､|と成１０年皮までの|Ｈ１で2.2％と極めて低い｛lllぴにとどまっている)又'|[i、枚１１}では、

人件費・扶LUY1,|・公(L'ｉ１Ｉｉをはじめとした経常的に必災とされる経11が18.2％(lllぴている

ことによるものであり、経済環境や社会状況がﾉ<きく変化してきたことに対して、歳出

構造の抜本的な兄山し紫が、必ずしも十分といえなかったことによります、

そこで、平成13年度（2001年度）に単年度黒字への転換を回り、それ以降の財政健全

化に道筋をつけるため、平成11年（1999年）１２１]には、計UI1i期間内に実施すべき対応策

の砿点化・明Imlii化・I1Lj91化をめざした「財政Iii:建緊急対応策」をまとめ、人件費の抑制

・効率的事業執行・施策蝉の再構築による歳(1)削減対策や、徴収率の|ｲﾘﾋによるIIj税収

入の確保・他１１１科等の週11ﾐ化による歳入確保対策によ')、財政健全化を進めているとこ

ろです。

〃歴ZZnZ2E週Zｸと皀蟹ZZ彦i画l蟹

本市における今後の歳入の推移については、これまでのような将来的に人１１の増加と

経済の成長による「：｢１１の成艮」が税収に期待できないことから、IJi1と地ﾉﾉの税財源1W|」

分の構造'19改,'''1百がなされない限Ｉ)、大きなIlllび率での1iii収を見通すことは林IiIlです。

今後のIlj税収としては、Iliil人市民税におけるﾉ１１)>値ｲl2ili6人'1の1'i1少による１１[税ﾉjの低トー

や、リ|き続きｒ想される地Illliの下落によるli1rl走査))ｉｆ税のＩＩｌ１ぴ悩みなどが〕うillIされます。

今後、安定した税収Ｗｆ造を確保していくためには、他の11治体とともにｌＩｉ１に税財源の

移譲を求めつつ、勤労１１t代にとって魅力的なまちづくl)を進めるとともに、地域経済の

活性化をめざし、既存嶬業に対する支援とともに、サービス産業など地域に根ざした産

業や、高度な技術ノル情搬ﾉﾉを持った新たな産業の育成が重要です。

同時に、’''１ぴない税収の下でも、市民のニーズに､Iした必要性の商い政策iillL題に柔軟

に対応できる行１Ｍ･政体質の確立が重要であ{)、行政役割を絶えず兄111〔し、llj場機能の活

用を図るなかで行政をスリム化し、↑]二政評価によりサービス水準の|(リヒと災lliすべき事

業選択の適正化を進めることが必要です：

ﾌ‘



｢基本計画」

第５節前基本計画の成果と課題

第３次総合計画第２卯,§木計l1l1iは、第３次総合,ihllIiの将来,像である「緑と文化を育む、

人と人とのふれあいのあるまち、枚方」を実現するため、６つの施策大綱に澱づく諸施策

を総合的な観点に立って、体系的に明らかにしたものでした。そして、基本計1Ｉ１１ｉで示され

た方向や施策を実現するための具体的な計画である実施計画を策定し、総合的・計ilHT的な

行政を推進し、施策の実現を図ってきました。

第４次総合計辿i基本計ll11iの策定にあたって、前悲本i汁imにおける主な取り組みを６つの

施策大綱ごとに概括します。

〕（ ｌ豊かな緑とうるおいのあるまちづくり

□自然の保全等

市域における緑被率の変遷は、昭和40年（1965年）で83.3％、昭和50年（1975年）

で52.1％、昭和59ｲ1２（1984年）で41.1％でしたが、平成９年（]997年）では34.1％と

減少しており、緑のiili失に歯止めをかけることはできませんでした。特に、東部地域

等の残された｢|然をいかに今後のまちづくりのなかで4zかすかが課題であり、里11｣の

保全を進める必要があります。

。公園緑地の現況

公園緑地（国営淀川河川公園、府営１１１田他公lililを含む｡）の現況（平成12年（2000

年）３月現在）は、２]４カ所で、総面積は166.30haです。前基本計illji期間内において、

出１１ふれあい公|*|や'↑:''１束公園養父元町公ljlil、堂ノ背公園等を開設した結果、市民

１人当たり公園而祇は、平成４年度（1992ｺﾞﾄﾞ度）未現在、3.15,fであったものが、平

成10年度（1998ｲ'２度）末現在で3.92㎡に拡大しました。なお、全国平均は7.70㎡、大

阪府平均は5.20㎡であり、;|き続き整備が必要です。

□緑化の推進

市域の公共公益施設及び民有地の緑化を推進し、豊かな緑とうるおいのあるまちづ

く()に寄与することを1=Ｉ的に、平成９年（1997年）１０月に財団法人枚力1j公園緑化協

会を設立しました。

また、平成11年（1999年）３月、部ＴＩ丁緑地保全法に基づき、緑豊かで美しく、快適

な都市環境の形成を似|るため、緑の保全・緑化に関する誘導、整備等のi;;|f施策を展開

することをめざして､｢緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計iIii(緑の推本計画)」

を策定しました。

ﾖｲﾌ
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□都市景観の保全

枚方らしいIjliiiMを大切にしながら、枚方のまちをさらに美しく魅ﾉjあるものとする

ために、典ﾄﾞ成１０ｲ|：（1998年）１０月枚方Tl了都~lljjjljliM1l珍成要綱をIliUだしました。

屋外広告物法、大阪府屋外広告物条例等にｊｌＩきづき、ULl係機関のｲ'１ﾉ':棚ﾉ｣のもと、ま

ちの美観や風致を維持し、交通・通行の安全をＷＩｌｉ保するⅡ的で、枚〃11jｲ《法屋外広告

物等対策協議会を平成10年（1998年）１１月に設立しました。

歴史的紫観の保全・盤備への具体的な取り組みとして、平成８年（1996年）８月に

は「歴史街道整備プラン」を策定し、これとiit行して、｜日京街道枚〃宿地区において

地元｢1治会やⅡM係ﾄ11体の代表詩による「まちづくり研究会」が結成され、活動を続け

てきましたが、、「成12ｲド（2000年）６１]、地元がｉｉ体となったまちづくりの推進母体

である枚方宿地区まちづく１)協議会が設立されるに長1)ました。

'

」２平和でふれあいのあるまちづくり

．非核平和の推進

本市は、l1iH和57ｲ|：（1982年）大阪府内各市に先駆けて「非核､12ﾎﾟⅡlilllIn÷1:言」を行い

ました。また、１１({ｲⅡ小|年（1939年）３月１１１、llll蛎jlKの禁野火薬１１|(が)』1発し、大きな

被害を1｣)しましたが、その３１」１１|を｜~平「'1の||」とし、体験を語1)継ぎ、次Ⅱ|:代へ

戦争の悲惨さや平ｲ11の大切さを伝えるための'1雛を行ってきました。、|[成７ｲIを（1995

年）には戦後50l1ilｲ|&を記念して各種平和啓発li業を開催し、、「成10年（1998年）３月

には、市制施行50周年を記念して岡東中央公ljlilにWl1の鐘「カリヨン」をi没世しまし

た。

．国際化の推進

市内の外[11人登録者数の動向は、平成２ｲ1皇（'990年）３月に2,257約でしたが、平

成ｎ年（1999年）３月には3,871名と約70％の増加をみせています。

平成７年（1995ｲﾄﾞ）３月にオーストラリアのローガン市と友好都７１丁提携を行いまし

た。

こうしたなかで、市内在住の外国人の生活支援及び市民参加の国際交流を推進して

いくための中核的な組織として、平成７年（1995年）１２月に財研法人枚方市国際交流

協会を設立しました。

また、１Ｍｲ|;、伝1;化基や百済寺跡との関係でiIMtlI【|の霊岩郡や狭余1111とIljllM1jj体によ

るTl7LG交流ﾘﾄﾞ難が進められていますが、今後、行政がどのような形で文援できるのか

検討する必要があります。
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｢基本計画」

□人権擁護

枚方市がさらに人椛のWii立をめざし、すべての人々の人権が守られる、人に優しい

まちづくりを進めていくよう、１f成５年（1993{'２）１２月、人権尊重都TI丁宣言をしまし

た。

行政への市民参ﾉﾘⅡと｢１丁民のプライバシー保護を1]的として、平成９年（1997年）１２

Mに個人情報保護条例・情報公開条例を制定し、平成10年（1998年）１０J]から施行し

ています。

□女性施策の推進

平成４年（1992年）１１月開設の枚方勤労稀総合ｉ１ｉｉ祉センター（メセナひらかた）に

おいて各種111談事業等を実施しています。

平成元年（1989ｲﾄﾞ）策定の「枚方市女性施策行動計画」は、平成８年（1996ｲ1二）に

改訂を行い、同計lmiに雑づき、審議会の女性委員比率の向上（平成12年（2000年）３

月末現在27％）等、男女共同社会の形成に向けて各種施策を推進しました。

また、女性問題を調在・研究するため、名分1111のおよそ100名の市民から聞き取り

調在を行い、女IflHに拠点を当てた明治以降の「枚方の女性史.伝えたい想い」を平成

９年（1997年）３）Iに発刊しました。

平成11年（]999jlﾐ）６)]に「男女共同参ll1i社会韮本法」が成立したことに'''2い、、ｌｚ

成13年（2001年）３川にﾘ)女共同参画計而を策定しました。今後、計画に雑づいてり）

女共同参画社会形成を進める施策の推進を図ろ必要があります。

□地域自治活動

地域自治活動の拠点整備のため、平成５年（1993年）より小学校の余裕教室を校区

集会室として整備しており、平成12年（2000<'２）３月木現在、１４校区において地域柄

動等に利用されています。

□国内友好都市・市民交流都市との交流

菊を通じて十数年来の交流を続けてきた沖純県名護市との間で､平成９年(1997年）

７月に友好都市提携を行いましたが、これで風|ﾉﾘ友好都市は高知県中村iIj、北海道別

海町、香川県塩江''１Jと合わせて４都市にな1)ました。

また、市民間の交流が行われてきた北海道大滝村（経済交流）・奈良県天川村（七

夕伝説交流）．長l1liiU,↓波佐見'１１J（くらわんか交流）との間で、行政がII1lllniから交流を

支援するため、平成[1年（1999年）７川にＴＩ丁比交流祁市宣言を行いました。

平成10年（1998年）11月に枚刀市文化観光協会を設立しましたが、今後、より多く

の市民が参加して友好・市民交流が進めることができるような体制整備が望まれます＠
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｢基本計画’

）[ ３ゆとりのある教育と市民文化の創造をめざすまちづくり
､

□教育問題への取り組み・教育内容の充実

枚方市立学校Iililの教育の向上発展を図ろために設置された教育問題Tl7LC懇談会から

平成10年（1998年）３月に提言が出されたことを受けて、通知表の改善等、提言の具

体化に向けた取り組みを進めています。

教育内容の充実については、国際理解教育に|<jjけて平成６年度（1994年度）より英

語指導助手（ＡＥＴ）を全'１１学校に派遣するとともに、情報化教育に向けて平成10年

度（1998年度）よI)小学校にパソコン設置を進め、、「成12年度（2000年度）に今小学

校に設置を完了する予雄です。

□教育相談・不登校対策

平成11年（1999年）度の文部省、学校基本調秀で年間30日以上欠席した不登校の小

中学生が全国で13万人以上いることが分かりました。中学校では、クラスにほぼ1人

という割合になります。本市では、いじめ・非行・不蜑校問題等の課題に対処するた

め、教職員の資Iirli1j｣二や学校園の活性化を|叉|るとともに、「心の教育」機能を充実す

るため、すべての'|'学校に「心の教室」を】終I1lliしました。

また、平成７Ｊl畠度（1995年度）に教育文化センター内に適応指導教室「ルポ」を設

置し、不登校ｿj堂・生徒の受け入れ及び訪IMI脂導を実施しています。

□学校施設の改修

本市は、昭和40年代の人１１急増期に多くの`γ:枝を建設しました。これらの施設が老

朽化したため、各校の耐震診断と大規模改修を征ｲlzl枝を目処に計uli｢'9に取1)組んで

きました。引き続き、学校施設の改修を計iilIill9に進める必要があります。

□学校規模等適正化

児童・生徒数の減少が続いており、その影粋はさまざまな形で現れています。その

ため、平成10年（1998年）７月に学校規模等適正化審議会を設置し、検討を頂いた結

果、平成11年（1999年）６月に答申を頂き、その趣旨を尊重して、平成12年(2000年）

４月に北牧野小学:枝を牧野小学校に、村野小学校を川越小学校と桜丘小学校に統合す

るなどの学校規模等適正化に取})組みました。リ|き続き、学校統合や通学区域の変更

等について検討する必要があります。

ｲｮ



｢基本計画」

□生涯学習の墓盤整備

市民の生涯端習の場と機会を保障し学習活11M1を文援するため、平成７年（1995年）

１０月、教育文化センターに「高齢評生きがいiiiⅢ造学園」を開設しました。

また、市民の多様化・高度化する学習ニーズに応えるため、昭和61年度(1986年度）

から実施してきた市民大学講座を、平成11年度（'999年度）から市内６大学の協力を

得て実施できるよう充実しました。今後、より多くの市民のニーズに応えられるよう

講座内容等の充実をlX1る必要があります。

□社会教育施設の整備

平成９年（1997f|【）１月に管原社会教育施設（公民館・図書館分館（移転)）が開

設しました。現在、南部地域における｢け民活動の拠点となる（仮称）南部1j氏センタ
巌

一の建設に向け、施設内容等について市民参力１１によるワークショップ方式で検討して

います。

□留守家庭児童会宰の整備

昭和40年代に建設したf評守家庭児童会掌が老朽化したため、必要に応じて順次建て

替えを行っています。また、近年では余裕教室を活用した取り組.みも始めています。

□市民文化の振興

演劇・音楽・演芸等の活動・発表の拠点施設として主要施策に位置づけていた（仮

称）総合文化会館の建設については、今ロの厳しい財政状況等から基本設計を兄直さ
製

ざるを得ない状況にあり、今後、PFI事業化lこより総合文化施設整備を実現するため

の取り組みを進めています。

また、|ﾛ枚方宿を全1玉Ｉ的に発信するための施設として、旧京街道沿いに残る｢鍵屋」

の主屋を保存修理し、枚〃宿鍵屋資料館として盤備を進めています。ル1京街道・枚力

宿が歴史街道モデル'１業の指定を受けていることから、今後、舟運の復活等観光資源

の開発を積極的に進める必要があります。

□スポーツ施設の整備

渚地域体育館の建設計画は渚処理場関連施設雛備の一つとして進められ、平成10年

（1998年）３月に淵TIT民体育館として開館しました。現在、財団法人枚方体育協会に

より管理運営されています。

□第５２回国民体育大会の開催

平成９年（1997年）に開催された第521771国民体育大会（愛称「なみはや国体｣）に

ついて、本市では９月の夏季大会では淀川を会場としてカヌー競技が、また、１０月の

秋季大会では市立総合体育館で少年男子６人制バレーボール競技が開催されました。
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｢基本計画Ｉ

（ ４健康で生きがいのあるまちづくり」

□敬老金の廃止と24時間在宅介護の実施

１上成６ｲ|§度（1994ｉ'二皮）に、それまで70歳以上の｢h民にｲﾘ:ｲ'2文給してきた敬老余を

廃止し、要援継,(i齢考施策及び生きがい施策、健康施策を充実することとしました。

□ひらかた高齢者保健福祉計画21の策定

高齢料の保健柵社プランを総合的に推進するため、老人保健法及び老人福祉法に基

づき策定した,<5齢粁保健福祉計画と介護保険法に基づく介護保険事業,iI1IIliを合体させ

た「ひらかた商齢者保健福祉計画21」を平成12年（2000年）に策定し、介護サービス

の見込み逓寸確保のための方策、事業費見込み等を明確にしました。

□介護保険制度の施行

介護を社会全体で文えあう介護保険制度が平成12年（2000年）４）jから始まりまし

た。このiliI度により、介護が必要な高齢肴に対する介護サービスは緋iijtから、利用稀

の選択により総合的に受けられるものへと転換し、今後、制度の１１１１什な述llIが求めら

れています。

□障害者基本計画の策定

１乏成８ｲ1を（1996ｲ１２）１０１１に障害群離水計画を策定し、ホームヘルプサービス、ガイ

ドへルプサービス、グループホーム等について､１２成14年度（20()2年度）を||標年度と

したⅡ標Ill1iを定め、整備促進を図っています。

ロ枚方市立総合福祉会館「ラポールひらかた」の開設

高齢者や障害行の地域での｢1立に向けた活動拠点として、、Iz成]０年（1998年）８月、

デイサービスセンターや温水ブール等を有する総合福祉会館「ラポールひらかた」を

開設しました。

□母子保健事業の実施

ｌﾘ:子`保健:j{業は、大阪府よ()移管を受けて平成９年（1997年）４１]から実施してい

ますが、妊娠から就学に至るまでの母子の健診、'健康管理・1(1談、他L|(指導等の母子

保健体iliUを確立し、トータルな保健事業の推進を図ることができるようになりました。

□救急異常事象への対応

平成８年（'996年）の夏、病原性人腸菌O157による感染想粁が全|](１１１９に発生し、

死亡群を||}す?|#態にまで拡大しましたが、本市でも20数名の山朽が}'１ました。このこ

とを契機に、保健所など関係機関との間で連絡体制を終Ｉ)||iしました。

､箔



｢基本計画」

．子ども育成計画

平成１０年（I998jl2）３月に「枚〃市子ども育成,illll｣i」を策定し、‐ｆどもに|則する施

策の推進を図っています。

■病児保育の拡大

平成10年（1998年）４月に北部地域に病児保育室（民間）が設置され、枚ﾉﾌﾞ市民病

院敷地内（市立）及び香里団地内（民間）と合わせ、３か所の保育室で利川者の利便

を図っています。

□地域子育て支援センター事業の実施

子育て支援センター4｢業(平成９年度(1997年皮)までは、わんぱくプラザという｡）

は、私立`保育所311Mで実施してきましたが、平成12年度（2000年度）から公立`保育所

３園でも位置づけ、躯業の拡充を図りました。

□子ども議会の実施

子ども議会は、平成９ｲ|星度（1997年度）のTITIljUl

ましたが、その後、征年８nに実施されていますｃ

のTInljU施行50周年記念事業として始められ

３６



i基本計画」

、

５安全で１１央適な生活環境をめざすまちづくり
ノ（

ロ枚方市駅周辺地域の整備促進
蕪

枚方市駅周辺地区は、前基本計iHjiにおいて、まちづくＩ)リーディングプラン・ｃｃ

スクェア21として位置づけられており、この構想を具体化するため住宅市街地整備総

合支援事業の取り組みを進めてきました。平成10年（1998年）６mに関西医科大学が

クラポウＴ:場跡地に大学及び第３次救命救急センターを含む病院の建設計画を表明し

たことにより、今後、都｢|j計画マスタープラン等本市の計画との整合を図るとともに、

大阪府をはじめ関係機関と協議を進めていかなければなりません。新基本計両におい

ても重要な事業として位置づけるとともに、駅北口周辺地区の繋術構想についても検

討する必要があります。

．駅前周辺の整備

京阪及びＪＲの駅前広場は、鉄道と他の交通手段との結節点であ１１、街の顔として

の美観、都市機能や生活環境の向上を図る観点から整備促進を図ってきました。特に、

歩行者の安全確保が課題であった、光善寺駅周辺繋備事業は、橋上駅舎と一体となっ

た横断施設が平成１０年度（1998年度）に完成しました。

御殿山駅前広場は、駅前広場機能としては完成し、すでに供用しています。枚方公

園（東口）及び津'１１駅前広場についても同様です。都市計画決定がなされているもの

の整備がなされていない駅前広場は、牧野駅や村野駅などがあり、今後の課題となっ

ています。また、今後、牧野駅や長尾駅については、大阪府など関係機関との協議を

進め、－ロも早く事業化に向けて取(O組まなければなりません。

□生産緑地

市街化区域内の農地に関しては、その積極的な活用により住宅・宅地供給の促進が

求められるなか、平成３年（1991年）には、総合的な土地対策の一環として生産緑地

制度が大lllFiに見直されました。本市においても、良好な都市環境の形成などに役立つ

農地を計画的に保全すべ〈、当該市街化区域内の農地の約４割（面積化）を生産緑地

に指定しました。

平成８年度（1996年度）には、農と住の調和した秩序あるまちづくりの推進を目的

として、「緑住まちづくり支援事業実施計画策定調査｜を実施しました。

■住宅

居住水準の向上と住環境の改善を図るため、市営住宅の建て替えを実施してきまし

たが、津、北町２号住宅が平成９年（1997年）１０月に完成しました.

現在、老朽化した府営住宅や公団住宅等の建て替えも進められていますが、その際

には大阪府福祉のまちづくり条例に基づき、高齢者や障害者が生活しやすいという観

点から指導・誘導が行われています。
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0・ロ■ ｢臺本計画」

□環境基本条例等の制定

平成５ｲ1：（1993ｲ|畠）l0jj、枚方市環境影劉ｉｉｉｌＺＩｌｌｌｉ条例を施行し、｜)'１発行胸等を実施す

るにあたって),'il辺の｣蝋｣党にどのような影響を及ぼすかについて、１１｢|iiiにＪＷｉ骨、予測及

び評価するとともにその結果を公表し、地域住比等の意見を聴き、環脆ＩＩ１Ｌ全に配慮す

ることにより、環境汚染を未然に防止する制度を１Ｍ:立しました。〉|上成１２年（2000年）

３月ｲﾐまでに、３件のJli:業について本条例に蕪づく取り扱いを完「しました。

平成５年（1993年)、環境基本法が制定され、良好な環境の享受と継承、地球環境

保全の推進、環境への負荷が少ない持続的発展が可能な社会の榊築などが今日の環境

政策の基本理念として明らかにされました。木IlJにおいても、市民、！』業者の参加、

協働のもと良好な環境の保全と創造を|灰|るため、本11j域における環境政策のjjE本的方

向を定めた環境韮本条Iｸﾘを平成10年（1998年）′１１１に施行しました。現在、条例の理

念の実現に向け、環境施策を総合的、計画的に推進するため、環境基本計画の策定を

進めています。

□ごみの減量化とリサイクルの推進

イに｢１丁では、穂谷川ｉｉｌｉ掃工場の焼却処理能力が限界に達していることから、今後１０年

|ｌｌｊで焼却ごみを)|《ilkすることを目標に、発/'１抑IliU、I1j便1Ⅱ、．｢lLj生利111を｣,ｕxとして、

全Tl丁的な「ごみilljlMIl:作Iiilb」を展開しています。

Ｔｌ丁比のごみ分111Ⅱ激i棚を商めることをＬＩ的として、、「成lOilミ（199Ｍ：）［0)jから一般

ごみのごみ袋の透1ﾘ１．１｣1色半透明化を実施しました。平成11年（1999ｲﾄﾞ）３Ⅱからは

粗ごみステーションを廃止し、電話申込みによる）r別収集に変更しました。また、小

学校区ごとに｢1丁民10人穏度の廃棄物減量等推進員を選任し、市民に理解と協力を求め

ています。

リサイクルの推進では、再生資源集団回収の促進やペットポトルの拠点liT1収を進め

てきています。今後とも、行政・市民・事業将が一体となってごみ減M:に取り組む必

要があります。

。公害対策について

公害の監視体IliUとして、工場等の排水測定、地下水概況等の各種調在、河川水質調

査、環境騒音測定や、市内６局の大気観測局による大気常時監視の他、ダイオキシン

類の環境調在等を行っています。

これらの環境''１k祝や工場・事業所等に対する各祁公害規制によ{〕、４XIljの公害の状
溌

Udは全般119には改ｲ'ﾄﾞされてきたものの、河１１１の水厩等については、依然BlU麺if準を超

える状ﾙdにあります。

そこで、ｉｉ１ＩⅡ|の水lii汚濁の低減を図るため、」u域｢1治会の協力を｛IILて、」山城生活排

水対策学習会を|)''''1&し、家庭でできるfkiiIi排水対策への協力を呼びかけています。

また、平成５ｲﾄﾞ度（1993年度）から地下水淵水屑の把握のため、データの収集・解

析を進め、平成７年度（1995年度）には一定の成果を得るとともに、腱薬、有機塩素

化合物の測定や、新たな監視項目に対応するため、分析機器を導入し、監視体制の強

化を進めています。

３月



｢基本計画

コダイオキシン類等の監視

平成９flH（1997ｲﾄﾞ）６１１に環境庁が公表したダイオキシン類の環境ｉｌＩＩ定結采が、環

境庁の示す〕１職Ｉ１Ｉｌｌ１〔を｣lidえたことを受けて、Ｔｌ丁独｢|で人気及び土壌のモニタリング調布

を実施しましたが、今後も引き続き監視を行う必要があI〕ます゜

．防災と危機管理

平成７年（1995ｲﾄﾞ）１月１７日に起きた阪71'１・淡路大震災を契機として危;機管理体制

と防災意識の商揚に努めてきました。直下型地震の被害想定を行い、、１２成９年度（19

97年度）末までに地域防災計画の見直しを行い、iIj民及び職員向けの１１}｢･を作成しま

した。また、北河Iﾉﾘ６Ｔｌ丁や近隣市等と災害相互応援|jⅡ定の締結、消防ﾉﾉの期強、備蓄

倉庫の整備推進、iliil震性貯水槽等の設置を進めてきました。

引き続き、何がどのような形で起きるか分からない「危機」に対する認識・情報収

集,体制・対応策等の管]''1について検討する必要があります。

□道路の整備

第三京阪道|略は、Ｗｉｌｌ府側より国道307号まで､「成川年度（2002年腿）木の完成を

||標に工1Ｉが進められています。このため、アクセス道路となる枚〃１Ｍ§阪級、枚ﾉj東

部線（府）のIilEIIlliが急がれます。

第二名ﾈＩＩ１ｌ`|動｣|』道は、、「成１０年（199811ｴ）１２)｣に建設省より’'水jdi路公'’１１に施行命

令が出され、、「成12ｲ'１（2000年）８月から測埜調在が行われています。今後とも、沿

線地域の環境対策や｢|j民生活等に配慮し安全で快適な道路となるよう要望していく必

妥があります。

市内の幹線道路では、楠葉中宮線、枚方藤阪線、長尾春日線、牧野長尾線、穂谷狭

戸線についてｌ１１ｒｉ次整備を進めています。地域の1k活道路では、通行の安全や地域の特

性を生かした糖I111iを進めていますが、めいわく駐ｉｌｔや放置｢|動単の対策が依然として

課題となっています、

」駐車場案内システムの整備

駐車場の霊満状況をドライバーに知らせ、効率的な駐車場の利用を促すとともに、

道路交通の円滑化、利、若の利便向上、中心ＴＩ丁街地の活性化をめざして、駐単場案内

システムを､「成１０年（1998ｲﾄﾞ）４月から稼働させました。

□公共交通機関の充実

京阪特急の枚刀lljl1i)l惇11〔が、平成９年（1997年）３）jから、平'1のラッシュ時の２

時間帯で６本にＭＷ実1Mしました。さらに、平成１２年（2000年）７１]から８イミに増便

されました。

都市環境の保全・省エネの観点からバス交通への転換が求められていますが、その

ためにはバスの定時性のWii`保やバスサービス空、地域の解消等について検討･する必袈

があります。
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｢基本計画」

□高度浄水処理施設の建設

より安全で良質な水をつくるため、新たな処H1'１（オゾン処理）を加えた,｢５度処理施

設の整備を進めてきましたが、平成１０年（1998ｲﾄﾞ）］0月から市内全域に皿水していま

す。

■公共下水道の整備

平成11年度（1999年度）末の処理区域面積は2,451ヘクタール（全体計ilW而積は5,1

73ヘクタール）ですが、人ｎ普及率は約73.1％です。平成１２年度（2000年度）の目標

75％はほぼ達成（平成12年６月１日では74.7％）したといえます。今後、リ|き続いて

公共下水道の整Iilliを進めるとともに、大阪I1Wilf処]i111場の処理能力のlfl上を要望してい

く必要があります。

下水道事業が効采を上げるためには水洗化の促進を図る必要があI）ますが、平成１１

年度（1999年度）末の水洗化率は91.2％でした。

雨水対策では、浸水解消を図るために、黒lll1ll雨水支線及び各地区排水路の整備を

行っています。

また、水に親しむ熾観水路事業として｢水TUill1Ill1li｣の建設を平成５年度(1993年度）

から実施しており、平成８年度（1996年度）に桜'１|]地区の一部で供用Milillfiし、現在で

は、桜111J地区及び()|力１１賀西l1IJ地区の一部まで供Ⅲ開始しています。

□河川環境整備

淀川河川公|霜|は、平成９年（1997年）開催の|藝|体にあわせ芝生公園

一・噴水広場等が整備され、市民の憩いの場として利用されています。

1Ⅱの天野川と穂谷川は、大阪府により環境雌|)11iが進められています。

アクアシアタ

また、一級河
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｢基本計画」

( ！６活力のあるまちづくり

□農業振興

農業振興地域である穂谷地区で、平成６年度（1994年度）までに24haのlrhil場整備

を行い、あわせて土地改良やため池整備、換地、集落道整備を進めました。

□農業と市民の交流

農業施設,磯能に加え、市民が水と緑にふれあう場所として、津田地蔵池を整備し、

平成９年（1997年）４月に「オアシス共園」を開設しました。

また、市民に収穫の喜びを体験してもらうために市民農園事業やふれあいツアーを

実施しています。特に、市民農園事業については、平成９年（1997年）１０月より、農

協のふれあい農園と本市の市民農|堂|を合併し、現在、２９カ所で982区画、22,728㎡と

なっています。

また、低農薬で環境負荷の低いレンゲを活用した米栽培を促進するため、平成11年

度（1999年度）からレンゲ栽培米生産支援事業を開始し、参加農家数95)｢、栽培面積

約25haとなりました。

今後、生産者と消費者の交流促進の視点から市内農作物を市lﾉVで消費するシステム

を構築することが必要です。

□産業振興

激動する経済情勢のなかで、本市の産業を活性化するために、今後の社会動向や市

域周辺の整備状況を展望したうえで、本市経済の将来像や問題点の解決策を示す産業

振興ビジョンを平成７年（1995年）３月に策定しました。

□工業

工業の分野では、市内の工業は中小企業が中心となっていることから、景気に左右

されない企業体質の強化に向けて支援を進めていく必要があります。

□商業・サービス業

商業の分野では、国内友好都市の物産を積極的に流通するため、市内商業店舗等に

おける販売ルートを拡大するとともに、各市合同による物産歴を開催しています。

今後、市内の空き店舗対策や中心市街地の活性化を進めるとともに、既存の商店街

についても商業機能の集積・活I性化に向けて具体的な方策を進めていく必要がありま

す。

ｷﾞノ
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□観光

ＴＩ丁内のiiM光盗ilj〔をＷ発し[しし有効に活用していくため、平成９年（1997ｲ1：）には市|ﾉﾘ

の観光ルート（10ルート）をまとめたパンフレット「|ﾉL1季のプロムナード」を発行し

ました。

また、本I1jのIii1,1光施策を総合的に推進するため、平成10年（1998年）１１１１には文化

観光協会を設立しました。

今後、平成13年(2001年)に予定している枚力宿資料館の開設にあわせ､枚方の｢顔」

となる枚方Tlj駅)iM辺の集客機能を高めることを'１』心に観光施策を進めていく必要があ

ります。

□勤労者施策

勤労者福祉の分野では、中小企業退職金共済制度等掛金助成を開始しました。
巧曰

また、学生の就業体験を図るため、インターンシップ制度の実施や、失業者の生活

再建支援事業や就労支援のためパソコン講座等を開催しています。

□消費生活

洲IIi生ｉｉ１ｉの分11!];では、ＩＦ和55ｲド（1980年）｜lll設のil1j費ﾉﾋ活センターを拠点に、消費

者IjlL談や学科機会の充実を図Ｉ)ました。

また、石11iii普及Ｉ#業の継続やグリーンコンシューマー活動の取り組みなど、消費生

活における環境MH題へのアプローチについても支援を進めています。

●市制施行50周年記念事業の実施

昭和22年（1947年）の市制施行から50年が経過したなかで、市民とともにこれを祝

い、本市の２１世紀に向けたまちづくりをともに考えることをＦ１的に、ＴＩｊ制施行50周年

記念事業として平成９年度（1997年度）に各種イベント等を開催しました。

綾地域'情報化計画の策定

市民ニーズの,１１jい防災・医療・教育などの施簸等、地域情報化を体系的に推進して

いくため、、ﾄﾞＩＩｌｉｉ９ｲ'１（1997年）９月に「枚〃11J地域lml1ijlilii化計llI1i」を錐)こしました。

また、平成12ｲ|：（2000年）３月には郵政櫛よりテレトピア地域脂疋を受け、」l山城情

報化を積極的に１１f逃していく条件整備を進めています。

今後、リ|き続きTl丁民が必要とする行政情報などをたやすく手に入れることができ、

行政組織の商腫化・スリム化を図るための情報基溌を整備することが必妥です。

\２



Ⅱ基本計画一

囮ＦＭコミュニティ放送局の開設

災害など緊急・非常事態時の広報手段として、また、地域文化．経済の発展に寄与

するためＦＭコミュニティ放送局として、エフエムひらかた（きくエフエム）を平成

９年（1997年）１月に開局しました。

団地方分権の推進

平成12年（2000年）４月に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する

法律が本格的に施行され、地方分権社会の幕が開きました。

本市ではそれに先立ち、平成７年（1995年）９月から地方分権推進検討委員会を設

置し、地方分権の推進を前提として、日治体としての政策能力を高める方策や、国・

府・市の権限と役割、さらに財源のあり方等について庁内的な研究検討を進めました。

平成１０年（1998年）から、人阪府による大阪版地力分権の推進に基づき、障害者の

日常生活用具や楠装具の給付事務を市で行いました。
謎

また、人l｣20刀人以上の目１h体に一定の権限をまとめて委譲する特例市iiI度が新た

に創設されたことに伴い、本市においても平成13年（2001年）４月より特例市に移行

されるよう準備を進めています。

囹庁内情報化の推進

全庁的な情報基盤を確立し、財務関連事務の効率化・迅速化・省力化・標準化を図

るため、平成９年（1997年）９月より財務会計オンラインシステムを導入しています。

また、平成12年（2000年）４)]より税情報の共有化・一元化による事務の効率化・

迅速化を|到るため、税情報オンラインシステムを導入しました。

囹行政改革の推進

スリムで、効率的な行政の確立に取り組むため、行政全般にわたる見直しと改革の

あり方について、また、行政改γlfの指針として、平成８年（1996年）１２月に行政改革

大綱を策定しました。平成９年（1997年）５月には、この大綱に掲げた施策の具体的

な進め方を示した行政改革推進実施計両を策定しました。

事務事業の行政全般にわたる兄直しと改革の方向性を明らかにする目的で、平成１０
蕊

年（1998年）１１月|こ事務事業再構築プランを策定し、平成12年度（2000年）から事務

事業評価システムの本格的な導入に着手しました。

芋３
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余市民参加の推進

］|j政へのIlj氏参llllについては､第４次総合i;hllIi策定過程において､ﾄﾞ成10年(1998年）

７Ⅱよ1)まちづくりiljh(Ni)|:究会を募集し、新たな総合iillmiへの政策|雌iiPを求めました。

また、保健ｲ冊祉沸縦会lliliIi時委員、総合計画審議会委ｌｉ、y]女共'11参lllli検,il･黍1Jについ

て委員の７１丁比公募を行いました。

平成９年（1997年）７月には、養父元町公園盤Iilliにおいてワークショップ方式を導

入し、市民自らによる公園づくりに取り組み、平成11年（1999年）５）]に供用を開始

しました。

平成11年（1999年）３月に策定した「緑の基本計1111i」においては、計Illli策定段階で

「市民ワーキング」を組織し、市民の具体的な提言を計iiiiに生かしました。

また、（仮称）南部社会教育施設の基本設計にあたっては、平成１２年（2000年）２

１１から12)]にかけてワークショップを開催し、市民とともに検討を進めています〔

》
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｢基本計画一

＄第３章基本計画策定の背景 ，3章

第１節将来推計人口

本市の将来推計人口については、住民基本台帳を基に、外国人人口の動|【0，住宅開発に
燕

おける開発人口を加味し、コーホート要因法Ｉこより推計を行いました。

その結果、本市の将来人口は、平成17年（2005年）では約41万７，０００人、そして、基本

計画の目標年度である平成22年（2010ｲﾄﾞ）では約42万3,000人になると想定されます。

その後、人口は平成25年（2013年)、約42万4,000人をピークに減少し、平成40年（2028

年）では約40万3,000人になると想定されます。

年齢別の推計では、平成22年（2010年）には高齢化率が19.3％となり、超高齢社会の到

来が予測されます。

地域別の推計では中部地域、北部地域、南部地域では減少、１－|｣東部地域では増加、それ

以外の地域では横ばい傾lf1jが予測されます。

平成i0年(1998年： 平成１７年（2005年：
里1４ 女胖 JjU隊 女1年
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＜地域別将来推計人口＞
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I基本計画一

第２節広域計画及び関連計画

【広域計画】

総合計ll11iは、都｢1丁計i'KIiマスタープラン等本市のすべての計ｉ１１ｌｉの離水となるものです。

また、lxlo人阪府等の広域計画との調整を図っていく必要があります。

〃２１世紀の国土のグランドデザイン

（平成１０年（1998年）３月）

全|:i【|総合ｌｌＩｉｌ苑計画は、国土総合開発法に基づく｢iE1上づくりの指針となる計画です。

１A成10年（'998年）３月に策定された計l111iでは、地球時代、人||減少・高齢化時代、

，(;Ｉｊ度ｌ１ｌｉ報化時代の到来など、大きな時代の転換j-UIを迎えるなかで、現在の－極一軸型

の|]｛I士榊造から多jlilll型の国土構造への蛎換を反期構想とする「21111:紀の国土のグラン

ドデザイン」が提示されています。

また、｜]標年次2010-15年までの計画期間中に「''１立の促進」をはじめとする５つ

の基本的課題を設定し、基本的課題の達成に向け、「多｢|然Ｉ#住地域の創造」「地域連

携jliIl1の腿開」など４つの戦略を推進していくものとされています。

〃大阪の再生・元気倍増プラン「大阪２１世紀の総合計画」

（平成12年（2001年）１２月）

府民をはじめ、企業、ＮＰＯ、行政などが、一緒になって大阪づくりをすすめてい

くための共通の目標と、その実現のための基本的な考え方を示しています。

大阪の将来像として「大阪の再生・元気倍増」：人阪のilliljやj砿業などが再生し、

大阪に集い、くらす誰もが夢をもち、夢をかなえる元気あふれる大阪づくりとして、

さらに６つの具体|'ｌｉな将来像を以下のように定めています。

「人が行てる大阪」「人が集い、文化が花開く大阪」「安心であたたかいくらしの大

阪」「澱境と調和した、安全なくらしの大阪」「産業を育てる元気な都ＴＩ丁・大阪」「多

彩な活動の郷台となる都市・大阪’

／新北河内地域広域行政圏計画2000年代の指針

（平成13年（2001年）２月）

北iilllﾉl地域の一体化・ネットワーク化及び周辺地域との連携強化や、北河内地域の

将来像を明確にするグランドプランを示すため、北河内７)|｢による|上河内内広域行政

推進協議会によって、平成３年（1991年）11月に「定住と交流の脚律都市」を理念と

して揚げ、新北河内広域行政圏計画が策定されました。本計ii1Iiの枠組み・内容を継続

しながら、2000年代において、重点的に取り組むべき施策内容を幣耶し、広域行政の

実質的な推進を|叉|るため、平成13年（2001年）２月に「新｣上illll人|地域広域行政圏計但ｉ

2000年代の指針｜が策定されました。

ｷﾞフ



｢基本計画」

【実施計画と分野別関連行政計画等】
基本計画は、基本構想に基づき本市のめざすまちの姿を実現するために、今後の行

政運営の基本的指針となると同時に、市民、４ｲﾄﾞ業粁と行政が協動してまちづくりを進

めていくための||標と取り組みの方向を指し示すものです。

基本計画に基づき行政が具体的に展開する施策については、その時々の財政状況等

を踏まえて施策の優先順位を判断し、施策の手法、規模・内容、時期等を具体化する

実現可能性の高い行政行動計画である実施計imiを策定し、事業の推進を図ります。実

施計l剛は３年間の計imiとします。

また、社会情勢の変化やさまざまな市民ニーズに対応するため、本Ｔｌ丁でも、行政の

各分野でさまざまな分』11ＵＩの行政計両を策定しています。これらの分野別↑｣冒政計画は、

それぞれの行政分野において本市がめざすべき〃|(Ｉ性やそれを実現するための具体的

な施策、およびその体系を示すものであり、韮本計画や実施計画を各分野において具

体化するものです。

今後、基本計画の進捗状U2を把握し、新たな課題の整理にあたっては、基本計画と

これらの分野別関連行政計両との整合性について｜-分配慮するものとします。

基本１ 絹

ざす,まちの姿と基本 標）(め

分
野
別
関
連
行
政
計
画

基本計画 低
㈲

Ⅱ標と取り組みの方

江
実施計画

(基本計画に蜂づく３年間の中期計画）

ｴバ

、
実施計画

(基本計画に基づく３年間の中期計画）



｢基本計画’ 唾A五AⅡ1k.愈

委一FＸ」

第３節市民意向

○市民意識調査

基本計画の策定にあたって、市１人]に在住する満20歳以上の市民4,960人を対象に、

まちづくりに関する意識や市に対する評価などを把握するため、アンケート調査を実

施しました。

本市での永住意ｌｌＩをみると、全体の８割以上が'１j内に永住したいとの恩li0を持って

います：

年代別にみたところ、年代が上がるにつれｌｌｊＷ永住意向の割合が高くなる価IihIがみ

られます。また、他Iljへ移りたいと思っている人の割合が最も高いのは20歳代

(12.7％）となっています「

西への永住意向（市民）

、

Ｂ
猟
蜀
以
卜

他市へ移りたい
Ｒ０％

い
い

も
な

燃瞬峰住み続けたい

3,4％

市への永住意向（年代別）

0９ ２０％ ４０％ ６０％ 510]iｉ lOOVn

20歳代

Ｎ＝５１，
２Ｍ％ ４５８％ 7.8%’’127も’’113％ Ｉ、可

30歳代
Ｎ＝4８１

20.296 46.81ｂ １１２％’’９．６９６１１１１`隅 、ＦＩＨ

40歳代
Ｎ＝５１４ '0醜｜函M'’0,`’25.9％ 46,7961 Ｏ６ｖｆ

５０歳代

Ｎ=711

６０歳代
Ｎ=454

70歳以上
Ｎ＝2９４

麺|`鵬’３５．０％ 44.0路 １４Ｗ５７１Ｗ

i彌幽墜丁４７－８兜 ３ａ８％ Ｉ１９ｉ

。Ｒ畠４２０：

鮓鑛Ｉ53.7亀 ３２７藍 ｌ４Ｅｈ

20葛

□市内で他に移りたい

Ｅ無回答

■住み続けたい

■他市へ移りたい

。いまは移る気がない

□わからない

Ｊ，

函’… ｜爪瞬｜函い』Ⅱ

｜川蝋｜函ｍＬｉ輕 麺

函〕…１ ’'0鱗`１噸回

函鱒'Ｉ配匝圃 ｜鼠鱗|i麺‘鱸'１

１驍|門… EZHEE3I

４８鳧42階’

１…】 小､[」…

２rO労

麺ｉ鍵４４０賂’5296|扉iW169鵠’

麺輕Ｉ

４８畠４２％

，５３７亀’１３２７兎｜，’5-4%



｢基本計画」

また、現在の厳しいⅡｵ政状況のなかで、特に急いで取り組むべき政策分野には「地

域環境の保全」や「↑Iii社・医療の充実」を選択した人が最も多く、次いで「１１丁街地轤

備（都市基盤）の充実」を選択した人が続いています。

市の優先政策分野（市民）

地域環境の保全

福祉･医療の充実

市街地整備(都市基盤)の充実

教育の振興

産業基盤の充実

文化の振興

商業･サービス･観光業の振興

無回答

79.49(

7669（

'６ L３Ｗ

nIlPlI

0％’０％４０．日６０％８０％１００乱

○学生意識調査

まちづくりへの意識や、市に対する評価、今後のまちづくりに対しての学生の求め

ることを把握するため、市内の６大学と11高等学校の在学生のうち2,210人を対象に

アンケート調査を実施しました。

本市への永住意lfIをみると、住みたいと思う学生は12.3％と低い割合になっていま

す。

住むまちを選ぶⅡ『の条件としては、「買い物などのロ常生活の利便性｣、「交通の便

利さ（鉄道)｣、「職iザ・振動・悪臭などの公害の有無」が重要と考えている学生の割

合が多くなっています。

市への居住意向（学生）

居住選択条件（学生）に
い

壼理 やや重要

771％ …Lui｣

齋
篶

日幣生活の利便性

交通の便利さ（鉄道）

公害の有無

遊びの場がある

地域の自然や住宅環境

交通の便利さ（自動車等）

買い物・食事の店が多い

》 密一》癖
》癖、

●

脇２０％４０％６０％８０iｂｌＯＯＨ

JＣ

53.3％

￣268％

￣1153％

＝13.4％

＝11,2％

回3.5％

79.4％

766％



｢基本計画一

「枚方市に住みたいと思う」と回答した人（272人）に対してその理由をたずねた

ところ、「親しい人が近くに住んでいるから」が37.1％で雌も高く、次いで「枚方市

が好きだから」（21.3％)、「家族と住んでいるから」（20.2％）となっています。

また「枚方市に住みたいと思わない」と回答した人（1,019人）に対してその理巾

をたずねたところ、「家族が別のまちに住んでいるから」が27.0％で段も高く、以下、

「その他」（27.1％)、「枚方市が好きでないから」（24.0％）と続いています。

枚方市に住みたい理由 枚方市に住みたくない理庄

無回答

０５％無回答

その他00％

引っ越す

のが面偶

だから

１０７％

○まちづくり市民研究会

2111t紀の本市のめざすべき方向性や地域づく})のあ1)ノハまた、各種行政施策に関

する榊想または計iiliiを｢hに提案することをめざして、平成]Oｲ1２（1998年）７)]、市民

が｢'１２的に迎営研究するためのグループを.まちづく｛)[IjLCDr究会”として募集した

ところ、１７聞体が登録され、そのうち15団体から「政策提汽」が寄せられました。

それらの提言については、平成1]年（1999年）５）IlMIli:の「まちづく1)市民研究会

嶽録lJl体政策提言発表会」において発表が行われました。

○市民意見の公募等

これからのまちづく１７やさまざまな施策は行政だけで進めるのではなく、市民と行

政が協力することが必要であることから、計画段階から'|j民意兄を募集するなど多様

な1J比参力11を促進しました。

IljLC意兄については、まちづく1〕市民研究会の提言とあわせて意見を募集しました。

また、基本構想試案、基本計両試案のそれぞれの策定時においても、郵便やファッ

クスなどで、それらの意見を募集しました〔

さらに、基本計画試案策定後、平成12年（2000年）９川にIlj民の総合計画に関する

情報公開と意見聴取の一環として、また総合計iHii策定プロセスへの市民参加の手法と
H3P

して、’１J内`１カ所の公民館等において、ポスターセッションを行い、第４次枚方市総

合計ll11iJil鼻木計ｌｌＩ１ｉの資料等の展示や｢廿民の意見聴取を行いました。

これらの取り組みにより頂いたご意見等については、総合Iil1lIliの策定の各段階や、

総合,inl1Ii`if議会の議論において、計画に取I)入れられるものについては取り入れてき

ました。

ﾗノ



乳．ｉｗＡ、 ｢基本計画」

（ ）第４章基本計画の位置付けと策定の視点

第１節基本計画の位置付け

1．基本計画の実現主体

この基本計画は、市民や地域のコミュニティ・ＮＰＯなどさまざまな市民組織、事業

者、そして行政がともに考え、行動して、実現することをめざすもので、計画の実現主

体は、「枚方市に住み・li1iUき・学ぶすべての人々（私たち)」です。私たちは、水１１丁にか

かわるすべての人と|』U係,磯ＩＲＩとの協働によ()、iiI111liの実｣〕,lを|更lります｡

[総合計画を実現する主体］

･働き.学ぶすべて

、
】

ｌ（地域コミュニティ、

牙Ｚ



｢基本計画」

２．枚方市がめざすまちの姿

私たちのまち・枚ﾉjの持続的な発展とTl丁民生１１１の|(リヒを実現するためには、先人が培

ってきた地域の歴史や文化を愛し、お互いをｊＩｌｆ正し、支え合う社会を育むとともに、自

然環境の恵みを次世代へ受け継ぐことが求められています。また、常に新たな価値の創

造に努め、生きH君とした輝きを発し続けることが必要です。

人と人、人とＩと1然、人とまちの豊かな関わり合いのなかで、そうした営みを積み重ね、

心ときめく魅力あるまちをつくることは、私たちのめざすまちの将来の像であり、また、

私たちの日々の行nlll棉針でもあります。

そこで基本構想では、私たちがめざす「まちの姿」を「出会い・学びあい。支えあい、

生きる喜びを創るまち、枚方」と定めています。

人「

屯：
｣会い.

Aびあい・

Zえあい、

びを

(し＞創るまち

枚方

￣
、

－－

自
然

ま
ち

ノ
’

－－

〕］



▲ ｢基本計画’

３．まちづくりの基本目標と取り組みの基本方向

基本計画は、基本W'；魁で定めた以下の「まちづくりの基本目標」と「取り細みの基本

方lfU」に基づいて、施策を体系化します。

(まちづくりの基本目標と取り組みの基本方向】

、
P

人と自然が共生する

環境保全のまち

「 、
○資源を循環させ環境を大切にするまちをつくる

○健康に生活できる安全な環境をつくる

○自然と仲よく暮らすまちをつくる
ノ

〆 、

、口

魅力にあふれ、

生き生きとした

まち

○魅力と活気にあふれる

まちをつくる

○集客交流がひろがるま

ちをつくる

○時代の変化に対応した

産業を興す

健康で心豊かな

自立と共生の

まち

○人が心豊かに共に生き

るまちをつくる

○人が健やかに自立して

暮らせるまちをつくる

ふれあい、学びあ

い、感動できる

まち

○自他を生かす力を持つ

子どもたちを育む

○学び続けるよろこびの

あるまちをつくる

○出会いをひろげ、心慰

かす文化の育つまちを

つくる

やすらぎのなか、

世代をつないで

住み続けるまち

○快適でやすらぎのある

まちをつくる

○「農」を守り、活かす

まちをつくる

○人にやさしく安全な交

通体系をつくる

』

■』

シ
匂

夕』且、Ｌ－ 、Ｌ
｣

、

みんなでつくる分権・市民参加のまち

○市民・事業者と行政の協働を推進する

○分権時代に対応した地方自治の拡充を図ろ

○男女の共同参画を進める

＆ ノ
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｢基本計画」

第２節基本計画策定の視点

基本計画では、次の４つの視点を重視しました｡

１．市民・事業者・行政による協働

地方分権一括法の制定により、多くのまちづく()にかかわる問題が私たちの｢]己決定

に委ねられることにな1)ました。この場合の自己決定の主体は、同から権限を委譲され

た地方の行政ではなく私たち'1身であり、従来のような、まちづくりのすべてを行政が

}11うといった意識から脱却し、市民・事業肴・行政の三粁がそれぞれの役割と責任を担

いつつ、協働してまちづくりを進めていかなければなりません。

２．達成状況を明確にするための指標設定

市民・事業者・行政の協lijiljによるまちづくりを効果的に進めていくためには、それが

「何のために行われるのか」という実現すべき目標を設定し、その効果を測る基準を明

確にすることが必要です。

また、可能な限り量的に評価可能で、具体的なわかりやすい指標を設定することによ

り、市民・事業者のまちづくりへの主体的な参加を促し、それぞれの主体的な取り組み

を一層効果的なものにすると期待されます。

そこで、本基本計画においては、まちづくりにかかわる政策・施策についての砿点的

な指標とその考え方を例示します。指標の整,術、現況・達成度の調査、具体的な１－|標数

IiI1【の設定、政策評価・施策評Iilli手法の確立等については、市民参加による検討組織等を

設置し、速やかに具体化を|測ることが必要です。

３．行政評価システムとの連携

従来の行政述営には、施策の計画や実施のプロセスがあっても、施策の効果や政策日

的の達成度合を評価するプロセスが制度として明確に確立できていませんでした。

しかし、従来のような右府上がりの税収等を期待できない今|F1の社会経済状況を踏ま

えれば、今後、評I111iのプロセスを行政運営の管理サイクルに組み込むことなく公共サー

ビスを実施していくことは1M《し〈、行政評(Iliシステムを櫛築することが不ⅡJ欠となって

います。

そこで、基本計ｌＨ１ｉの実効性を高め、健全な財政状況を維持しながら効果的な施策腿開

を行うために、基本計両の進行管理において行政評価システムとの連携を図る必要があ

ります。
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｢基本計画’

４．施策の総合的・一体的な推進

私たちがめざすまちの姿である「出会い・学びあい。支えあい、生きる喜びを創るま

ち、枚方」を実現するためには、６つの基本目標に基づく関連施策間の連携に留意して

総合的、一体的な取り組みを進め、より効果的なまちづくりを追求することが重要です。

lil時に、施策腿lMjにおいて必要な中核的機能整備と、よりきめ細かく施策効果を発|:lliさ

せる機能塾Iilliの整合性を確保することが璽要となります。
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第１章人と自然が共生する環境保全のまち

凸
■

可Ｐ

分

’ ’第２編部門別計画
｡■

！ 第１章人と自然が共生する環境保全のまち

基本目標 基本方宿 関連計画

人と自然が共生する

環境保全のまち

資源を循環させ環境を大切

にするまちをつくる

健康に生活できる安全な環

境をつくる

自然と仲よく暮らすまちを

つくる

･枚方市都市計画マスターブ

ラン

・枚方市環境基本計画

・枚方市緑の基本計画

・枚方市都市景観基本計画

・資源循環型社会構築のため

の枚方市一般廃棄物及び

滴TFllL理基本計画

､下水道整備５箇年計画

第１節資源を循環きせ環境を大切にするまちをつくる

《基本方向》

.｢１丁氏・事業者・行政のそれぞれが、資源の大切さを認識し、ごみの発生抑制や再使111.

1U:化利''１（リデュース・リユース・リサイクル）に積極的にllX1O組み、｜肋ﾉ｣して、エネル

ギーをｲ丁効に活111できる資源を循環きせ環境を大切にするまちをつくります。

《施策の体系》

基本方向 施策目標

琶鱗…[iI蕪二蓋:鬘■■
環境保全のための体制を確立する

５７



第１章人と自然が共生する環境保全のまち

1．資源を循環させてごみを減らす

（合、求められていること）

人|,上生産・大越消費を韮iiIMとする経済活動や/l=活様式が定着した1M在、廃棄物は大'１ｔ

に発生しますが、一方で廃莱物の処理は益々困難になっています。

ｌｉＩ時に、快適性や利便性を追求する生活様式は、地球規棋で進行する環境汚染と密接

に関連しています。

このような問題を解決するためには、従来のように排出された廃棄物の処理を行うだ

けでなく、廃棄物の発生をできる限り抑制するとともに、廃棄物を資源として循環させ

るⅡ:会システムの構築に収1)粥Ⅱむことが求められています。

（取り組みの方向）

ごみの発生抑制を徹底するとともに、ＩＩｉ使用・再生利川など多様な資源循環の'liiiiを広

げます。

(1)ごみの発生抑制（リデュース）、資源の再使用・再生利月)（リユース・リサイクル）

を進める

(2)焼却ごみの半減化をめざす

２．エネルギーを有効活用する

（合、求められていること）

経済活動や市民活動のあらゆる局面がエネルギーにI判係しており、供給から消独の段

階で各種の環境負荷が発生しています。特に温室効果ガスの大部分は日常生活やｻﾄﾞ業活

動のエネルギー使用に伴い１１Ｍ)されます。

この温室効果ガスの排}ⅡIIllIlillのため､|之成１０ｲ'二（1998ｲ|:）｜()月に「地球温暖化対錐の１１ド

進に関する法律（地球温暖化対縦推進法)」が施行され、IIil腿、事業群、国、地ﾉj公共

'１１体などすべての者の｢Ｉｊ２的、積極的なJIYI)組みが求められています。また、「エネル

ギーの使用の合〕Hl1化に関する法律（省エネ法)」が平成１１年（1999年）４月から改|［施

行され、工場、建築物、Illil々の機器での省エネの強化や、エネルギーを使用するすべて

の者に対する合理的な使用が求められています、

環境負荷を低減し、持続的発展可能な社会を形成するためには、環境負荷の少ないエ

ネルギー供給Mil造の形成やエネルギー梢il1iの効率を|イリヒさせる取り組みが必要です。

（取り組みの方向）

持続的発展が可能な社会をめざし、エネルギーのｲ『効利111やクリーンエネルギーの導

入を進めます。

(1)エネルギーの節約、効率的利用を進める

(2)クリーンエネルギーの導入を推進する

ｺﾞﾊﾞ



第１章人と自然が共生する環境保全のまち

３．環境保全のための体制を確立する

（合、求められていること）

今11の環境ＭＩ１題は、地球ilTIU腔化やオゾン層の破壊など地球規模の問題からごみ'''１題や

自動llfによる大気汚染などの身近な地域の問題にまで広がり、それぞれの問題では襖激

の1；〔lk1が幅艤し、さらに、力１１１１帝と被害群が地球規悦で俊雑に絡み合い、解決をliIilｲ〈｜

雌にしています。

iij民・事業者・行政が各々に取り組むことでは限界があＩ)、それぞれの協働のもと総

合的な視点で取り組んでいく必要があ{)ます「

また、さまざまな取り組みを進めるうえで、環境IlUIluと''1分たちの生活の関わりにつ

いて知ることが大切で、そのため環境学:ｉＷ・教育を進めていく必要があります。

さらに、地球環境の,保全に貢献する新たな環境関連)雌染の育成も求められています。

（取り組みの方向）

「Ij氏・事業者・行政のそれぞれの責任と役割を明確にしながら、環境パートナーシッ

プの推進や環境団体との巡挑、環境教育の充実等を進めるなど、環境保全のための体制

をWI鉱します。
Ｑ：U

特に行政は、ＩＳＯ1400］（酬境マネージメントシステム）に収Ｉ)ｲ|[むなど、すべての

活動に長期的かつ総合的なｉＭ点で環境視点を取り入れ、かつ、率先的に環境に配Ni(した

行助を行います。

また、地球環境の保全に戊献する新たな環境関連潅堆を1fjf成します。

(1)すべての行政活動に環境視点を反映させる

(2)環境保全のための意識を尚め、行動を強める

(3)新たな環境関連産業を育成する

5９
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第１章人と自然が共生する環境保全のまち

第２節健康に生活できる安全な環境をつくる

《基本方向》

人気や水、土壌や地樅の保全をlxlるとともに、ｉｉｉけさのｍｉ係、有害化学物質対策の'''５進

に努め、すべての人々が健胤(で宏全な生活を営むことができる良好な環境を確保し、将来

の世代に引き継ぐことのできるまちをつくります。

《施策の体系》

基本方向

|鬘麗言≦

施策目標

:震んだ大気や祷ら…朧'…

{土…全…け…'驫索

1．澄んだ大気や清らかな水を確保する

（合、求められていること）

４足TI丁でも、工場・リド業所等に対する各種公害iMJ制に１１１()組み、産業公害についてはｲ堂

般的に改善されてきましたが、自動車の排気ガスによる大気汚染や交通騒音、ノヒ活排水

による河川水質汚濁などの都ilj・生活型公害はいまだに存在しています。きれいな空気

や安心して飲むことのできるおいしい水を確保することは、私たちが安全で快適な化活

を徴むうえで非常に砿要です。

また、近年、ごみの焼却処lIl1に''２うダイオキシン類等ｲ｢鱒化学物質の発/１２がin要なｌｌｌＩ

題となっておI，、環境負111j:の少ないごみ焼却施設が求められています。

（取り組みの方向）

市民が健康で安全で快適な生活が営めるように、大気や水質の環境改善やごみ焼却処

理の環境負荷を軽減する取り組みを進めるなど、澄んだ空気や清らかな水を確保します。

(1)大気汚染や有害化学物質等による汚染の未然防11ｔ

(2)環境負荷の少ないごみ処Ｊ１1システムを整備する

(3)inI111等の水質を改紳する

しI）安全でおいしい水を供給する

6，



第１菫人と自然が共生する環境保全のまち

２．土壌の安全性や、静けさを確保する

（合、求められていること）

土壌は、人をはじめﾉ川勿′|ﾐｲｱの基盤として、また、物質の術環やﾉ【k態系の維持などの

重要な役割を'11っています．農産物等の生産;機能、水質浄化・地ﾄｰ水形成機能、多様な

生態系の維持機能等､人の'l2iiWに密接に関係する上壌を保全することが求められています。

市街地の上壌汚染については、局所的な汚染が多く、顕在化することが少なかったの

ですが、近ｲ1：、上地)）｢ｲ｢杵による調査などによっでﾄﾘ明する燕例があ1)、，凋在や対策が

必要です。

地盤沈下については、沈静化傾向にあ1)ますが、Ｍ１市化の進展によ})地「水かん養機

能が低下しています地盤枕「はいったん禿/|ｉするとその１１１１復が1》Milliであるため、現状

の地盤環境の維持に努める必要があります‐

また、騒背は１１常生活に関係の深い公害問題であり苦情も多く、また、その発生源は

多種多様ですが、Ｉ:場、上水建築作業や近隣騒音の,1丁める割合がﾉ<きくなっています「

振動についても駁ffに比べてｉｌｆ情の件数は少ないものの、日常生活に関係の深い問題で

あり、的碓な対応が求められています。

（取り組みの方向）

上壌汚染の/k然|l"１kと''１|彼をlxlり、また、地囎沈ﾄｰを防I上するための｣|Iりﾙ|lみに努め

ます。騒音・振動の実態に的確に対応し、生活環境の保全を図るための収1)組みを進め

ます゜

'1’土壌や地盤を保全する

'2］騒音や振動を防止する

６ノ
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第１章人と自然が共生する環境保全のまち

第３節自然と仲よく暮らすまちをつくる

《基本方向》

豊かな生態系を育むii1I111、１１｣し山など、現在残っている、然を保全するだけでなく、それ

をつないだ動植物の生息空間の創出を行い、人と「1然がふれあって暮らせるまちをつく'〕

ます。

《施策の体系》

基本方向

|:鑿'……
施策目標

:……
:…熱をつ宅

1.自然を保全する

（合、求められていること）

本市は生駒111地と淀川の間に位置し、大部Tl丁近郊でありながら山ｌｌｌＩ地から低地まで、

多様な自然を有しています。近年、本市においても忽激な開発により自然が減少してい

る状況にありますが、私たちには先人から受け継いだ|`1然を、よ(〕良好な状態に保ち、

次世代に引き継ぐ責務があります。

また、これらの、然は、快適で魅力ある部Iljづくりのための重要な要素であり、その

積極的な保全を進めていく必要があります。

（取り組みの方向）

豊かな生態系を育むiiiJ1ll、皇山など、現在、残っている、然を保全し、次世代に引き

継ぎます。

(1)里山など残された、然を保全する

(2)豊かな水辺棗間をつくる
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第１章人と自然が共生する環境保全のまち

2．身近な自然をつくる

（合、求められていること）

身近な、然は、私たちが快適な生活を送るうえで敢要な要素であり、それらは「オー

プン空間（安心空間・防災空間）」「景観要素」「生物のﾉli息空間」「地域らしさの波ＩｌＩ（風

蛾)」「環境保全」「学習・レクリエーション」といった多様な機能をもち、私たちのノヒ

iiIiにやすらぎと潤いを与えてくれます。

そのため、iIj民が気軽に｢|然とふれあい、親しめる場を創出していく必要があります｡

（取り組みの方向）

身近な自然を創出するとともに、それらをつないだ動柿物の生息空|(Uの創出を行い、人

と自然がふれあって暮らせるまちをめざします。

(1)緑地や公|*|など身近に籾しめる自然をつく息

|]然空間のネットワーク化を１列る(２１
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第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

Ｉ（ 第２章やすらぎのなか､世代をつないで住み続けるまち

基本方向 関連計画基本目標

ｌ
ｉ
ｌ
－
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

|豊鰯：
快適でやすらぎのあるまち

をつくる

「農」を守り、活かすまち

をつくる

人にやさしく安全な交通体

系をつくる

,枚方市都市計画マスターブ

ラン

･枚方市住宅計画

･枚方市総合都市交通体系

･枚方市地域防災計画

･下水道整備５箇年計画

･枚方市緑の基本計画

･枚方市都市景観基本計画

･枚方市農業振興基本方針

･枚ｂ巾環境基本計画

第１節’快適でやすらぎのあるまちをつくる

《基本方向》

災害に強く、ゆと(）のある住環境の形成を図るとともに、誰もが安心して龍活できる

人にやさしい快適でやすらぎのあるまちをつくります。

《施策の体系》

基本方向

|鰹:重…
施策目標

快適な居住環境をつくる

美しいまち並みをつくる

刊
瑠

まちの安全を確保する

都市の施設を安心で快適なものにす否

nＪ



第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

１．１快適な居住環境をつくる

（今、求められていること）

市民は、環境や）鯛,!、安全など、身近な居住｣MU苑が;悠備されたまちに魅ﾉﾉを感じてい

ます。今後、人１１が減少していくなか、都市間競争の激化も予想され、快適な居住環境

を整備し、都１１丁の魅力を高めることがまちづく1)を琴えるうえで大変重要とな{)ます゜

一方、本市は、過去、急激な人[l増加に伴う行政M了要への対処に追われた結果、道路

や下水道などの都11丁基盤整備にかかる課題が菰み残されています。

また、宅地|}'１発のIiblrUからみても、大規模で良好な'１丁街地開発が減少し、小規模分散

)(1開発が増川|してお|)、＃『たな無秩序な宅地|船１発が懸念されます。

このような課題に対応し、「h民が定住したいと感じる快適な居住環境を整備すること

が重要です。

（取り組みの方向）

良質でゆと1)ある住宅地を形成し、道路、下水道などの生活を支える都市潅盤を整Ｉｉｌｉ

し、快適な居住環境をつくります．

(]）ゆとりある11;宅地を維持・形成する

(2］良質な住宅をIilli保し、ルト住水ｆＩにの向上をIxlる

[３１快適な生inを支える都ＩＩＪ雄糀を終I11Iiする

２．美しいまち並みをつくる

（会、求められていること）

市民は、まちづく1)において住環境のゆとりや落ちｲ'ifき、自然の１１１(かさを求めるよう

になっています。そうしたニーズに応えるためには、蛾観lUijに配慮したまちづくり、個

性と魅力あるまち並みをつくることが重要です

また、美しいまち並みをつくるには、市民・事業者が不法な広告物の掲出をなくし、

ごみの不法投棄やポイ捨てをしないといった行動が求められます。

（取り組みの方向）

住環境のゆと})や落ち着きを感じることのできる、個性と魅力あるまち並みを形成す

るとともに、IljLGモラルを向上させてポイ捨てごみなどのない美しいまちiliiみをつくり

ます。

（１）良好なまち､1tみを保全・形成する

'2）ポイ捨てごみなどのない、きれいなまちにする

ri5
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第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

３．まちの安全を確保する

（今、求められていること）

安全で安心な/'２活を営めるまちをつくることは、まちづくりにとって非常に重要な課

題です。

」山震・風水害・火災等の災蒋による被害を最小限に抑えるため、建物の安全性のIilli係

や災害の未然防112策を講じるなど、災害に強いまちづくりが求められています。

また、最近、さまざまな局面で社会不安が増す傾向にあり、地域の防犯力・防災力を

商め、不安を解消することが快適でやすらぎのあるまちづくりにつながります。

また、大規模災害に備えてii1111の改修や救援・救護体iIillを構築することや、あるいは

病原性大腸菌0157のような感染症に備えるなどの危機管J1Kが重要です。

（取り組みの方向）

’|j民が安全で安心な生活を悩める防犯性・防災性の高いまちづく1)を進めるとともに、

災害時に被害を鮫小限にするシステムや体制づくりを進め、まちの安全を確保します。

(1)建築物の安全性を確保する

(2)火災・危険物事故等の被111:を防ぐ

(3)大規模災嘗や感染症などへの備えを強める

(4)犯罪を防止する

４．都市の施設を安心で快適なものにする

（合、求められていること）

人阪府では「人阪府福祉のまちづくり条例」に基づき、不特定かつ多数の人が利)|Ｉす

る建築物、道路、公園、１$|さL|〔｣i脇などの施設を対象として、すべての人が安全利用できる

ように整備が進められています。

本市においても、高齢者も若者も、障害のある人もない人も、すべての人が安全で快

適に過ごせるように、まちのバリアフリー化を推進するとともに、その発展として、す

べての人にとって安全で快適なまちとするユニバーサル・デザインによるまちづくりを

進める必要があります。

また、高齢社会が進行することに伴い、亡くなられる力も増加するため、心やすらか

に人を弔うことができるための基盤である火葬場を整IIlliすることが望まれています。

6［



第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

（取り組みの方向）

障害のある人もない人も、市民社会の一員として、あらゆる社会生活に参加し、生き

生きとＷｉ動できるノーマライゼーション社会の炎｣〕,lをめざして、まちのバリアフリー化

を推進するとともに、その発展として、すべての人にとって安全で快適なまちとするユ

ニバーサルデザインによるまちづくりをめざします

また、心やすらかに人を弔うことができる基盤である周辺環境と調和した火葬場を整

傭します。

(1)ユニバーサルデザインを推進する

(2)心やすらかに人をjljう基盤を繋備す愚

'J01P8缶0.,0
-Ｔｂ⑰－

■

、Ｉ

鋤．』ず■

ｒ８ｉ

型、
P

MfJL薑蘂
■痕【

～Ｐ
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第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

第２節「農」を守り、活かすまちをつくる

《基本方向》

安心で安/f、ＷＭﾄﾞなlLiliIi物の供給源として、また都'|j環境の観点から、lHLjlLを保全する

とともに、TljLCと「腱」の交流の推進によ1)、「農」を`､j:()、活かすまちをつくります。

《施策の体系》

基本方向

|鱈iL穿り…
標目策施
す
る
が

｛
ｌ
Ｕ
二
℃

一
往
一
七

Ｊ
ｊ

農
雪
屋

ｒ
ｒ

ｎ
判
１
１
計
！

１。「農」を守る

（合、求められていること）

／|X｢1丁にはいまだ多くの鵬地が存在していますが、「|ｊ街化の進腿に'1くい、）IIL難の従小者

や耕作Ⅱiii積、ハミ》鮒(は》,１１(少し続けています。

都市における腿地は、Ｗ｢鮮な農産物の供給源としての機能にとどまらず、貯水・保水

などの国土保全、地下水のかん養、自然環境の維持（水質浄化大気浄化、生物の保護、

景観の維持)、ltlj災等の多様な機能を有しており、その保全と活用が求められています。

また、農業の従ﾘﾄ者が減少していくなかで、「農」を守るための新たな担い手を確保

することが砿奨です。

（取り組みの方向）

農地が持つ多様な機能を活かす「農」を振興するため、都市の愛承な、然空Ｉ１ｌ１である

農地の保全を図1)、新たな担い手を確保します。

(1)貴重な自然空間である農地の保全を図る

(2)「農」の}{1い手を確保する

２.「農」を活かす

（合、求められていること）

「Ijlﾉlにﾌｲﾄﾞｲ]：する膿｣Uは、１１J民に新鮮で安全な｣LJt農業ﾉﾋ産物を供給することができま

す。このことが、ilj民のふるさと意識の醸成にもつながります。

また、農地は、ＴＩｊ比が上や生き物とふれあえる賀重な空間です。’どもから大人まで

広い世代が「農」を体験することにより、「農」や環境について学翻し、また、心身の

健康づくり効采も期待できるため、身近な「農」を活用した取り組みが求められていま

す。

６８



第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

（取り組みの方向）

農業生産物の地域|ﾉWiIiYYを進めるとともに、iljLCと「農」の交流を推進し、まちづく

りに活かします、

(1)安全な地元農業化産物の地域内消費を進めを

(2)市民と「農」のふれあいを促進する

￣

皇占詮
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第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

第３節人にやさしく安全な交通体系をつくる

《基本方向》

都市活動の基盤としての道路整備を促進するとともに、福祉的側面や環境1ｍにも配慮し

た、人にやさしく安全な交通体系をつく１)ます゜

《施策の体系》

基本方向

|蝋鼠…
施策目標

交通の流れを円滑にする

籍
’
’
１
１
｜
「

安心して歩けるまちをつくる

壼璋を大切にした交通体系をつくる

1．交通の流れを円滑にする

（合、求められていること）

本市では、市内幹線道路が慢性的に混雑しています。そこで、交通渋滞を解消するた

め、円滑な道路ネットワークの形成や交通需要のマネジメント、市域内移動の円滑化が

求められています。

（取り組みの方向）

交通渋滞を解消し、’'１滑な道路ネットワークが形成されるように市1ﾉﾘの道路網の繋備

を進めます。
０８．

また、交通混雑や交jm渋滞解消に向けて、交j､冊要マネジメントを進めます。

(】）市内の道路網を瀧Iilliする

(2)交通需要マネジメントにより交通渋滞を減らす

２．安心して歩けるまちをつくる

（合、求められていること）

都市は人が生活する場であるという視点の箙妥性を再度確認し、障審者や,１，H齢者をは

じめすべての人が安全で快適に歩き、移動できる交jlm環境を整備する必妥があります。

特に、今後、高齢化が急速に進行するなかで、取り組みの強化が求められています。

（取り組みの方向）

すべての人が安全で快適に歩き、移動できる交通環境の整`傭を進めます。

(1)交通事故を減らす

(2)すべての人に安全で快適な歩行空''１１を確保する

7Ｃ



第２章やすらぎのなか、世代をつないで住み続けるまち

3．環境を大切にした交通体系をつくる

（合、求められていること）

本市の公共交通は、京阪電鉄本線、京阪電鉄交ﾘj級、ＪＲ片町線（`\ＥＩＵ|::lillIlj線）及び、

京阪バス・京阪了:治交通がその役割を担っています。

今後、高齢社会の進行、またエネルギーのｲ丁効活1Mや環境･保全の観点からも、マイカ

ーに頼らずにTl丁内を移動できる公共交通等の果たす役割が一層重要となります。

しかし、一方で交通渋滞によるバスの定時性'111鱒やバス運行空白地域の存在などの問

題も抱えています。今後、これらの解iiliと、Ilj1Gﾉ|{i1Tiの質をlhI上させるため公共交〕､の
！;，

１１;１１便性。快適|'|;をlil1上させるとともに、コミュニティバスシステムやLRT（次世代路

１m電車）など、便利で環境と人を大切にした新たな時代の交通体系を樅懇する必要があ

ります。

なお、環境に負荷をかけないという視点から、IIilhを徒歩やE1転ｔＩｉにより容易に移動

できる施策も必奨です。

（取り組みの方向）

バスや鉄道等の公」し交通の効率性、利便性、快適'''1を高め、魅ﾉjある公共交通を整備

するとともに、rlil戯'|〔の利)'1をI),L逃するなど、マイカーから他の父j山下段への転換を進

めます。また、コミュニティバスシステムやLRT（次Ｉ化代路面電〕|〔)、スペシャルトラ

ンスポート（商齢者・障害者のための地域循環バスや小型バスによる予約型サービス）

など、便利で環境と人を大切にした新たな時代の交通体系を市民．､ｻｷﾞ業昔とともに構想

します。

(]）マイカーから公共交通への転換を進める

(2)自転711【のF|｣111を１１|[L逃すろ

(3)新たな時代の交辿体系を構想する

ｱノ



1Km爪繍 第３章魅力にあふれ、牛表柴きとしたまちをつくる

、
型

； 、生き生きとしたまち第３章魅力にあふれ

関連計画基本方向基本目標

Ｉ
Ｉ
－
Ｉ
Ｉ

|灌劉た誌
魅力と活気にあふれるまち

をつくる

集客交流がひろがるまちを

つくる

時代の変化に対応した産業

を興す

･枚方市歴史街道計画整備プ

ラン

･枚方市地域情報化計画

･枚方市テレトピア計画

･枚方市産業振興ビジョン

･枚方市都市景観基本計画

･枚方市環境基本計画

･枚方市都市計画マスターブ

ラン

第１節魅力と活気にあふれるまちをつくる

《基本方向》

市内の｢|然環境・交通環境等の特性を活用し、４瓦市の１１Ｗし､市街地である枚方市駅周辺地

域や東部地域が枚方の「顔」となるような特色あるまちづくりを進めるとともに、広域幹

線道路等祁lIjllI]の交通ネットワークを整備します。また、市内にある大学の機能や学生の

活力を生かした学園都市をめざすなど、魅力とIiTi気にあふれるまちづくりを進めます。

《施策の体系》

基本方向

|霧層蕊…

施策目標

人が集い魅力あふれる中心市街地

を形成する

Ｊ
１
ｌ
ｌ
ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
、

新しい東部のまちを形成する

都市間の交通ネットワークを整備する

活力ある学園都市をつくる

7２



第３章魅力にあふれ、生き生きとしたまちをつくる

１．人が集い、魅力あふれる中心市街地を形成する

（合、求められていること）

魅力にあふれ、生きﾉ１２きとしたまちであるためには、「|然環境、交通環境、１片代環境

など安全で快適な生活を送るうえでの根幹となるもののほかに、まちに魅力や柄気が必

典です。

特に都市の拠点、「顔」である中心市街地を活性化するためには、個性的な食・遊機

能を伴った商業空間や文化機能等の複合的機能を備え、数多くの人々が集う、魅〃あふ

れるまちづくりが重要となってきます「

（取り組みの方向）

IillI1jの拠点、「顔」である枚〃'１７駅周辺地域において、広域的な都市拠点であり、か

つ災群交流拠点としての機能をｲjする''１心i1丁街地をつくります。

（１）広域的な都市機能を持つ'''心[|丁街地をつくる

12）魅〃ある集客交流拠点を終術する

２．新しい東部のまちを形成する

（合、求められていること）

１脚llli文化学術研究都｢１７の文化学術研究地|Ｘとして位liftづけられた氷室・津田地Iえでは、

先端l1Oな研究・教育施設をはじめとする文化学術研究施般、研究開発Ji1産業施設聯の1階

術や住宅施設の計両が進められています。

この氷室・津１１｣地区をＩ''心とした東部地域では、人びとが住み・創造し・憩える2111t

紀の新しいまちとして、また、ｎ然が豊爾に残っているという地域特性を生かした緑あ

ふれるまちとして、枚方の新たな「顔」となる特色のあるまちづく1)が求められていま

す。

（取り組みの方向）

東部地域において、枚方のjW『たな「顔」となり、、然環境と調和したアメニテイ魁か

で、研究環境が整ったまちづくりを進めますｃ

(1)学術研究機関の集積を進める

(2)jNL111を保全し、緑あふれるまちづくりを進める

(3)「1然環境を活Iflした交流拠点を整備する

7Ｊ



第３章魅力にあふれ、倖宍隼きとしたまちをつくる

３．都市間の交通ネットワークを整備する

（会、求められていること）

第二名:ｉｌｌｌ｢1動'|(道や第二京阪迫１１Miといった|'(|土胖線道路や広域幹線道路は、都lljliIIを

つなぐ交辿ネットワークとして都】|j間交流を'|i'１発にし、市に新たな活ﾉjを生み'１}すとと

もに、市民生活圏の拡大につながるものであ1)、沿道環境対策を行いながら整備を促進

することが求められています。

（取り組みの方向）

第二端ｲ''１日勤'|[道や第二京阪道路といった広域1胖線道路等の盤ＩｌｌＩｉを促進し、都lrljlM1の

交通ネットワークの構築を進めます。

（１）広域幹線道路網の整備を促進する

(2)広域幹線道路を活用した都IIJ間バス路線を光実する

４．活力ある学園都市をつくる

（合、求められていること）

現在、本市にはそれぞれ特徴のある６大学が立地しています。これらの大学の存在は、

枚方の||,11'''1であると|『il時に、「地域の文化環境のｌｉ１Ｉ上｣、「若者．大学側係薪による人｢｜

増力Ⅱ｣、「生涯学1W体ＩｌｉＩの盤Iilli」等の効果がilAi〈、これら入学の持つ地域効果や学生の活

力を生かしたまちづくりの展開が求められています。

特に、学園都市として産．学と行政の連携によって地域活力を生み出すことや、入学

の若者の活力を地域のまちづくりに生かすことが求められています。

（取り組みの方向）

市内にある大学の機能を生かした産・学と行政の連携によるまちづくりや、若者の活

力を生かした活気あふれるまちづくりを展開します。

(1)藤・学と行政の連携を強め、地域の活力をつくる

(2)將粁のｉｉＭをまちづくりに生かす

幻



第３章魅力にあふれ、牛害隼きとしたまちをつくる

第２節集客交流がひろがるまちをつくる

《基本方向》

歴史、文化、「|然、アメニテイ・商業施設などあらゆる観光資源を活Il1した個性あるま

ちづくりを行い、枚方らしさやふるさと意識の醸成をliqるとともに、イベントの開催や情

報の発信を通じて１１J民同-t｢、lIj民と来街荷との交流促進をめざします。

《施策の体系》

基本方向

|學雲……
施策目標

人と情報の交流を促進する

文化観光資源を整信し、まちづくりに

生かす

ｕ
ｌｌｌ
地域の個性や独自性を磨く

１．人と'情報の交流を促進する

（合、求められていること）

本市は、IK1内では｣上海道別海|ＩＩＪ・高知県''１村't｢・番ⅡⅡAL塩江町・↑''１組県名護市の,|都

ilJ、海外では''１華人民共和Ｉ'【1の上海市長寧区・オーストラリアのローガン市の２部iljと

の間で友好部Ilj提携を結び、文化やスポーツ、青少年のｲ:１１互交流を実施しています。

今後、本11JのIlj比文化をはじめとしたさまざまなI11j報発信機能を強化し、友好都ｌｌｊの

みならず周辺IllIljを含めた｣山城内外の交流を促進することが求められています。

（取り組みの方向）

Ｔｌ丁民が主人公の交流を深めるとともに、イベントのl)ＩＩＩｌｉｉや情報の苑'１１による地域内外

の交流促進をめざします。

(1)地域内外の交流を促進する

'2）情報発信機能を強化する
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第３章魅力にあふれ、生き生きとしたまちをつくる,MutATAdi、

２．文化観光資源を整備し、まちづくりに生かす

（今、求められていること）

本｢h｢では、歴史テーマとして「くらわんか舟と枚方宿のまち」を設定し、これに基づ

く地域づくり・まちづくりの瓜|Ｍとして、歴史街道モデルリド業やIljlﾉﾘ歴史文化資源を活

用した観光ルートの整備等による歴史を活用したまちづく１，の取り組みが行われていま

す。

また、現ｲI:、｜展|において市内l1lj部を流れる淀Ⅱ|を利用した水上交jmの基盤づくりが進

められていることから、これらの施設を観光面で積極的に活用していく必129があります。

…方、本Tl丁には河内そうめんやil1li造業といった伝統産業がありますが、近年、その操

業環境は悪化しており、これら伝統産業を後世に伝えることが求められています。

（取り組みの方向）

歴史街道モデル事業等の取り組みを進めるなど、歴史文化資源ｗ伝統産業等を生かし

たまちづくりを進めます。

(1)歴史資源などを活用し、集客機能を高める

(2),伝統産業の育成・活用を進める

３．地域の個性や独自性を磨く

（合、求められていること）

本'ljには、数多くの臓史文化資源がIljlﾉﾘに残っています。また、近世以前のものだけ

ではなく、香里団地など独自の'１J民文化の基礎となった現代のものにも、歴史文化資源

と捉えるべき数多くのものがあります。それらは、それぞれの地域に住む人々に、ｎら

の地域に対する誇りや愛着をもたらし、地域への誇りや愛着は、全'lj的なまちづくりへ

の参加やまちの活気につながるものです。しかし、都市化・近代化が進むなかで、消え

ていくものが増えているのが現状です。

そこで、市内の各地域において、それぞれの歴史文化資源や特性を大切にした個性あ

る地域づくりを進めるとともに、ふるさと意識を醸成し、まちと人のつながりだけでな

く、人と人のつながりを豊かなものにする必要があります。

（取り組みの方向）

地域の歴史や個性・独自性を生かしたまちづくりを進めるとともに､｢ふるさと意識一

の醸成を回ります。

(1)歴史を大切にしたまち並みの整備などIilil性ある地域づく1)を進める

(2)ふるさと意識の醸成を図る
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第３章篭力にあふれ、生き年表としたまちをつくる

第３節時代の変化に対応した産業を興す

《基本方向》

既存産業の,ｲｶﾞ度化・サービス化を含めて新時代の産業形成を|到るとともに、企業とそこ

にＩｍ１ｌ〈人々が/|きき生きとし、地域との連携を深めながら発展していくまちづくりをめざし

ます。

《施策の体系》

基本方向

|塾:……
施策目標

産業の高度化を図る

ｌ
－
Ｉ
ｌ
－
ｉ
ｉ
－
ｌ

地域に根ざした産業を育成する

労働環璋等の改善を進める

１．産業の高度化を図る

（合、求められていること）

雁、の受けlllとなる産業は、まちの活性化に不可欠です。本Tl了においては、「:業IJ1地

が人きな役(IiIを１１１ってきましたが、バブル経済崩壊以降の経済情勢の変化や、都Ilj化の

進Illによる~1:｣ﾙﾊIil辺でのＴＩ丁街地環境への配慮など、外的条件が厳しくな')、産業構造上、

製造業が占める割合が低下してきました。

また、本iljの工業を企業規模別にみると巾小規模の事業所が多くなっています。これ

らの事業所は下請け企業としての性格を担っているものが多く、社会経済情勢の怨化に

対してすぐに人きな影響を受けやすく、経営基盤の『1立性に乏しい状ﾙdです。これらの

企業の経営健全化、経営基雛の強化が求められています。

（取り組みの方向）

既存工業については周辺環境に配慮した操業環境の維持に努めるとともに、知識集約

型．高付加価'１聞型の企業創H1に向けた産業の仕組みづくりやベンチャーの起業促進など

を進め、産業の,Ｉ１ｌｊ度化を図ります。また、産業の高度化とあわせて経`i)|ソ!§樅の強化を|叉１

１ります。

(1)高付力ⅡIilIililYJl1脆業への!|ｋｉ換を促進する

(2)ベンチャーの起業を促進する

(3)経営｣僅燃の仙化を側ろ

７７



第８章魅力にあふれ、生き生きとしたまちをつくるlllAKA,rAc耐
尋辮豊

２．地域に根ざした産業を育成する

（今、求められていること）

住民自らが地域活動に取り組み、コミュニティにある問題の解決や生活の質の向上を

図りつつ、地域雇用を拡大するコミュニティビジネスが、地域を元気にし、新たな産業

を創出するという視点で注｢'されています。柧祉、環境、地域情報化など、地域に)加&Ｉ

する事業分野における産業を活性化させることを地域の肛要な課題として位置づけるこ

とが重要です。

地域における商業環境については、零細な小売店は、景気の影響以外にも店舗として

の魅力/i<足、後継者難といった問題を抱えており、沿道】Ii1等の新規火ilI1小売店の比１１tが

商まっています。しかし、高齢化が進展するなかで、身近な地域における商業集積等の

化活基盤が必要であり、新たな取り組みが必要となっています。

また、既存工場等の操業錐盤を整備することは、地域経済の安定につながるため、そ

れらの取り組みを進めることが菰要です。

（取り組みの方向）

地域のなかに新しいコミュニティビジネスを起こし、地域の活性化を図るとともに簡

業環境や工場等の操業基盤を保全し、地域経済の安定化を図ります。

(1)コミュニティビジネスなど地域立脚型産業の創出を促進し、地域雇用を拡大する

(2)地域に根ざした商業集積・商業活動を育む

(3)工場等の操業基盤を保全する

３．労働環境等の改善を進める

（今、求められていること）

景気の低迷、社会経済情勢の悪化により、就職難や失業者の増大など勤労者を取り巻

く雇用環境は厳しい状況にあります。

また、国際的に見ても、長い労働時間が、ゆとりある藤らしや、D｣女共同参両社会の

実現を阻害する要因になっています。同時に)曜業構造のサービス化、，､i度情報化の進展

に伴い労働環境の変化が進んでいることや、労働に対する価値観の多様化に伴って個人

の｢I己実現の欲求が高まっていることから、自己啓発のための環境整備も求められてい

ます。

（取り組みの方向）

時代の変化、市民ニーズに合わせた労働環境等の改善を進めます。

(1)労螂働環境の改善を進める

(2)勤労者の福利厚生を允剴さする
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▲第４菫健康で心豊かな自立と共生のまち
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「
望第４章 健康で心豊かな自立と共生とヲ のまち

基本目標 基本方向 関連計画

|箪鰐…
｛
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蕾
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〈
ロ
ロ
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く

に
に
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廿

ｈ
Ⅲ
罰
卿
Ｖ
６
Ⅱ
制
阿
ｖ

,人権教育のための国連10年

枚方市行動計画

･ひらがた高齢者保健福祉計

両2１

,枚方市障害者基本計画

,枚方市母子保健計画

,枚方市男女共同参画計画

･枚方市環境基本計画

第１節人が心豊かに共に生きるまちをつくる

《基本方向》

１重|境を越えてさまざまな人が出会い、ふれあって理解を深め、差別や暴力がなく人権が

尊重されるまちをつくるとともに、地域コミュニティやボランティア・ＢＴＯ活動を通じ

て人と人が支え合う共生社会の実現をめざします、

《施策の体系》

基本方向

|鰯層辮に…
施策目標

国際化を推進し、平和な社会の実現に

貢献する

ｌ
ｌ
ｉ
ｊ
Ｉ
Ｊ
ｉ

差別や暴力をなくし、人権を尊重する

人と人との支え合いをひろげ否

7９
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第４章健康で心豊かな自切－共生のまち

《施策目標》

１．国際化を推進し、平和な社会の実現に貢献する

（合、求められていること）

人、モノ、カネ、情報が国境を越えて自由に、大規模に移動する|茎I際化が進展し、世

界が瞬時に影響し合う時代を迎えています。国際社会、地球社会といった概念が一般化

しつつある状況にもかかわらず、未だに人類の生存を脅かす大量の核兵器が廃絶できな

いのは、極めて憂慮すべき事態です。

本市においては、１Ｗ和57年（1982年）に大阪府|ﾉlで初めて非核平和都Tl丁宜1↑を行い、

核兵器の廃絶を求める収１，組みを進めてきましたが、リ1き続き核兵器の廃絶を希求する

とともに、異なったＨ１活や文化を互いに認め合う''5|際理解を促進するため|]てI際的な交流

機会を増やす必要があります。

また、国際的な視野を広げ、自分たちの考えを1ﾘ]雌に伝え、行動していく能力を養っ

ていけるように教育の|:ＩｉＩ際化を促進すると同時に、外国人市民が地域社会の一員として

暮らしやすいまちにする仕組みを整えることが必要です。

（取り組みの方向）

国際化を推進し、平和な社会の実現に貢献するため、核兵器の廃絶を希求するととも

に、異なった生活や文化を:爪いに認め合う国際HlUllllを促進するため、国際'''9な交流機会

を増やします。また、本市に在住する外国籍の人々が市民の一員として共存できる、墓

らしやすいまちづくりを進めることが必要です。

(1)核兵器の廃絶と平和な社会の実現に取り組む

(2)交流機会を増やし、同際理解を深める

(3)外国人市民が地域社会の一員として暮らしやすいまちをつく愚

RＣ



第４章健康で心豊かな白寸と共生のまち

２．差別や暴力をなくし、人権を尊重する

（合、求められていること）

｜:lil際連合は、真の|Ⅱ:界)ﾄﾞｲ１１と秩序のキーワードが「人椛」であると認識し、、1え成７ｲ|こ

（1995年）から平成16年（2004年）までの10年1111に、「人権教育のためのlIil連'0年行動

計iil1i」を展開しています。

我が国でも、今なお、部落差別をはじめ、障害符、在11外国人、女性等に対する極々

の偏見や差別が根強く存在しておＩ〕、最近では、児竜虐待や近親者間での暴力（ドメス

ティック．バイオレンス）といった人権侵害事象の深刻さが指摘されています。また、

今後、行政の情報公開を進めていくうえにおいては、I1i1il人情報保護の問題も'１１時に考え

ていかなければなりません。』げに、パソコン皿僑やインターネットを利１１]した人椛催害

もり,lれています。すべての人が人としての尊厳をj［んじられ、人権が尊砿される社会を

つくることが極めてin喪です。

本市では平成５年（1993年）に人権尊重都市宣言を行い、また、平成11年（1999年）

には「人権教育のための国連10年枚方市行動計iIIi」を策定し、人権啓発活動を展開して

きました。今後、一瞬の人権意識の高揚を図るとともに、子どもや女性などに対する暴

力を防止し、被害者を支えるｲﾋ組みをつくることが必､要です。

（取り組みの方向）

箙別や暴力をなくし、人椛を'１F埴する社会を築くため、人権意識の高揚をlxlろととも

に、子どもや女性などに対する暴力を防止し、被害杵を文える仕組みをつくります。

(1)人権を尊重し、出生・性別・身体状況などによる差別をしない人や仕組みをつくる

(2)子どもや女性などに対する暴力を防止し、被害昔を文える

(3)個人情報保護の取り組みを進める

３．人と人との支え合いをひろげる

（合、求められていること）

ＭＩＴＩ丁化・核家族化の進行とともに、地域社会や家庭を収り巻く環境は大きく変化し、

｢1丁民の地域社会に対する帰属意識は希薄なものとなってきました。しかし、少子．高齢

化が進む巾で、人が他者の支えを必要とすることは、今後、益々増えると思われます。

＿方、行政サービスによる扶助は、財政的な理由により拡大に限界があ')、また、人

が地域の中で生きていくためには、これからは地域コミュニティにおける相互扶助（共

助）が重要性を増すことになります。そこで、地域|当1治組織やＮＰＯ、ボランティア活

､１１を促進することが必典です。

（取り組みの方向）

人と人との支え合いをひろげるため、地域、治組織やＮＰＯ

ろ相互扶助を促進します。

(1)地域コミュニティにおける相互扶助を促進する

(2)ＮＰＯやボランティア活動による相互扶助を促進する

ボランティア活動によ

＆
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第４章健康で心豊かな自立と共生のまち

第２節人が健やかに自立して蟇らせるまちをつくる

《基本方向》

人が、良好な健康状態を保ち、自らの主体的な意｣M1に基づいて、生き生きとii1iuilし、社

会に参加できるまちを実〕〕けるため、多様な社会的支援を整備します。

《施策の体系》

基本方向

|蝋:雲:…
施策目標

生命と健康を支える

：
愚
Ｉ
ｌ
１
ｊ
ｉ

自立を麦授する

社会参加を促進する

主体性を尊重する社会サービスをつく

石

《施策目標》

1．生命と健康を支える

（今、求められていること）

私たちが生き生きとした社会生活を営んでいくためには、疾病などの予防・早期発見

・治療、健康の保持・11'1進によって、心身の他ＡＩ〔状態を良好に保つことが砿典です。

本市においては、平成６年（1994年）に健康・１Ｍ社l1ilj市宣言を行い、ＴＩ７ＬＣが安心して

健やかに暮らせるためのさまざまな施策を実施し、１１７民の健康意識の高揚と健康づくり

の推進に努めてきました。

現在、高齢化率の上昇、疾病構造の変化、医療饗総額抑制の必要性の高まりなどを背

景として、医療保険制度が大きく転換しつつあります。高度救急医療や高度専門医療体

制の整備をはじめ、かかりつけ医と地域のに|ご'核病院との連携を強化すること、及び治療

から疾病の予防、腱ⅢI〔の保持地進への転換などの取り組みを進める必要があります。

（取り組みの方向）

高度救急医療体ＩＩｉＵをはじめ、疾病の程度に応じた適切な医療が提供できるよう医療基

盤の整備を促進するとともに、市民の生涯にわたる健康を増進します。

(1)適切な医療基盤の整備を促進する

(2)高度救急医療体制の整備を促進する

(3)市民の'健康を増進する

R２



第４章健康で心豊かな自立と共生のまち

２．自立を支援する

（合、求められていること）

人は、病気や加齢などさまざまな原因によって心身の機能が低下します。しかし、そ

のような状態になっても、Ｉ直|人としての日常生活における活動ができる限り制約されな

いで生き生きとした生活を送ることができるよう、困難の程度に応じて、社会的に支え

ることが必要です。

本市では、平成８年（1996年)、障害のある人も、障害のない人もすべて同様にその

尊厳と権利が尊重されなければならないという考えに基づいて「枚方市障害者基本計

画」を策定し、ノーマライゼーションの理念に基づく社会を実現することを目指して取

り組みを進めてきました。

また、平成12年（2000年)、利用者本位のサービス体制の確立とあわせて、個人の尊

厳や選択の自由の尊重を基本理念とし、総合的かつ効率的にサービスを提供することに

より高齢者の自立を支援するため、介護保険制度が開始されました。本市では、介護保

険制度の導入を契機に総合的な高齢者保健福祉制度の確立に向けた施策を推進するため

「ひらかた高齢者保健福祉計画21」を策定しました。

今後、高齢者や障害者、その他さまざまな支援が必要な人たちに対して、活動を支え、

自立を支援することが求められています。

（取り組みの方向）

高齢者や障害のある人、その他支援が必妥な人たちの活動を支え、自立を支援します。

(1)高齢者の自在を支援する

(2)障害のある人の自立を支援する

(3)支援が必要な人たちの生活を支える

３．社会参加を促進する

（今、求められていること）

高齢化が進行するなか、社会の活力を維持し続けるためには、生涯を通して人が持て

る能力を発揮して、生きがいをもって社会に参加できるようなまちづくりや体制づくり

が必要です。

また、障害のある人もない人も、市出社会の一員として、あらゆる社会生活に参加し

生き生きと活動できるノーマライゼーション社会の実現をめざさなければなりません。

さらに、固定的な男女の役割分担意識にとらわれるのではなく、社会のあらゆる場面

に男女が共に参加し、役割を果たす社会をつくる必要があります。

このように、誰もが社会に参加することを可能とするために、社会のなかにある阻害

要因を減らし、参加を促進する取り組みを進める必要があります。

R３



第４章健康で心豊かな自訶一共生のまち

（取り組みの方向）

高齢者や障害者が自らの意思に基づいて行う社会参加を促進します。

また、男女が固定的役割分担意識にとらわれず、社会のあらゆる場面に参加すること

ができるための基孵整備を促進します。

(1)高齢者の社会参加を促進する

(2)障害のある人の社会参加を促進する

(3)男女の共同した社会参加を促進する

４．主体性を尊重する社会サービスをつくる

（今、求められていること）

人が、自らの主体的な意思に基づいて、良好な健康状態を保ち、Ｋこき/'二きと活動し、

社会に参加することを支える多様な社会的支援については、個々人の主体的な選択や尊

厳が確保されなければなりません。

そのために、保健・医療・福祉などのサービスの情報を的確に提供し、市民がさまざ

まな問題について気軽に相談できるような体制づくりが求められています。

また、本市では、平成１２年（2000年)、福祉保健サービスに対する不満や苦情を受け
詩｡

とめ、公正・中立な立場で調交し、解決を|到る第三者機関である「福祉オンブズパーソ

ン制度」を確立しました。引き続き、このような社会サービスの利用者の権利を守る仕

組みを充実する必要があります。

（取り組みの方向）

市民がさまざまな社会サービスを主体的に利用できるよう情報提供体制を整備すると

ともに、相談機能の充実を図ります。また、苦情を受けとめ、利用務の権利を守る仕組

みを整備します。

(1)相談支援の体制を充実し、選択に必要な情報を提供する

(2)誇情を受けとめ、権利を守る仕組みをつくる

毬
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第５章ふれあい、学びあい、感動できるまち

Ｆ
」

3第５章ふれあい､学びあい､感動できるまち

基本目標 基本方向 関連計画

１
１

同

ふれあい、学びあい､

感動できるまち

自他を生かす力を持つ子ど

もたちを育む

学び続けるよろこびのある

まちをつくる

出会いをひろげ、心動かす

文化の育つまちをつくる

･枚方市子ども育成計画

･枚方市環境基本計画

Ｉ

第１節自他を生かす力を持つ子どもたちを育む

《基本方向》

「どもたちがIlfil性豊かに育つよろこび、生きるよろこびを笈感できる生活を実現すると

ともに、家庭と地域社会に開かれた学校園づくりのなかで、それぞれの教育力の|イリヒを似１

１)、社会の未来を担う子どもたちの自他を生かす力を育む、教育によるまちづくりをめざ

します。

《施策の体系》

基本方向

|鑿:鰯擶＝
施策目標

乳幼児の健やかな成長を支える
」

Ｉ
児童・生徒の学ぶよろこびを育

み、生きる力を養う

子どもたちを育む地域・教育環

境を整える

Ｉ
ｌ
ｉ

8５



第５章ふれあい、学びあい、感動できるまち

1．乳幼児の健やかな成長を支える

（合、求められていること）

少子化、核家族化の進行、共lii11き家庭の哨加、地域や家族の連;|ｉｆ感の希薄化など、ｆ

どもを生み育てる環境は大きく変化しており、親の子育てに対する不安が増大している

]〕L状があることから、子育てにかかわる人たちが健やかでいられるためのネットワーク

が必要です。

次世代を担う子どもたちを健全に育てるため、子どもが生活を通じて|ﾖ分で考え、自

分で行動しようとする保育環境づくりなど、乳幼児の健やかな成長を支える仕組みづく

りが求められています。

また、多様化する社会において、個性を尊重しつつ、自他を生かすという視点に立っ

た主体性と社会性を養う乳幼児教育を進めることが求められています。

（取り組みの方向）

子育てにかかわる人たちが健やかでいられるための人や情報のネットワークをつくる

とともに、乳幼児の．健やかな成長を支えるための、健康づくりや'保育を進め、子どもの

wil性を,M[承し、‐ｉｉ休性のある心豊かな人ｌｉｌＩを育みます。

(,）子育てにかかわる人や乳幼児の健康を守り、育む

(2)乳幼児が元気で１１１１ぴやかに育つ保育を行う

(3)個性を,M[亜し、主,体性を錠う乳幼児教育の向上をlxlる

２．児童・生徒の学ぶよろこびを育み、生きる力を養う

（合、求められていること）

次世代を担う子どもに必要なものは、まず、社会性と学習の基礎・］,リエを身につける

ことです。一人ひとりの子どもが基礎学力を習得するとともに、社会の一員として自ら

の責,圧を自覚して参加することができるようになるため、主体的に［1他を生かすことが

できる力を身につける必要があります。

そして、社会の変化に対応できる適応能力や、創造力の基礎を堵うために、子どもが

主体的に学ぼうとする意欲を醸成することが必要であり、同時に、健やかな身体と心が

育まれるような環境の艦備が求められています。

また、Illjliljl化・’１(I際化など新しい社会に適応する能ﾉ｣を,i:ljめるための｣ｉｌＩ１境づく1)が求

められています。
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第５章ふれあい、学びあい、感動できるまち

（取り組みの方向）

子ども自身が主体的にrllluを生かすﾉjを育成し、人格の形成に努めることができる力

を養うとともに、基礎学ﾉﾉの習得を促します。

また、個性を'''1ばす教ｆｆや健やかな身体、心を育む環境づくり、新しい社会への適応

能力を高める環境づくりを進め、児童・生徒の学ぶ喜び、生きる力を養います。

(1’児童・生徒の自他をﾉﾋかす力を育み、社会参加を進める

(2)児童・生徒の雄礎学力の習得を促し、個性をＩ１１ｌばす教育を行う

(3)児童・生徒の健やかな身体と豊かな心を育む

(4)情報化・I]il際化など新しい社会への適応能ﾉ｣を満める

3．子どもたちを育む地域・教育環境を整える

（合、求められていること）

少子化、核家族化の進行、また地域社会の連帯感の希薄化などにより、家庭や地域の

子育て機能が低下し、子育てをめぐる不安や孤立感から育児不安が増加しておＩ)、地域

における子育て支援が求められています。また、「･どもITJ此の交流の機会が減少し、子

ども「1身の健やかな成長にとってさまざまなlMll皿が生じています。そこで、安心して{Ｈ

産や育児ができ、子育てをしながら働いたり、ネ1:会iiTi動をⅡ｢能とする環境づく|)が求め

られています。

こうした状況のもと、本Iljでは、平成１０年（1998年）に子どもに関する総合的な施策

体系を示す「枚方市子ども育成計画」を策定し「子どもの成長を支え、子どもの利益が

最大限尊重されるまちづくり」「安心して子どもを産み育てることができるまちづく

り」をめざし施策の充実に努めてきました。

また、学校lj1ilについては、新たな教育課題に応えられる人材の育成や施設の允災を行

なうなど、引き続き教育殿｣党を整iilliするとともに、児童・ｌｌ２徒数が１１１，il(少するなか、余裕

教室を活用したｆ育て支援や地域コミュニティの活動の拠点、福祉活動や生涯学習の場、

災害時の避難や備蓄倉庫としての新たな役割も求められています。これらのニーズに対

応した学校園づくりを進めることで交流の場をli1やし、地域に開かれた学校づくりを進

める必要があります。

（取り組みの方向）

すべての子どもが家庭や地域で健やかに成僅できるよう、子どもたちを育む地域・教

育環境を整えます。

(1)障害のある｣豆どもたちの成長を文える

(2)地域に開かれ、充実した学校園をつくる

(3)子どもたちを育む地域社会をつくる

(4)家庭での子育てを支える

R７



第５章ふれあい、学びあい、感動できるまち

第２節学び続けるよろこびのあるまちをつくる

《基本方向》

だれもが自分の能力・感性を-1-分に発揮できるよう、自己の向上をめざします。－人ひ

と})が生涯を通じて学び続けることが生きがい（ｌｌﾆきる卜'119）の一つとなり、生涯よろこ

びをもって学び続けることのできる社会をめざします。

《施策の体系》

基本方向

騨董…：
施策目標

:鑿繧……
:而晨…儒籠…≦

1．生涯学習を促進する

（合、求められていること）

「1由な時Ｉ１ｌＩのii1大、所得水準の向上、女性の社会参川|などの社会状＃'1を背景として生

ilj:にわたって学習することへの意欲や需要が増大し、多様化しています。

「－人ひとりが生涯を通じて学ぶ」という生涯学習の考え方に基づき、すべてのl化代

でそれぞれの学習ニーズに応じた学習機会の提供を行うことや、市民が自発的.、主的

に多種多様な学jiW活動が展lMできる基盤盤llliが求められています。

また、本市にはそれぞれに胖色のある６つの大学や研究機関が存在しており、それら

の持つ知識や技術の活用、学習機会を積極的に生かせる仕組みづくりが求められていま

す。

（取り組みの方向）

すべての世代が生涯よろこびをもって学びつづけることのできる社会を進めるために、

生涯学習の環境稚備を進めます。

また、大学を活用した市民が1と１発的に学VP活動を行えるｲ'二組みづく1ﾘを進め、Ｔｌ丁民の

生涯学習を促進します。

(1)生涯学習の基鑑を整iiiする

(2)地域に開かれた大学のあるまちをつくる

(3)市民の自発的な学習活動を促進する
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第５章ふれあい、学びあい、感動できるまち

２．市民の情報活用能力を高める

（今、求められていること）

社会の多様化・高度化にＩ１ｌｉいさまざまな情報が溢れています。また、労働時|ｉｌＩの短縮

等に伴い、市民の｢1由時ｉ１ｉ１も増加しており、市比の情報に対する欲求は高まっています。

このようなニーズに対応するには情報提供の基盤を整えるとともに、あふれる情報の中

で、ｉﾐ休的にWi報を読み)Iﾉﾄﾞ<力を含めた情報iiIi1l1能力を商める仕組みづくりが求められ

ています。

（取り組みの方向）

情報機能の充実を図り、ｉｌ丁民の情級活用能力を高める仕組みづくりを進めますｃ

(1)lxI書等の多様な情報を提供する雄盤を蕊Ｉiiiする

(2)Ilj民の情Wii活)M能力を,１１５める

(3)消費者保誰の充実を似１１)、主,体的な消費者を育む

率
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第３節出会いをひろげ、心動かす文化の育つまちをつくる

《基本方向》

芸術・文化、スポーツとの１１}会いの場をひろげ、数多くの人が心迎わせ、人の心を動か

す文化がﾉﾋまれ育つまちをつくります。また、歴史のなかで人々が作り'１)してきた文化、

蕊らしのなかに息づく文化を未来に伝えます。

《施策の体系》

基本方向

隣:鴦二
施策目標

芸能・文化活動の活性化を図る

ｊ
ｉ
Ｉ
－
ｉ
ｊ
ｌ

市民スポーツ活動の活性化を図る

文化財を保簔し、伝統文化を継承する

1．芸術。文化活動の活性化を図る

（会、求められていること）

自由時間の増力Ⅱやライフスタイルの変化に伴い、市民は物質的な豊かさだけに限らな

い、広い意味での心の殿かさも希求しています。また、創造力豊かな人材を育むために

も、文化・芸術活動の充実が求められています。

また、市民の文化'''1｢動へのニーズも多様化しており、それらに応じたＴＩ丁比1'1らによる

文化活動を振興することが求められています。

（取り組みの方向）

市民の自主的な文化活動の振興を進め、新たな文化づくりを進めます。

(1)市民の芸術・文化活動が活性化する基盤を整備する

(2)心動かす芸術・文化に接する機会を増やす

(3)市民の芸術・文化活動を促進する

,、



第５章ふれあい、学びあい、感動できるまち

２．市民スポーツ活動の活性化を図る

（今、求められていること）

本｢1丁では、市民の健胤〔・体力づく|')と、より｣Ⅱkかな生活を'ilfむため、さまざまなスポ

ーツ・レクリエーション活動の企iilli・推進を図るとともに、「IjLCニーズに対応した施設

整備に取り組んできました。

社会の,(i度化・多様化に伴うストレスの増加などによ(７，Ilj比の心身の健康維持や体

力の向上につながるスポーツ・レクリエーション１，F動への欲求が高まっており、引き続

き、市民スポーツ活動活性化のための基盤整備と1iii動の促進が必要です。

（取り組みの方向）

市民の''１王的なスポーツ活動を促進するとともに、基盤整備を進め、スポーツ活動の

活性化を図ります。

(1)市比のスポーツ活動が活性化する基盤を整備する

(2)市此のスポーツ活動を促進する

３．文化財を保護し、伝統文化を継承する

（会、求められていること）

本市には、史跡・文化財や伝承文化などさまざまな文化資源が存在しています．

都市化の進展に伴い多くの伝統文化や文化財が失われていくなか、これらTl丁民共有の

文化資iljiを保存し後111:に残すことが、ふるさと意織の|嬢成、文化の土台づくりといった

点からもi]重要です。本Iljにおいては平成５年（1993年）に枚方１１J文化財保護条例を制定

し、文化財保護の取り組みを進めています。

特に、ノこ阪城と並ぶ'二Tilの特別史跡に指定されている１７済寺跡や、同じく同の史跡であ

る牧野上|(塚,'｢墳を貴爪な文化資源として保全し、後lllに伝えることは私たちの責務であ

り、また、今後、その曠備・活Ｈ１が望まれています。

（取り組みの方向）

市内の文化財や伝統文化などを保謹・保存し、後の世代に;ＩＷＭｋします。

(1)文化財の保護を進める

(2)伝統文化に親しむ基盤を鑿備し、継承を促進する

９ノ



第６章みんなでつくる分権・市民参加のまち

【第 ）6章みんなでつくる分権・市民参加のまち

基本目標 基本方向 関連計画

|鰹議…

’
’
１

市民・事業者と行政の協働

を推進する

分権時代に対応した地方自

治の拡充を図る

･枚方市行政改革大躯

･枚方市行政改革推進実施計

画

･枚方市事務事業再構築プラ

ソ

,枚方市財政再建緊急対応策男女の共同参画を進める

･枚刀市財政健全化計画

,枚方市行政'情報化基本計画

,枚ｂ市地域』情報化計画

,枚方市テレトピア計画

･枚方市環境基本計画

･枚方市男女共同参画計画

第１節市民・事業者と行政の協働を推進する

《基本方向》

情報の共有と交流を進め、市民や事業群のまちづくりへの参加の仕組みやルールを確立

し、ＴＩ丁氏・事業者と行政の脇lliIを推進して自治の確立を図ります。

《施策の体系》

基本方向

|懲譽と…
施策目標

情報の共有化を進める

ｊ
ｉ
４
ｉ
鳶
：

市民参加の市政運営を進める

まちづくりの仕組みへの理鐸を促進する

市民活動を活性化する
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１．１盾報の共有化を進める

（合、求められていること）

地方分椛は、」LノバIifi体とその住民による自LL決定権の拡充をめざすものです。地域

（市民・事業2片と行政）において決定し（自己決定)、地域においてそのＬ１ｉ征も負う（'二｜

己責任）ことをiiii提とした新しいまちづくI)のｲ|自組圏みやルールづくりが求められていま

す。

そのためには、徹底した情報の公開と共有が重要で、ｎらが行ったことに対して、誰

もが正確な'11;ﾈﾋﾞに鵬づき、その是非を確認することが必要です。

また、ilj比参加のまちづくりを進めるためには、行政のアカウンタビリテイ（説明責

任）能力をIf1上する必要があります。

（取り組みの方向）

市民・事業稀と行政の協働によるまちづくりを推進するために、ｌｉｊ;報共有の基盤整備

を進めます。

(1)行政情報の公ＩｊＭ・提供を進める

(2)地域情報化を進めるための基盤を整備する

２．市民参加の市政運営を進める

（合、求められていること）

市民意識が多様化し、社会参加意識が高まる'}'、さまざまな'１j氏|i'hlilをj、してTIT民の

まちづく|ﾌに対する参加意識が高まっています〔

市民・事業新と行政の脇tlilを推進するには、’t｢民や事業群が杵体ではなく:i二体となっ

て、行政とともにまちづくりのための政策形成や計画づく1)へ関'’参川Ｉすることを可

能にすることが必､婆です。

（取り組みの方向）

まちづくりへのilj民や事業者の参力Ⅱを推進します。

(1)「1丁民参力Ⅱのｲﾋ靴みや制度を整備する

(2)市比参川]の機会を恥やす。と(）わけ、審議会・専門委員については、’|j民が委員と

して参llhiできる機会を増やす

Eｴヲ



第６章みんなでつくる分権・市民参加のまち

３．まちづくりの仕組みへの理解を促進する

（合、求められていること）

まちづく1)の課題には、集合住宅の管理運営にかかわるようなことから、地域におけ

るまち並みの保全や防災体制にかかわることまで、さまざまなものがあります。市民の

熱意と発意をまちづくりにつなぐためには、何か問題が発生してから取り組みが始めら

れるのではなく、まちづくりの仕組みや方法をあらかじめ知ることができる機会がさま

ざまな場面で用意されていることが大切です。そこで、学校教育や地域の場において、

まちづくりに関する学習を強める必要があります。

（取り組みの方向）

まちづくりの仕組みや方法に関する学習機会を充実させ、まちづくりに対する市民の

熱意と発意を具体的な活動につなげる。

(1)まちづくりの仕組みや方法に関する学習機会を充実させる

(2)地域における課題別のまちづくり活動を促進する

４．市民活動を活性化させる

（令、求められていること）

高齢社会の進展、経済活力の低下、多様化する市民ニーズへの行政対応の限界、企業

活動に対する批判等、既存の社会体制への不安や批判が進むなかで、市民が口ら行動す

る市民活動は多くの関心を集め、活発な活動を展開するに至りました。

特に平成７年（1995年）の阪神・淡路大震災では政府行政機関での対応の限界が認識

され、あらためて市民活動の重要性が指摘されました。

地域主体のまちづくりを進めるためには、市民の知恵と活力を結集した市民活動は不

可欠であり、市民の自王的活動を促進することが求められています。

（取り組みの方向）

地域主体のまちづく'〕を進めるために、市民の知恵と活力を結集した｢'当｢民の自主的活

動を活性化します。

（１）ＮＰＯ・ボランティアなどの市民活動を活性化する

(2)地域|【|治組織の組織化と活動を活性化する

9４



第６章みんなでつくる分権・市民参加のまち

第２節分権時代に対応した地方自治の拡充を図る

《基本方向》

社会経済情勢の急激な変化に柔軟に対応し、また、lIi活者の視点に立った１｢政運営を行

うため、「小さくても仕yjｷﾞのできる１１丁役所」を確立し、分権時代に対応した地方自治の拡

充を図ります：

また、現行の地方制度を越えた、より広域的な視点をもって、近隣の都iIjや府県と連携

し、まちの将来像を』`望します、

《施策の体系》

基本方向

|:露鰯:…
施策目標

:富……上…

:……の…化す‘

１．自治体行政の能力向上を図る

（合、求められていること）

分権社会においては、地域社会の未来は自ら切りひらくことが求められており、行政

を'''心に、市民、！'f業考の積極的な参画によって、地域課題を解決するための政策形成

能力を高める必奨があります。

また、従来の行政迎徴には、施策の計画や実lijのプロセスがあっても、施策の効果や

政策目的の達成度合を,;WilliするプロセスがIlill度としてIUI雁に確立できていませんでした。

しかし、今後、IIj民満足度の高い行政サービスの提供、地方分権への対応、効率的経

営の視点による行政体制を確保し、総合的・計iHii的な行政を実現するためには、政策の

進行管理・行政評IilIiシステムの確立による適切な事業の推進が必要です。

また、従来のような右肩上がりの税収等を期待できない今日の社会経済状況を踏まえ

れば、財務体質の改葬や、より効率的な財政運営が必妥で、中・優期的展望に立った財

政計画に基づいた健全な財政運営を進めていくことが必要です。

そこで、評{ｌ１Ｉｉを砿祝した行政管理運営に基づいてＩ１ｉ常的な行財政改'ｌｌＩｆを進め、職員数

や経費の投入が小さくても、’|j比のiil'i足度をirllめる効率''１勺な仕事のできる行政体制を確

立し、健全な行財政IMj造を確立して、新たな,;)|(題への対応能力を維持することが求めら

れています。

ﾘｺﾞ



第６章みんなでつくる分権・市民参加のまち

（取り組みの方向）

政策や事務事業を,i;|:{Iliする仕組みづく1）を行い、行政改革や健全な11ｲ政１１＃造のjlilll:立に

より、分権時代に対応した1と1桁体行政能力の向上をlxlります。

('）地域社会の未来を切りひらくことのできる政策形成能力を高める

(2)行政評IilliシステムをIili;立し、適切な行政管理の仕組みをつくる

(3)行政改革を推進し、小さくても仕事のできるTII役所を確立する

(4)健全な財政榊造を確立する

2．広域的な自治体間の連携を強化する

（合、求められていること）

環境問題のように地域を越えた問題の発生や人・物・情報の交流が促進されるなかで、

将来にわたって魅力のある住み続けたいまちを創っていくためには、既存の地力制度の

枠組みを越えて、より広域的な視点でまちの運営を考える必要があり、現在の市域や府

県の制約を越えて、連携や協働の取り組みを積極的に展開する必要があります。

（取り組みの方向）

現行の地方IliI皮を越えた、より広域的な視点をもって、

めます。

(1)「１丁域・府ﾙﾄを越えた新たな自治体の連携を強化する

(2)広域行政を推進する

近隣のiMllljや府ﾘ,しと迎携を進

理

ＤＣ

副pldTr

窓．

且戸

■~へ
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第６章みんなでつくる分権・市民参加のまち

第３節男女の共同参画を進める

《基本方向》

D)女が社会の対等な構成1↓として、自らの意思によって、まちづくりなどを含めた、あ

らゆる社会活動に参lI1Iiする機会を確保します。

《施策の体系》

基本方向

|薑藪……
施策目標

男女共同参画の視点に立った社会制度

や'壜行の見直しを進める

政策等の立案・決定・実行への共同参

画を進める

1．男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の見直しを進める

（合、求められていること）

法制度上ではり)女平等のための整備が進んでいますが、「男性は仕リハ女性は家庭と

nJifて」といったl1Iil定的な役割分担意識や社会制度．lfi行が男女の社会活動に対する共

''1参'''１iの妨げとなっていることは依然として多く、こうした意識やilill腿．|f(行の((検や

変'Yrを進め、すべての場iiiで、男女が自らの選択により、共同して社会に参iI1iiできるよ

うにする必要があります。

（取り組みの方向）

男女の共同参iHliを進めるため、行政政策や社会制度・慣行における不適切な性差の点

検・是正を図ります。

(1)行政政策における不適切な性差の点検・是正を進める

(2)社会制度やlft行における不適切な性差の点検・是｣[を進める

9７
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第６章みんなでつくる分権・市民参加のまち

２．政策等の立案・決定・実行への共同参画を進める

（合、求められていること）

男女共同参ilW社会を形成するためには、行政や社会のあらゆる場而における政策等の

立案・決定・実行への男女共|可参l1hiが重要です。これまで、行政が設liftする審議会等に

おいて女性委貝比率等の上昇などが|叉'られてきましたが、政沿、行政、企業組織、地域

組織などにおける立案・決定・実行への男女の共同参両は、まだまだ不十分な状》Uにあ

ります。

今後、あらゆる場面における政策等の立案・決定・実行への男女共lTil参画を進める必

要があります。

（取り組みの方向）

あらゆる場面における政策の立案及び決定、実行への』〃女共同参両を進めます。

(1)行政における政策等の立案及び決定、災行への共同参llqiを進める

(2)社会のあらゆる分野における立案，決定・実行への共同参画を進める

＝Ｚ
竃一

一一
■￣凸

露
擬割
鋼１，ｶ忽

llllllllllllllliliilllillllill
づ｜■

Rb、
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白浜

諭
--望冒

９８
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第１章重点プラン

■ロ ■Ｐ

第３編重点プランとまちづくり指標
ｆ 辞

、
週

〔第１章 重点プ１ ソフ

第１節重点プランの設定

私たちがめざすまちの姿である「Ｈ１会い.学びあい．支えあい、生きる喜びを創るまち、

枚方」を実1Mするためには、市民・事業符・行政の協働を強めながら、本市の現状や時代

の潮流をＷfまえ、全｢|ｺﾞ｢'0.広域的な机ﾉﾑ(から施策を効率的・効】し'''9に展開する必要があ1）

ます。

特に近年の厳しい財政状況のなかでは、限られた財源を有効に活用する必要があり、重

要度や緊急度が高い施策から、重点的に展開することが求められています。

そこで、「人を支え、育む」「人と「|然が共生する」「まちのｉｉＷＪをつくる」という３つ

の機能整Ｉ１ＩＩｉにつながる施策で、今後の10年間に先導11<Iな役割をlllい、かつ関係部門が横断

的に連携することで、まちづく()における波及効果・相乗効果が発揮できる取り組みを、

重点プランとして位置づけることとしますｃ

、丁

9９
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第１章重点プラン

第２節重点プランの基本的視点

回めりはりのある施策展開

めざすまちの姿を実現するためには、６つの基本|｣標に基づく総合的な施策展開が必

要ですが、この計画期間において、特に重点的な施策展開が必要なプランを示すことに

より、めりは()のある施策展開を図ります。

□施策の総合的・一体的な推進

施策の効果や効率を高めるため、重点プランについては施策間の連携に留意し、総合

的・一体的に展開します。また、それぞれの施策において、全市的な波及力を有する'１１

核機能と、各地域に分散的に蕊Iilliされ、あるいはネットワーク化されることが必要な地

域機能の間の連携をＲ'1)ながら、盤lilliを進めます。

各

に

化されることが必要な施策（機能）

□市民・事業者と行政の協働促進

重点プランの展開にあたっては、ＮＰＯやボランティア．地域コミュニティ組織など

の市民や事業者と行政の協働を促進します。

ｌ

者
者
動
ア

業
業
活
リ

事
事
の
千
一

｜〃Ⅲ

－市(行政)－

《市の活動エリア》

市民一
従

《市民の
活動エリア》

束

蝋、
一事業者一

《事業者の

活動エリア》

、
▼
小さな

｢|f役所の爽呪

一市(行政）

市民の主体的な～
活Unjのひろがり

へ
市ｒｉ１

NPO活動等の
びろがり

今

《市と市民の

鶴)働エリア》
《市民の活動エリア》後 ｧ》｜《市の活動エリア》

/、、



第１章重点プラン

．健全財政の確保

１１点プランの展開にあたっては、本市の将来にわたる健全な財政状況の硴保にfW蔵す

ることが極めて重要なliiil)M:であり、国や大阪府からの||ｲiliiIilii保に努めるとともに、継続

''１９で椛造的な行財政政1'''１:と迎挑させながら、新たな１１ｲilliをiilii保することが必典です。

そのために、市民に|ﾙ|かれた嚇務事業評価システムをはじめとする行政評Il1Iiシステム

を確立し、評価を重視した行政マネジメントを強化します。

第３節重点プラン

ｉＲ点プランにおいては、「人を支え、育む」「人と|'|然が共ﾉ|ﾐする」「まちの１，Wﾉﾉをつく

る」という３つの機能!'腰l1lliにつながる施策を取点的に腿１Ｍすることとします。

人を支え、育む

機能の整備

人と人とが支え合い、助け合う愛と温もりに満ちたま

ちづくりを進めるため、医療体制や介護保険制度をは

じめとする介謹体制の盤Ｉ１ｌＩｉ、心やすらかに人をr1jうこ

とのできる恭盤の鵬Iilli、情報化社会に対応したｲI皇M1:学

稗の拠点整備などに｣lX1ﾘﾙⅡみます。

’
人と自然が共生する

機能の整備

自然を大切にし、地球環境を守るまちづくりを進める

ため、資源循環型社会形成に向けたごみ問題の解決、

里ll1など東部の:|』&かな｢1然と淀川の水辺を結ぶ緑の|而

廊整備、環境111辿:１１:業の育成などに取り組みます。

まちの活力をつくる

機能の整備

愛着と誇りがもてる、活力あるまちづくりを進めるた

め、枚方市駅周辺地域を魅力ある中心市街地として整

備するとともに、llj内移動を円滑にするための交通基

朧を整備します。また、｜卿西文化学術研究都iljの建設

を促進し、まちの魅力と活力を創造する「学MiljWlII'|j」

の機能を整備するとともに、、市内企業のI11iilili化対応へ

の支援、ベンチャー企業・コミュニティービジネスな

ど新たな産業の育成に取り組みます。

/０ノ
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▲ 第１章重点プラン

地域機能

整備

可

:!:717民の他版づくりや病診連鵬の強化など｣Ⅲ域保験医療・体制の

雌IWi促進

*子育てや介誰を支えあう地域社会のfillll1、新たな高齢者サー

ビスijr業の育成
*地域における生涯学習基盤の整備、地域教育の高揚

'し

げ小１

￣

二

グ圧

､i｢ihJllLliIj1
￣

支一
を え

盲

’ むむ人人
一○高度救急医療を始めとする､へ

高度医療体制の艦('lliliL進

○市民自治の観点に基づく介謹保険制度な

一○高度救急医療を始めとする､へ

高度医療体制の艦('lliliL進

○市民自治の観点に基づく介謹保険iiiＩ皮な

ど特色ある高齢者介謹の仕組みづくり

○周辺環境と調和した心やすらかに人を弔

うことのできる基盤としての火誹鰯の艦備

、9騨蝋に対応する…生漉掌翻／

9〃

蕊
○市民自治の観点に茜

ど時色ある高齢者ブ二射寸上LLの。両ｌｒｍ白Ｊ

○周辺環i覧と調和しズ

うことのできる基盤

、9騨蝋に対Iｉ

人 心やすらかに人を弔

邑しての火誹鰯の艦術
するための生涯学習

ま

〃
と

l蕊j雰
灘灘曇

職保全に|｢11けた

Ⅲ粥什,行政の

自
然
が 鎌蕊ｉ

域観光拠点の形成

i謎雰

中核機能

整備

,’ ±ピ
ン～

、 ＜
チャー企業やコミュ

ィビジネスなどの

な脆紫の育成／す ろ

ｱョ

る地域機能

整備篁涛蕊

Ｐ
ロ
シ
コ

三ｺ
地域機能

整備

地

*環境課題を重視するグリーン・コンシ

ューマー（消避澱〉の育成
*東部地域の長尾駅・藤阪駅における交通緒

節点の機能整備促進。市Iﾉﾘ移､Dのための公

共交通システムの充実
*地域におけるまちづくりのI舟''１;化

＊llJ1ﾉﾘ大学が持つ情報・人{オ・施波などの機

能を活N北、まちの魅力と活力を創造する

「学園都市」機能の整術

*広域幹線道路整備と連携したIljMJ幹線道路

の整魎髄促進
*市内企業の情穀化対応の促進

*環境への配1,1Kを１１Ｗける行政活助・蔀

業活mljの促進

*環境課題解決のためルールを守り、身

近な縁をつくるまちの形成

*焼却ごみの半減化をめざした収り組み

の推進

￣

巧」

.
､

/０２



第２章まちづくり指標

（

「
型第２章 まちづくり指標

第１iillIii第４章で述べたように、市民．訴業者．行政がljiMIlIiIして効果|'|<)にまちづく|)を進

めるためには、それが「｛'１のために行われるのか」という実現すべき’1標を設定し、その

効果を測る基準を1ﾘI1I1iiにすることが必要です。

また、可能な限|〕|,t的に評価可能な、具体的でわかりやすい指標を設定することが、市

民・事業者のまちづく{)への主鐡体的な参加を促し、それぞれの主体的な取り組みを＿層効

果的なものにすると期待されます。

ここでは、まちづくりにかかわる政策・施策についての重点的な指標とその考え〃を例

示します。指標の鵬Iilli、〕i凡況・達成度の調査、具体的な{|標数値の設定、政策評Ｉｉ１１ｉ・施策

評価手法の確立等については、市民参加による検討組織等を設置し、速やかに具体化を図

ることが必､要です。

」まちづくり指標例

皇;乙t目標/人とEﾇﾉ然2ケU真塗する.Z急i言深全･のまち

項目 概要

1人あたＩ）１１１に}l}すごみの１１１:。ごみのliiR逓化
１人あたりのごみ排}Ⅱlｌｔｌｌ

状況をｸillる脂標

1人あたりの電気・ガスなどのエネルギー使用
1人あたりのエネルギー他)１１量

量｡省資源・樹エネルギーの達成状#'１を知る指標

グリーン・コンシューマである市民の割 環境課題を意識し行動する｢1j民の削合を知るた

合 めの指標

地球温暖化防Iこのため、二酸化炭素の排出量の
|人当たりＣＯ排ｌｌｌＩ,【

状》,lを知る脂標

大気質の悪化は市民の健康に彩騨を及ぼすためⅧ
大気環境基準適合率

その環境雄準適合状況を知る指標

水質（地下水を含む）の環境基準適合状況を知
水質環境基準適合率

る指標

大気質の悠化は市民の健康に影粋を及ぼすため、
大気有害物質鵬腱

その環境」,例(:適合状況を知る指１１Ｍ

水ｌｉｌＩ（ｊｌＬﾄﾞ水を含む）の環｣党｣Ｉ馴(【jilj合状況を知
水質有害物哲illL)lli

る指標

･騒音の彩糾Ｉによ})、市民のﾉMIi環j斑が悪化して
騒音環境基準適合率

いないかを知る指標

･新たな環境公害として危供されているダイオキ
ダイオキシン挫疫

シン類の環境基準の達成状況を知る指標

．「ｉｆ民が水道水を安全でおいしいと感じているか
水道水に対する｢1j民iii足腰

を知る指Ⅱ標

ﾉOｊ

３第2章まちづくり指標 参

項目 棚 要

1人あたI)のごみﾙﾄﾞ}Ⅱlｌｔｌｌ
・１人あたI）１１１にＩｌ１すごみの1,1:。ごみのliiR辻化

状況をｸillる}將標

１人あたりのエネルギー他)11通
・１人あたＩ)の電気・ガスなどのエネルギー便Ⅲ］

量｡省資源・竹エネルギーの達成状＃'１を知る指標

グリーン・コンシューマである市民の割

とき一
口

･環境課題を意識し行動する｢|j民の割ｲﾃを知るた

めの指標

1人当たりCO2排}l}I,（
･地球温暖化防''三のため、二酸化炭素の排ｌＩｊ量の

状Dllを知る指標

大気環境基準適合率
･大気質の悪化は市民の健康に彩騨を及ぼすため、

その環境避準適合状況を知る指標

水質環境基準適合率
･水質（地下水を含む）の環境基準適合状況を知

る指標

大気有害物質鵬腱
･大気質の悠化は市民の健康に影粋を及ぼすため、

その環境｣ｉｆ準適合状況をｸiⅡろ指標

水質有害物質渋皮
･水質〈地ﾄﾞ水を含む〉の環｣)lE｣1Lfll(1)iii合状況を知

る指標

騒音環境基準適合率
･駁ffの彩糾Ｉによ1)、ilr民の/MIi環j厳が悪化して

いないかを知る指標

ダイオキシン濃度
･新たな環境公害として危供されているダイオキ

シン類の環境基準の達成状況を知る指標

水道水に対する｢|j民iili足度
．「|丁民が水道水を安全でおいしいと感じているか

を知る指;標



第２章まちづくり指標

概要頂｜＝

･緑地空間は環境保全効果とともに、市民生活に

保全担保１座の商い緑地面積 潤いをもたらす。保全担保性の高い緑地の面積

を知る指標

･樹林地、草地等の緑の空間がどれくらいあるか、
緑被率、公l1lil整備率

公園がどれくらい整備されているかを知る指標

蟇菰巨樗２他すらきめ忽刀】’迄ｶﾉｻﾞをつ、Ｊで注とうぐj縁Zﾌﾟろまち

概要項’三

新築住宅に係るｌﾉｰｺﾞあたりの住宅敷地面 ･住宅の居住水準、ゆとりのある住宅空間の実現

瀧 状》[lを知る指標

新築住宅に係る住宅１戸あたりの床面積 ･住宅の居住水準を)iⅡる桁標

･締結に至った建築協定や決定に至った地区計画
,:: ﾖﾆF

建築|協定締結数、地'又計画数 の数。地域住民によるまち並みの保全等を図る

ための主体的な取り組み状況を知る指標

･下水道整備による生活環境の改善の状況を知る
下水道普及率

指標

住んでいる地域が安全・安心であるということ
住んでいる地域が安全・安心であると感

は快適な生活を送っていくうえで基本であり、
じている人の割合

その割合を示す脂標

,住み続けたいと感じるＴＩ丁比の制令。将来の人１Ｊ

枚ﾉﾌﾞで住み続けたいと感じる市民の割合 減少が予想されるなかで、定住魅力の商まりを

知る指標

ハートビル法や大阪府#Mｲ|l:のまちづく1）条例に

公共施設・jlnIYf・鉄道等のユニーバーサ より認定された施設数。公共施設等を誰もが不

ルデザイン化の割合 自由なく使用できると蝶じる人がどれぐらいい

るかを知る指標

高齢者や障宵者に配慮した公営鱗住宅がどのぐち
高齢者や障害･片|(りけの公営住宅の戸数

いあるかを知る指標

農地耐蔽減少率の推移 農地がどのぐらい保全されているかを知る指標

農地を守るには、多様な「農」の担い手が必要
U農｜に意欲的に取り組んでいる従事者

であることから、「農」に意欲的に取り組んで
数

いる人材の数を知る指標

･交通渋滞、交通混雑に不満を持つ人の割合。総

｢|丁内移動に'１Iする'|j民の満足度 合的な交通対･策による交迦の''１滑化の達成状況

を知る指標

ＪＤ４

項目 概要

保全担保性の高い緑地面積

･緑地空間は環境保全効果とともに、市民生活に

潤いをもたらす。保全担保性の高い緑地の面積

を知る指標

緑被率、公l1lil整備率
･樹林地、草地等の緑の空'１}]がどれくらいあるか、

公園がどれくらい盤ｲiiliされているかを知る指標

項目 概要

新築住宅に係る１戸あた１，の住宅敷地面

積

･住宅の居住水準、ゆとりのある住宅空間の実現

状》[lをﾀillる指1ﾂド

新築住宅に係る住宅：ノ｢あた1)の床面積 ･住宅の居住水準をｸillる桁標

建築協定締結数、地|ｽﾞ計画数

･締結に至った建築協定や決定に至った地区計画

の数。地域住民によるまち並みの保全等を図る

ための主体的な収I)組み状況を知る指標

下水道普及率
･下水道整備による生活環境の改善の状況を知る

指;標

住んでいる地域が安全・安心であると感

じている人の;';1台

･住んでいる地域が安全・安心であるということ

は快適な生活を送っていくうえで基本であり、

その割合を示す指標

枚ﾉﾌﾞで住み続けたいと感じるIlj民の割合

･住み続けたいと感じる｢１丁比のｉｌｉｌ合。将来の人|」

減少が予想されるなかで、定住魅力の筒まＩ，を

知る指標

公共施設・近略・鉄道等のユニーバーサ

ルデザイン化のｉ１ｉＵ合

･ハートビル法や大阪11Ｗ|[W1l:のまちづく１，条例に

よ1）認定された施設数。公共施設等を誰もが不

r111iなく便)|】できると感じる人がどれぐらいい

るかを知る指標

,高齢者や障害背|(りけの公営住宅の)｢数
･高齢者や障霄者に配慮した公営住宅がどのぐら

いあるかを知る指標

農地而積減少率の推移 ｡農地がどのぐらいⅧ保全されているかを知る指標

｢農ｊに意欲的仁取l)組んでいる従事者

数

･農地を守るには、多様な「農」の担い手が必要

であることから、「農」に意欲的に取り組んで

いる人材の数を知る指標

Ｔｌ丁内移動に'１Ｉする'ij民の満足度

･交通渋滞、交通混雑に不iiMiを持つ人の割合。総

合的な交通対策による交迦のlI1滑化の達成状況

を知る指標



。，皿･蕊第２章まちづくり指標

概要項’三

年間交通]|Ｉ故による死傷者数。交迦ｉｊｉ故防''2の
交通事故（人身）Ｉ'|:激

状Udを）illろ指標

公共交迦の利川状況。自動ilt公ilfの'隆減に|｢りけ↑

公共交通の利用と#数.利用割合 自動箙交通から公共交通への転換状況を知る指

標

=墓菰目凛ヨノ遼力にZあふれ生王生きとしたまち

概要項目

通勤や迦学で他の市町村-からどの'１',1度人が流れ

夜間人口に対する住|(U人１１の比率 込んできているのか、他の｢１丁|}11吋へ流れている

のか示す。災客交流の活発さを知る指標

購買ﾉﾉの他Ｔｌ丁への流出度合い［商漿の活性化状
小売流出入比率

況を)iⅡる指,標

枚方が魅刀にあふれ、楽しいまちだという意識
枚方が魅力にあふれ、楽しいまちだと恩

を持っている市民の割合。まちづくりの効果を
っている人の割合

知る脂標

産・学と行政の述鵬によるプロジェクト ･産・学と行政の述携によるプロジェクト数。単

澱 園都11jとしての機能の発揮状》Uを）illる指標

･専門技術を駆使して新事業を開発する創造的企
ベンチャー企業数

業の数新たな産業の発生を知る指標

･意欲のある起業家などが興した新たな事業数
新規創業数

産業振りUの状況を知る指標

邉賜ﾜﾍﾞﾌﾟ目標‘ｊ塵i/影で７，豐團ウリ店(盲【立一と共生のまち

概要頂｜言

人権が守られていると感じている人の割 人権が守られていると感じている人の割合。基

合 本的人樅の実現状況を知る指標

,外国人lIj民が懲らしやすいまちづく１)となって
｢h内外国人の満足度

いるかを知る指標

地域コミュニティ活動へ参DIIした人の数。支え

地域コミュニティの1iiliIIiU状》1 あう地域社会の実現のために欣喫な役割を担う

地域コミュニティの活ﾉ｣をjillるlHllM

Tl丁比によるｉＲ体的なまちづくりへの参ljll状況を
ボランティア・ＮＰＯの活動実績

知る指標

初期、笘次、－Z次救急医療機関の機能分担に基

づき、救急時に患者が混乱することなく適切か
救急医療に対する'2A背（家族）の意識

つ迅速に救急医療を受けることができる体制の

整Ｉ)ii状DIIをjillる指標

/（日）５

項目 概 要

交通事故〈人身）（''二数
･ili問交通]|Ｉ故による死傷者数。交迦ijj:故防ll2の

状Udをｸillろ｣|Ｆ１標

公共交通の利用廿数・利用割合

･公共交迦の利)'１状況。自動ilt公ｉｌｆの'隆減にlhjけ、

自動車交迦から公共交通への転換状況を知る指

標

項目 概要

夜間人1Ｊに対する昼|(Ⅱ人１１の比率

･通勤や迦学で他のｌＩｊ町村からどの川1度人が流れ

込んできているのか、他の｢１丁ll111;lへ流れている

のか示す[.,蛎客交流の活発さを知る指標

小売流出人比率
･購買ﾉjの他’

況をｊｉⅡる脂Ｉ

への流出度合い。商業の活`性化状

枚方が魅力にあふれ、楽しいまちだと恩

っている人の割合

･枚方が魅ﾉﾉにあふれ、楽しいまちだという意識

を持っているilf民の割合。まちづく1)の効果を

知る脂標

産・学と行政の述|ルによるプロジェクト

数

･産・\:とイ｢政の述携によるプロジェクト数。学

園部Iljとしての機能の発揮状》[1,を)illる指標

ベンチャー企業数
…専門技術を駆使して新事業をljM発する創造的企

業の数。新たな産業の発生を知る指標

新規創業数
･意欲のある起業家などが興した新たな事業数｡

産業振りUの状況を知る指標

項目 概要

人権が守られていると感じている人の割

合

･人権が守られていると感じている人の割合１，基

木的人樅の実現状況を知る指標

lIf内外|副人の満足度
･外匡|人lIj民が暮らしやすいまちづく|)となって

いるかを知る指標

地域コミュニティのlillulil1状》。

･地域コミュニティ活動へ参川Iした人の数。支え

あう地域社会の実現のために砿喫な役割を扱う

地域コミュニティの活ﾉ｣をｸillるlＨｌＭ

ボランティア・ＮＰ()の活動実績
･Tl7LCによるｉｆ体

知る指標

1なまちづくト)への参ljll状況を

救急医療に対する．luj(背（家族）の意識

･初期、二次、二次救急医療機関の機能分担に基

づき、救急11#に患者が混乱することなく適切か

つ迅速に救忽医療を受けることができる体制の

整Ｉ)ili状UIlをjillる指標



鼬.几、 第２章まちづくり指標

概要頂｜＝

本｢ljにおける,Vlilli6券に対する施策体系の効H1:を
老後も枚方で住みたいとﾊﾑ(う人の削合

知る指WＭ

ﾉ'１きがいを持ち、楽しくノヒきていると感 高齢者が就労や社会参加により、ノ１２きがいを感

じているかを知る指標じている高齢者の割合

枚方が住みやすいと感じている障害者の 障害者の１２１立した生活や社会参加ができるよう

割合 なまちづくりが行われているかを知る指標

墓;｡h且漂５ふれあい、学びlあい，息重りｸできるまち

概要項目

･枚方で安心して卜どもを生み、育てたい、もし
枚ﾉﾉで子どもを育てたい．育てて良かつ

〈は育てて良かったと思う人の割合。本Iljにお
たと思う人の割合

ける子育て環境の状況を知る指標

学校を年llM3011以上欠席した長期欠席符数。イく
小rlT学生の長期欠席率

登校の状況を知る指標

地域に活ﾉJや活気が生まれるためには、１１f少年
将来に希望や夢を持っているI1i少ｲﾄﾞの割

が将来に術離や夢を持てる社会であることが必
ﾉ１，
口

要で、その状乃'1を知る指標

地域での教育環境が良いとﾉﾑ(っている人
地域における教育環境の状況を知る指椴

の割合

図書館が市蛇に対する情報提供機能をどの程度
図禅館利用件数・満足度

果たしているかを知る指標

生涯学習に取1)組んでいるI1j比の割合 市民の化涯紫習活動状況を知る指標

スポーツ活動に参加したことのある人の スポーツ1i1Inlilに対･する参加)藍合い。llTiuliI環｣粥が

lIil合 どれぐらい鵬っているかを知る指ｌＭＩｉ

iljlﾉﾘで美術や音楽・郷台等の芸術作【Ｍ１を 本市における芸術文化環境がどの廠度允爽して

鑑没したことのある人の割合 いるかを知る指標

どれぐらい枚方の歴史文化沓源を知っているか。
枚方の歴史文化資源の認知度

ふるさ意識の状況を知る指標

小''１学生のJ1L礎学力の習熟度を知る指標小''１学生の基礎学力

/０６

項目 概要

老後も枚方で住みたいとﾊﾑ(う人のｉｌｉＩ合
･本１１丁における,vlillifi券に対する施策体系の効采を

知る指標

服きがいを持ち、楽しくﾉ|:きていると感

じている高齢者の割合

･高齢者が就労や社会参加によ{）、１ｋきがいを感

じているかを知る指標

枚方が住みやすいと感じている障害者の

割合

･障害者の自立した生活や社会参加ができるよう

なまちづく1)が行われているかを知る指標

項目 概要

枚ﾉﾉで子どもを育てたい．育てて良かつ

たと思う人の割合

･枚方で安心して’どもを生み、育てたい、もし

<は育てて良かったと思う人の割合。本Iljにお

ける子育て環境の状況を知る指標

小ｌｒｌ７学生の長期欠席率
,学校を年IlM30l1以上欠席した長期欠席蒋数。イく

登校の状況を知る指標

将来に希望や夢を持っている１１i少ｲ|皇の割

ﾉ(§－
１－１

･地域に活ﾉjや活気がﾋﾋまれるためには、１１f少年

が将来に術離や夢を持てる社会であることが必

要で、その状３'1をｸillろ指標

j山城での教育環境が良いとﾉﾑ(っている人

の割合
｡地域における教育環境の状況を知る折標

図脅:館利用件数・満足度
･図書館が市民に対する情報提供機能をどの程度

果たしているかを知る指標

生涯学習に取り組んでいるIlj比の割合 ･市民の化涯学習活動状況を知る指標

スポーツ活動に参力['したことのある人の

１１１１合

･スポーツi1IhliIに対する参力１１度合い二Ii1TiuliI｣Ｈｉｌｌ｣党が

どれぐらいＩ鵬っているかをﾀiⅡる指;標

iljlﾉﾘで美術や音楽・郷台等の芸術作【V]を

鑑賀したことのある人の割合

･本Tl丁における袈術文化環境がどのｲ1,1度充実して

いるかを知る指標

枚方の歴史文化資源の認知度
・どれぐらい枚方の歴史文化資源を知っているか。

ふるさ意識の状況を知る指標

小''１学生の基礎学力 ･小''１学生のJ1L礎学力の雷熱度を知る指標



第２章まちづくり指標

墓覇t1E7jL雲βみんなでつくるﾉｾﾞﾌﾊﾉ誓・ﾉﾗｳﾛ房参jﾘｸﾋヮまち

項目 概要

I1j政に参力Ⅱしたいと思っているllj民の割
Tl丁比と行政の協働意識をｸil1ろ折Ｉｌ１１

／黒
に】

ワークショップの|)MIll1件数 市民と行政の協働作業の状況を知る脂標

審議会等における市民公蝶委員の比率 行政への市民の参加割合を知る指標

ＮＰＯやボランティア活動等の｢h民活動 E|主的なilj氏活動を行う団体激．iil111Ii実現主体

IJI体数 としてのIIj此のﾉ]を知る楯標

独創的な地域政策の数二地域の政策形成能力を
全国に発信できる新たな地域政策数

知る指標

人ＵＴ-人あたりの職員数。「小さくても仕事の
人口千人あたりの職し｣数

できる｢Ij役所｜の達成度合を知る指標

経常収支比率 市の財政健全度を知る指標

市ＬＧｌ人､'ＩたりのTlj伎残,'''6を衣し、iljの財政健
llj民１人あたりの地〃１，１i残,､』

全度を伽Ⅱる指標

717行政における意思決定過ｲ111への女Wkの参lil1i割
瀞議会等における女'''1の柵成比率

合を知る脂標

経営や政策の〃針決定への女性の参llli割合を知
管理職に占める女性の刈谷

る指標

Ｉと＿可

￣￣已距と￣￣

』

ヘミへ

/０７

項目 概要

'1j政に参力|Ｉしたいと思っているilj民の割
ノエ
に１

･TIj比と行政の協働意識をｸil1ろ１１二iliM

ワークショップの|淵'１１１１件数 ･Iij民と行政の協働作業の状況を知る１１月標

審議会等におけるiIj氏公擁委員の比率 ･行政への市民の参加割合を知る指標

ＮＰＯやボランティアiilnlil等の'|､｢民活動

１J１体数

.Ｅ|主的なilj氏活動を行う団体数。iil･I11Ii実現遁体

としてのIlj氏のﾉ〕を知る指標

全国に発信できる新たな地域政策数
･独創的な地域政策の数。地域の政策形成能力を

知る指標

人１１千人あたＩ)の職L』数
･人L｣Ｔ一人あたI)の職員数。「小さくても仕事の

できる｢1j役所」の達成度合を知る指標

経常収支比率 ･１１丁の財政健全度を知る指標

llj民１人あたＩ)の地〃1,1ｔ残,''1』
･１１丁LＣｌ人､'ｉたりのiij伎残,''１５を衣し、Ｉｌｊの1M政健

全度をﾙ'１る指標

瀞議会等における女'''1のＮｉ成比率
.Ｔ17行政における意思決定過ｲ111への女'''1の参Ｉｌｉ１ｉ割

合を知る桁標

管理職にｌｌｒめる女性の11}11台
経営や政策の〃針決定への女性の参llliillI合を知

る指標
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付属資料

諮問書

答申評

（別紙）第４次枚方Tlj総合計画の答I|:Iに

あたって

総合計ill1i瀞議会条例及び関係規則、規程

o枚方市総合計画懸識会条例

o枚方市総合計画の策定に関する規則

･枚方市総合計画の莱定組織に関する規程

o審議会等の会議の公lMjに関する指針

錆４次枚方市総合計l1lIi策定までの経過

枚方市総合計画辮識会委員名簿

用語解説

１
２

１鞠
〃

ク３

４
５
６

〃
●
夕
の





諮問害

公企鮒２４８サ

平成’１イlミｌｌＩｊｌｌｌｌ

枚方市総合計画癖議会

会長澤Ⅱ：勝様

枚方ilj長中Ｆｉ］宏

第４次枚ﾉJIij総合計ｍｉ（雑木構想・基本iiIIlI1i）について（諮ill1）

標記の件につきまして､枚方１１j総合,汁画審議会条例(Ⅱｲ|ﾄﾞ'158年枚刀TIT条例節205．)第2条及

び枚方市総合計illliの雛定に関するBL11U(lliH和59ｲlﾐ枚ﾉﾉlljMl川第32号)第3条の)Jll定に基づき、

第４次枚方市総合計lIili(）!§本構想･基本計面)について！!fiif議会に諮問します。

ﾉ０９



答申書

平成１２年Ｉ｜Ⅱ７１１

枚方市長『'１司宏殿

枚方市総合iih11Ii榊繊会

会長灘Ｊ１：勝

第４次枚方市総合計画の答巾について

本群議会に対して諮''１]のあった第４次枚方市総合iil1ll1iについて、慎重に群議した結果、

U1j添のとおり答申する。

なお、本審議会においては、答１１をまとめる過秘で様々な意見交換がなされたが、）11該

謙譲を踏まえ、別紙のとおり、答｢'１を行うにあたって留意すべき主な事項をまとめた。

市においては、答申および答申にあたっての留意鞭項を十分に尊重し、第４次総合計画

の策定および展開にあたられるよう強く要請する。

〃、



(別紙）

第４次枚方市総合計画の答申にあたって

枚ﾉj市総合,ill11Ii緋縦公

会長澤井勝

本答申に基づき、市が第４次枚方市総合計画を策定し、また、これを展開するにあた

っては、以下の諸事項について１－分留意されるよう要,講するものである。

1．状況理解について

」jM在、枚方市がｌｉｆｔかれている状況は、今後のilj政！&|ﾙ1において、基本的な発似の'|藤換

を求めるような性格を}i;っている。それは、端'''9に衣｣1Mすれば、「成長の限ｿ,L」をIii提

とすべき時代に入ったということであるｃ

具体的には、地球環境の保全と持続を重視し、人１１や経済の成長を前提とせず、ｆど

もたちの将来に不合理な負担をもたらさないまちづくりが求められていること．また、

行政と｢h民の協働でまちづくりを行う時代へと変化し、行政領域の見直しが求められて

いること。さらに、従来のような右肩上がりの税収1Wを|iii提とした増分_i鑓１Ｍ)な政策llG

llllから、政策の優先皮を|ﾘｌＩｉｌｉｉにした戦略的で、弛むことなき改革を志向する政雄腱|)Mが

求められていること、である。こうした状》dを｜･分にjlI1IWl1されたい。

2．計画期間と計画の見直しについて

本答申においては、総合1$Ｉ１ｌｌｉに係る計画期間について、基本構想15年、雑木i;I1I1lilO年、

実施計画３年とした。これらは、それぞれの計llI1iのレベルや役割に基づいて、長ilJ短期

の期間を設定したものであるが、群議においては,ill111i191lll1が長期に過ぎるとの指摘もあ

った。

Ⅱｶﾞ代状況が急激に変化し、近い将来についての]多illlも極めて困難と思える状》,1ﾙﾆ''1〔1iii

している中で、現時点でIillitjLた計画を固定的に｣)｣lえることには弊害が大きいことから、

雄本計画については５年をめどに計両の達成状３．を検証し、見直しを行う必要がある。

また、基本構想についても、見直しが必要であれば、雄本計画と同時に見直すことが必

要である。

3．行政評価の重要性について

水縛''１においては、｜に述べた状況認識にもとづき、鮒４次枚方市総合,i１.lllliを新たな

Ⅱ↑代の総合計画とする試みとして、「行政評Illliシステム」との連携を強く''1Ｊ《|ｲﾘした。今

後、総合計画に即してあらゆる行政政策を評価しつつ、イ《断の改革を重ねていく体制を

確立することが必要である。そのために、現在、すでに購築に向けた作業が開始されて

いる事務事業評､価システムを'|ｿL道に乗せるとともに、ＩＩＬ期に政策・施策レベルの評価を

行い得る仕組みを整備されたい

また、政策・施策の効果を,ｲﾄるための基準として「まちづくり指標」を砿肱するため

ﾉノノ



に、本辮議会においても具体化のための審議を重ねたところであるが、十分な議論が行

えず指標としては確定するには至らなかった。本答lFilにおいては、基本計画第３編に重

点的な指標とその考え方を例示しているが、今後、速やかに指標策定のための検討組織

を設悩し、具体化を|到る必要がある。

なお、懇談においては、指標の策定作業や評価活動が行政だけで行われることについ

て、極めて強い懸念が指摘されたことから、必要な情報の公開はもとより、指標策定お

よび評Illli過程における市民や専門家の参加を保障されたい。

4．市民・事業者・行政の協働について

本籍'１１においては、これからの市政運営の基本として、ilj比・リド業粁・行政の協働を

ｌﾘIIiliiに位llvtづけた。これは、環境問題をはじめ我々が[''１:1('iしている数多くの課題が、従

来のように行政のみが引き受けて解決できるものではなく、また、税等の負担を考慮す

ると、行政組織のスリム化を図るとともに、新しい需典に必要な資源を振り向ける必要

があるからである。

審議においては、市民・事業者・行政による協働の強調が行政１１(任の後退を招くので

はないかという懸念も指摘されたが、三者の協働は地域のｎ桁を豊かにするためのもの

であって、行政が果たすべき責任を同避するための方便となるものではないことは言う

までもない。

むしろ、協働を発展させながら、市民生活の向上と魅ﾉjあるまちづくりのための諸課

題を解決するためには、行政が一層重大な責任を負うことになることを１－分に理解され

たい。

5．重点プランの展開について

本然１１１においては、辮議の中で特に重要性に関する指摘が多かった｢人を支え、育む」

「人と11然が共生する」「まちの活力をつくる」という３つのテーマに111｣して、この10

年''１１にin点|10に腿|｝iすべき取り組みを重点プランとして1擬Il1した。

雅議においては、地域社会教育施設の整備など前基本計lllliI1lllll1Ilﾉlにおいて達成できな

かった識１１i業についての指摘も数多くなされたが、‐方では、極めて悪化している本市

財政の健全化が当面の最優先課題であるとの指摘もあった。

今後、新たな状況を踏まえ、施策の目標を効果的・効率的に達成する方途を見出すこ

とを基本に、行政と議会の責任において、一定の確度を持った財政几通しを前提とした

実施計ililiのレベルで、実施すべき事業を具体化していく必要がある。

なお、農地の保全については、その重要性に鑑み、重点プランとして位置づけること

を検討したが、理念にとどまらない取り組み方向を打ち出すには政策的な成熟度に不足

があり、稗[|Iに明記するには至らなかった。しかし、農地減少率のＪ１lさを踏まえると、

これを痩然と放liftすることは極めて重大な問題であり、実効性のある施策体系を早急に

確立する必典がある。

〃２



6．行政改革について

本答}|[においては、Ilj比・粥業考・イ｢政の協llillを111k常化しつつ、また、行政評(llliシス

テムの榊築などにもとづくイ<|ＩＩＴの行政改革によ'')lM1i令な1M政をIiilＭＩＬする111で、lTi:ﾉﾊ(プラ

ンをはじめとした,illllliの尖現を図ることが必典であるとの雄,iilを|ﾘI脈にしている。

そして、行政改,'１'[のﾉﾉｌｉｌ性を「小さくても佃|iのできる市役所のInlli1>:」と表現したが、

審議のrl1では、行政が担うべき範囲をどこまで小さくするかについてあらかじめ市民的

な合意があるわけではないとの指摘もあった。このJiH念は、行政組織を小さくすべきで

あるとの方向性を示しているものであって、具体的な行政の役割やjIr勝との|則係におい

て、行政組織をどこまで小さくするか、あるいはできるかについては、縦会を｢''心に市

民的な議論が必要である

また、行政組織が小さくなっても、市民にとって、いざという時に1lilfi1)になるととも

に、効果的・効率的で市民の納得のいく仕事ができる組織でなければならないことは、

当然の前提であることを十分に理解されたい：

7．地方分権の推進について

本年,l)=]、地ﾉﾉ分椛一括法の施行によ')、本格|'ﾙな地方分権の時代に入ったといえる。

筋４次枚刀ilj総合,illllliは、まさに地方分権のlﾉﾘﾘﾐを)|ｼﾞづくるものとしてｉｉｉ&紬される必妥

がある。

fiif識においては、本Iljの１１ｲ政悪化の要因として、ｌｌｉＩと地ﾉﾉの税1MiliilIliu分の不卜分さと

ともに、’１(1)ilinl11率のl1ill減や地方単独事業のi卿ﾉlⅢなど'１(1の財政運徹がｲKIlJに'jえた影響

についての指摘もなされた。

また、現在、本IIjは特例市指定の手続を進めているが、特例｢hとなることによって、

従来とは違った特色をどう打ち出せるのかが重要であるとの指摘もなされた』

さらに、今後進腿するIljlllJ村合併について多角的な検討を進めるソJ、広域的な連携

を強化すべきであるとの脂摘もなされた｡

今後、他の｢1治体とともに国に対して税財源の移譲を求めていくとともに、自ら新た

な財源を確保する真剣な努力が一層必要である。さらに様々な状況やi１丁民のニーズを的

確に把握し、適切な政策展開や財政運営が行えるよう行政能ﾉjの向上に努めるとともに、

「fi民の、治能ﾉﾉが|~分に展開できるよう、コミュニティの発展的な終Iilliにも力を尽くさ

れたい。このことを通じて、国や府との間に対等な関係をつくり、また、ilj比・事業者

と行政が協1,1できるための仕組みづく1)、イ|ご掛けづくりに取り組むことが地方分権の内

爽をつくることになるからである、

以上

ﾉノーヲ



総合計画審議会条例及び関係規則、規程 <平成13年３月現在〉

◎枚方市総合計画群議会条例 〔lliH和58年10月６１二１条例第20号〕

枚方市総合建設計iuIi審議会設置条例（昭和42年枚方市条例第29号）の全部を改正する。

（設置）

第１条地方｢1治法（昭ｲ1122年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、市長の

附属機関として枚方71丁総合計画霧議会（以下「群議会」という｡）を置く。

（任務）

第２条審議会は、「If長の諮問に応じて、枚方市総合計l11liの策定に関する重要』|ｌ項につい

て審議し、答申する。

（組織）

第３条審議会は、委員24人以内で組織する。

２委員は、市長が委1脳する。

（委員の任期）

第４条委員の任期は、》'1該諮問に係る答'二|｣を終了する時までとする。

（会長及び副会長）

第５条審議会に会長及びＭ１会長各１人を置き、黍L』の｣'2選によりこれを定める。

２会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠けたと

きはその職務を行う。

（会議）

第６条審議会は、会長が州集する。

２糠議会は、委員の過半数が出席しなければ、会識を開くことができない。

３稀議会の議事は、ＩＭｉｒ委員の過半数で決し、l1IYTfl可数のときは、議長の決するところ

による。

４会長は、会議の議蕊となる。

（部会）

第７条審議会に必要に応じて部会を置くことができる。

２部会に属する委員は、会長が指名する。

３部会に部会長及び刑部会長を置く。

`’第５条及び第６条のｊｊＭ定は、部会についてjillf1IIする。

（意見の聴取）

第８条審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議にＩｌｌ１ｌ『させ、そ

の者に説明を求め、又は意見を聴くことができる。

（委任）

第９条この条例に定めるもののほか、審議会の遮懲に関し必要な事項は、i1j長が定める。

ﾉノヰ



◎枚方市総合計IlI1iの策定に関する規則「昭和59年７)]1611%J則第32号］

（趣旨）

第１条この規則は、本市の基本的施策を総合的かつ体系的に示す総合計ｌ１１ｌｉの策定に関し

必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条この規則において、次の各号に掲げるHjlWiの意義は、当該各号に定めるところに

よる。

（１）総合計i[ｌ１ｉＪＩＬ本榊想、liL水i;''11'i及び実施計lllliで|'川成する市政のJ1Lｲﾐ''19な『汁iIl1iをいう。

（２）基本構想地〃''１治法（昭和22年法律第67号）箙２条４項に定めるＪ１Ｌ本構想で、本

市の将来のＨ標及び基本的施策の大綱を明らかにするものをいう。

（３）基本計画基本櫛想に基づき、基本的施策を体系的に示すおおむね１０年間の計iIIliを

いう。

い）実施計画ノ,L本計|[J1iで示した'１標を達成するために必要な事業を』し体的に示したお

おむね３年間のi;I1I1liをいう。

（策定）

第３条基本liliIllL1及び｣I!§本計ｌｌ１１ｉは、別に定める策定illl縦で試案を策定した後、枚方ilj総合

計而審議会に諮ＩＩｌＬ、その稗'|'を経て市長が決定する。

２実施計画は、雑木『１１１miに従い市長が決定する。

３総合計画は、社会情勢の変化等により見直しをすることがある。

（事務の担当）

第４条総合計ilJ1iの錐定に関する１i務は、市長公室で行う。

（策定助言獣鞭）

第５条総合計１１lliの雄定に当た1)、Ｉ|｢長が必要と認めたときは、策定uii・肝を置くことが

ある。

（補則）

第６条この規則に定めるもののほか、必要な畷Ｍｉは１１丁長が定める。

◎枚方市総合計I1I1iの策定組織に関するｊｉＷｌＬ［平成10年９月４１１訓令第27号二

総合計'111i策定委11会ｊｉＭ程（'１８和59ｲ'2枚方市訓令節１４サ）の全部を改l[する。

（目的）

第１条この訓令は、本市における総合計画の策定を能率的に遂行するための組織を定め

ることを目的とする。

（委員会）

第２条木市における総合i了hI11iの策定を円ill･に進めるため、総合計l111ijlji定委｣(会(以下｢委

〃５



、会」という。）をＩｒｔ〈。

（委員会の机任１$務）

第３条委11会は、１１j侭の求めに応じ、次に掲げる，Ｍ〔をi１１，Ｗfし、此ぴfii:縦し、その結｣jM：

を117瞳に報件する。

（１）雄本構想及び11腱小計lI1liの試案の策定に関すること。

（２）前号に掲げるもののほか、総合計画の策定に関する重要な事項にDMすること。

（委員会の構成）

第４条委員会は、委員長、副委員長及び委員で構成する。

２委員長、副委皿長及び委員には、次の表に掲げる職にある者をもって充てる。

委員長ＴＩｊ長公室１１!》'1助役

副委員長委貝長でない助役

委員 収入役、教育長、水道事業管理者、理事、部長（行財再建緊急対策室長、

市長公室長、福祉事務所長、第一事業所長及び市民病院事務局長を含み診

療科部奨、中央検査科部長及び薬剤部長を除く。)、水道局長、市議会事務

局長、教育委員会教育次長、教育委員会部長（枚方図書館長を含む｡)、監

在委し刺１務局腱、政策推進扣当参事

３ilj長は、１MIHに必要がああと認めるときは、前孤の表に掲げる委止』のほか、部低1;Ⅱ÷Li]|Ｈ１

以｣己にある者のうちから委員を任命することがある。

（委員長のIMMjf等）

第５条委員踵は、委し↓会を代表し、委員会の事務を総括する。

２副委員長は、委ｊｌ長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行し、委員長

が欠けたときはその職務を行う。

（委員会の会議）

第６条委員会の会議は、委員長が招集し、委員蕊がその議長となる。

２委員会の会談は、委側の２分の１以上が}||席しなければ開くことができない。

３委員会の談ﾘﾄﾞは、出席群の総意に基づき決するものとする。

（部会）

第７条委員会は、特定の項目について調査をさせるため、部会を設けることができる。

（部会の構成）

第８条部会は部会員で柵成する。

２部会員は、第４条第２項の表に規定する委員のうちから委員長が指名する。

３１１J長は、Tiij11に定めるﾃ片のほか、特に必要があると認めるときは、＃lL長|;'１，１１llili以上の

］脇にある幹のうちからＩｉｌｊ会貝を任命することがある。

（粋邪会）

第９条委員会の迎憐を|Ⅱ淵に行うため、委員会に幹斗i会を置く。

２幹事長、副幹Ｉ１ｉ良及び幹事には、以下の表に掲げる職にある者をもって充てる。

〃‘

委員長 市長公室１１!》'1助役

副委員長 委員長でない助役

委員 収入役、教育長、水道事業管理者、理事、部長（行財再建緊急対策室長、

市長公室長、福祉事務所長、第一事業所長及び市民病院事務局長を含み診

療科部長、「|】央検査科部長及び薬剤部長を除く。)、水道局長、市議会事務

局長、教育委員会教育次長、教育委員会部長（枚方図書館長を含む｡)、監

在委員事務局氏、政策推進拙当参事



!|嘩蝦長企l1JIi政策線長

副幹１１「良IM11hillllIiiiML腿

1M： ４１： 行Ⅱｲ政|l｣:座緊急対策室課長、総務111､l11illL瞳、Ilj比ｿ|iii院総務,iIL便、

水道Ⅱ0総務i裸奨、Ｔｌ丁議会庶務課擾、教fi:委し』会総務,iIIL良、

教育委し｣会学務課長、教育委員会社会教育課長、枚方lxl1I}iWi'1Ｍｉｆ｣遇

３市長は、特に必要があると認めるときは、前項の表に掲げる幹ﾂﾞﾈのほか、課長ｲ;Ⅱ当職

以上の職にある汁のうちから幹事を任命することがある．

（幹事長の職務等）

第10条幹ﾂﾞﾈ長は、ＩＩｉｆ'|｢会のwfi:務を掌理し、幹事会における審議の状況此ぴ緒ⅡLを委員会

に報告する。

２第５条第２頃の規程は、剛幹事長について準)|jする。

（幹事会の会議）

第11条第６条第１項及び第２項の規程は、幹事会の会議について準用する‐

（研究チーム）

第12条市長は、委し｣会のほか、総合計画の策定における職員の参加を促進するため、研

究チームを脳〈ことがある．

２１ﾘ|:究チームの定数はｲIrrji',とし、職員のうちからllj便が任命する。

３（１｢先チームは、Ilj｣量公案長の命を受け、次に掲げるリド項についてiillWiL、及び〃}究す

る。

’1）基本榊想に側する'||:項

（２）前号に掲げるもののほか、市長公室長が特に必要と認める事項

（企画主任）

第13条課（課にＩ:ＩＩｊｌｊするものを含む９以下l可じ゜）の長（以下「課長」という。）の命を

受け、課の事務聯繋に係る総合計画の策定に関する事務を処理させるため、各課に企但ｉ

‐腹任を置く。

２企画主任は、所臓峨貝のうちから課長が指名する。

３課長は、企illiij昊任を指名したときは、市長公室長に報告する。

（庶務）

第14条総合計['1jiの策定組織に係る庶務は、市長公室企IIJli政策課が担''ｉする

（補則）

第15条この訓令に定めるもののほか、総合計lllliの策定組織に関し必要な''Ｉ項は、市長が

定める。

〃７

幹事長 企l1JIi政策線長

副幹昌ｊｉ腱 IllllhillllIiiiML腿

幹 ４』 ｲj:Ⅱｲ政'１１:座緊急対策室課長、総務jlL)I11illL腿、１１j比病院総務,iIL腿、

水道A0総務課艇、１１j議会庶務課擾、教行委Ｌｊ会総務,iIlL良、

教育婆L1会学務課長、教育委員会社会教育課長、枚方lxl(1｝iWi'１１勝｣量



審議会等の会議の公開に関する指針

通達節８号

平成11年７月２日

市 長

枚方市における審議会等の会議の公|)'１に関する指針について

この指針は、本市における情報公開制度の基本班念に基づき、市長等の下に殻慨する附

属機関たる審議会等及びｊＩＷ１委員で構成する協議会の会議の公開に関して、その取扱いを

示すものである。

なお、公開・非公開の決定に当たっては、会議の辮議状況を市民に明らかにすることに

より、会議の透明性を高め会議の公正な運営の確保に資するとともに、市民参力|]による市

政の推進に寄与するために行うものであることに特に留意されたい。

１．対象機関

この指針の対象となる機関は、地方自治法（llrl利22年法律第67号）第138条の４第３

項の規定により設置する稀議会等の附属機関（以下「審議会等」という｡）及び地〃自

治法第174条に規定する専門委員で構成する協議会（以下「専門委員協議会」という｡）

とする。

２．公開の基準

霧議会等及び専１１']委11協議会の会議は、原則として公開する。ただし、』J1該会議が次

のいずれかに該当する場合は、公開しないことができる。

１当該会議において、枚方市情報公開条例（平成９年枚方市条例第675）第６条の

規定に該当する情報に関する辮議をする場合

２前号に定める場合のほか、会議を公開することにより公正・円滑な群議が著しく阻

害され、当該会議の目的が達成できないと認められる場合

３．公開・非公開の決定

審議会等及び専門委員協議会の会議の公開・非公|)Mの決定は、あらかじめ聯議会等及

び専門委員協議会の会長又は委員長が会議に諮って決定する。

イ．公開の方法等

公開で行う審議会等及び専門委員協議会の会議については、市民の傍聴を認めるもの

とする。この場合において、審議会等及び尊'ⅡI委貝協議会の会長又は委貝長は、その会

議の円滑な運営を図ろため会場における秩序の維持に努めるものとする。

５．開催の周知

公開で行う審議会等及び専門委員協議会の会議に係る開催の周知は、市役所別館１階

の情報公開コーナーに掲示することにより行う。この場合における掲示事項は、当該会

議の名称、案件名、ＭＭＩｌｌ１|]時及び場所並びに旭)[1課とする。

〃８



第４次枚方市総合計画策定の経過

継過
Ⅱ時

lＴｌ'111Y定手続 群識会・市民参lⅢ乎統

''2戒】Oｲド ７旧 ●'１１１役を愛し｣｣ととしたHlll<級職LIによる「総合il1111Ii

策定姿1↓会」を１１''''１１［輔］''''１

・策定の｣,lﾀｲﾘﾉ針聯をＩｒＩ;''2

③Ii冒内ｵﾔ乎載Llによる総合,1fUM研究チームを瓠織

・研修会．Ilj腿とのEiilmL交換会を護て６グループ

●まちづくＩ)Ilj民研究公募jｆ

・広IilLlljホームページで

1171･ｊｌｌｌｊｍ溌録）

・Iul究会への職員派讃（計５['】|}、脊料MJ(jＬＩＩｌＩ

２１１１]！

で研究をIMI姑

それぞれ殿終報1t『に至るまで十数但]のチーム検

討を行う

IＯＲ ③釜合計i町i研究チーム

，中１１U報行金11l111l

、最終報Ｉ１ｉにlr1けての技術研修

●I1j比愈搬鋼盗（アンケート）

・lljl｣Ｍ:Ｉ１の満20歳以上の市民ｲ1.960人吋欺：
・'''1111敗：3.008160.6％〕

ⅡＦ ③総合lil1Iililw先チーム

ー瀝終flllIFにlijlけての彼flllIiH鯵

●Ｗ１･戯,IMMitf

・lijlAl6ノミ学と１１の問等学校の｢lビザ:'’２，２】0人

対映

]２Ｊ ●まl>づくljIlj民研究会議録1JIｲｲMilHl拶会「llj｣ものllX

鯛ＡＬＩｉ－Ｆづくl〕のまちづくl)へ－」(参ljⅡIfl5:4’１）

'1匹成]ｌｲﾄﾞ ３尻 ●基礎資料、人l111IililliNl代等のまとめ

●麓合計画研究チーム研究報Ｉｌｉ

・報告評提川

、市長、助役を交えたfllll了全

４侭 ●まちづくりllj長研究会登録団体政葹提`１発奨金

｛参biI湯60猪）

５促 ③広↑|(で「まちづくl〕ilJ民研究会〈f録H1体捉,i辮発

』と公」を特姫

７Ｋ ●第２[【｣I総合,11.lllIijlY定擾ｕ公

・lVli先チームⅡ〔<ｌｉにﾉ,噂づく「｣,L本}li想（斐桀)＿

③ﾄｾﾉ｣lliまちづくｌ〕llj民研究会政tfliAL,IHLのまとめ

について,llRlMi

●第３１１１|総合,I1111IillY定像11会

●第４１ul総合,}llllIillY定御↓会
，総合計Idli群`111会へ粘る「艦水Mj患(試案)」確定

８ｋ

９ｋ

1１月 ●枚〃I1j総合`i１．画審議会立ち上げ

●輔１Ｍ総合`11.画審議会

・輔１次篭合計画について諮問

●・合,１１･画審議会委貝研究会

●Ｒｎ２ｌｔ１１総合計画審議会

。「ALｲﾐ櫛想（試案)」について榊継をl１Ｍｆｉ

１２膿

'1匹成１２年 llH ●広１１〔、ホームページで基ｲ尽榊処試案に対するIlil（

・唖1,,1聯典

２Ⅲ ●輔３１''１総合,11.11111瀞議会

●鮒,''''１総n.l111111i瀞議会

３Ｎ

４月

●ＩＷ５１１１Ｉ総合,illHll審議会

●:t･谷,illIIli聯議会差員研究会

５月●第５凹総ｲﾔIli1I3iimi定委11会
．『韮本献I1lIi【鑑案］ｌについて議諸

●iiy6lI】I総合１汁両審議会

６月●第６ｕ総合`１１.IlIi峨定愛11会

７月

●輔７Ｍ総合AI･画審議会

●輔８Ｍ総合計画審議会

●鱗９Ｍ総合向十画審議会

.「｣脾ｲﾐ,ilUIII試案]」について鵬蝋をlllMfl

Ｓ月 ●第７[pl総合,llllliWiZ愛しＩ会

●第８同総合II11i1IiW1i定委l｣会

・総合,１１．li1li辮鵬会に`Wiる「｣f本ilI･I町(試案}_の雌雄

９月 ●節101'11総合Al･''111瀞議会

●'し【ｉｉｌｌ、ホームページでLL本,,''111M,(鞭に力)すねllj｣咄

、蹴),L聯！』

●ポスターセ･ノシヨン（｢ljlﾉﾘ４１lulj<で｣0Ｍ尾,lllllIi,伏案

に川するIlj災蔵jiL聞き収l)ト

1０月 ●輔１１１１１１総合Al･I1I1i審議会

●鋪12[Ⅱ1総合`11.画審議会

●節13[111篭合nil･画琴謹会

1１月 ●第９回縫合０１}脚縦走愛11会（最終凶 ●輔l4IIII総合計画誉議会

（禅''1で\の決定及び答申Ｉ

●）１Ｍ〈ＩＩｌｉｆｌ１を｢1丁議会に上程1２月

・IIIiﾉﾐ

ＩＩＬ成13年２月●第４次枚〃llj総合111.ll1Iij座卒櫛想・蕊本制.lmi雄定

ﾉバノ

'１時
維過

jJ1J1Jに正］呂統 群機会・市民参｣Ⅱ手職

､12成】()ｲ’ 7ｊ］

１０｝］

】１１］

]２)］

●1111役を姿↓｣｣＜としたHlllと級職Llによる：､総合計Il1Ii

紫定姿1↓企占を１１|Ⅱlｌｉ（輔］ｉｉｌｌ）

策定の｣,lﾀｲ〈ﾉﾉ針聯をＩｒｌ;I栂

●I子Iﾉｨｵｷ]z轍LlI二よる総合,１１画研究チー･ムを釧織

･研修会、Ｉ１ｊ腿との愈lmL交換会を経て６グループ

で研究を1MI始

･それぞれ般終報ｌｉｒｌ二垣ろまで十数Ｍのチーム検

討を行う

●総合計i町i研究チーー

ri｡111]報將会11IIllll

･最終報'1『'二1rＩけ ｿ)技術iilr修

③総合,illIililijf先チーム

･最終*'1！；に]i1Iｼての１町{lJIilr催

●ﾖHもづくＩ)Ilj民研究会募集

広Iill、lljホームペーージで

i171.1||｜j;の溌録）

.(1)l先会への職員派遣〈計５['】|)、資料提(ハ（,i｝

２１１１]！

●11｢比通搬鬮盗（アンケート）

Iljl｣Ｗｌ２Ｉ１の満20歳以Ｌの市民‘1.960人吋欺）

''1:１１【政：３，００s（606％）

●'； ほ,WliMltf

lﾉﾘ６ノミ学と;1の問等学校の(!【'１２:'!｛２，２】()人

蝋

●ま

iｎ

｜づくljIlj比研究会荏録ＩＪＩｲｲMilIll拶会「llj民の政

･ＩｉＦづくI〕のまちづく!)へ－」(参IjⅡ片,１５粉）

､ﾄﾞ成】lｲＩ ３）］

月

)］

J」

)」

９）】

11)】

)］

●基礎資料、人I1l1Iilil洲代等のまとめ

●麓合計画研究チーム研究報Ｉｌｉ

･報告許提ｌｌｌ

市長、助役を交えたillllf会

●策２１【｣I総合,１１.lllIillY定擾I』公

研究チームト|〔<'iに）,!づく「jjL本Wli懇（紫樂>虫

についてtllRlMi

●第３１１１|総合,11.lllIi鞭定鋳11会

●第４１ul総合,lllllIillY定盗11会

総合計1町群ﾙﾊ会へ粘る￣膿ｲ里Mj患（試案)」確定

●まちづくljllj民研究会登録lil体政雄提Ａ１経災会

(参hⅡ荷60渦Ｉ

●広↑|〔で,まちづくl〕ilJ民研究会〈f録1J11ｲﾐ提,『辨発

｣と公一をlliWL

●仗ﾉﾉ:|iまちづくl〕】|;民研究会政雄liALlrHLのまとめ

●枚刀IIj総合`i１．画審議会立ちlzげ

●鮴１[11】総合`１１.U2'１審議会

,筋`1次麓合計画'二ついて諸'1}］

●総合,!{･厩審議会委貝研究会

●姉２１''1総合計画審議会

・リ11ｲﾐ構想（試案)＿について榊継を|}'１姑

l[成l２ｌｉ J］

)Ｉ

)Ｉ

)』

)】

月

)』

月

９）Ｉ

]Ｏ｝】

l１ｊｊ

l２ｊＪ

●第５凹総ｲﾔ111-[I3iimi)１

．「基本I汁ＵｌＩｉ磯引

鍵L{会

１．について讓誇

●第６Ｍ総合`M･IlIi雄)I 愛1１

●第７[pl総合11i・Ｉｌｌｉ蛾ｊ

●第８同総合１１１１１１１i噸

総合,１１.li1li辮腿会I

錫ｌｌ会

委l』会

,Wiる.]f本計|町1試案)｣の、§だ

●第９回篭合liiWW雄定愛１１会（最終l』）

●広↑}I、ホームページで基ｲ尽榊想拭案'二吋するIIild

iiJL聯ｶﾞﾑ

●輔:ilIil総合nilllli癖議会

●鮒,''''１総合,illllli癖議会

●ＩＷ５１ＩＩＩ総合,i11Hll審議会

●総イヤ,illIIli群議会委員研究会

●輔６[１１１総合j汁両審議会

●鱗７[I】I錯舎nil･画署護会

●輔Ｓ[111篭合計画馨護会

●輔,[１１総合iir画審議会

r｣脾ｲﾐilhlII（試案》…について稀搬を'111帖

●輔1(〕''11総合,il･llIli瀞議会

●'し;i}!、ホームペーージでjlL本,!:1'1'|ｊ,(案に力）すKjl1j｣込
雌I1L朧ﾘﾑ

●ボスターセツシヨン〈rljlﾉﾘ４１lulj<で｣0Ｍ尾,l1lllIi,|ﾍ栞

に川するI|j民意jiL聞き収l)）

●輔1111'１総合jM･UI1i審議会

●鰯12[Il1総合`;|掴i審議会

●筋13[111篭合`汁画審議会

●輔1.lIIII総合計画誉議会

'符''1件の決定及び答申）

●）,Ｍ〈ｌＭＭｎを｢１丁議会にｌ占程

IIJ決

､12成:3年 ２）］ ●第４次枚〃l1j総合,il･ll1Iiノ座卒櫛想・蕊本計･lmi雄定



総合計画策定に係る関係経費（除人件費）

（円）

7,545,000平成10年度

○総合計11111研究チーム関係経費

・政簸形成研修の一環として学識経験者等を助言者として招く

識Iilii7端合計2２１１１１（全体研修会、発表会等を含む）

○まちづくI)lIjLGIiW究会|卿係経喪

・全体研修会及び発表会に学識経験者を講師として招く

合iil21''’

○総合iilllIliﾉILDfilM;１１畷託継{（（､｢成l()イド～13年の継続費）

・人l1lltiil、IljLC意iiill柵査、学生意識調査、坐礎資料集の編集等

・総合,i1.11[li雄定委Ll会川資料等作成補助

平成11年度

○総合計iii1群議会717民委員選懸会議経費

・委員報酬学識維験背２名分

○総合計iWi辮離会1Ml催経費（委員研究会を含む）

審議会５１Ｈ１委員研究会１回

○総合計iihi雑礎調在委託経費（平成10年～13年の継続費）

・人１１｜陣|･、’'７民意微調査、学生意識調査、基礎資料集等の印刷製本

・総合T;IlI1li帷定委貝会Iij資料等作成補助

・総合iillllli榊搬会１１１資料等作成櫛|i肋

6,303,120

(総合iillllIi稀議会用）

平成12年度

○総合iillllliliﾄﾞiij1会|)Ⅲ１１１継賀（委圓ｲﾘ｢究会を含む）

審議会９１１１１１ﾘ|｢先会１１１'｜杵し']調整会議２回

○総合iilllllij,kliMillll在委託経IＨ（平成1011二～13年の継続費）

・総合計ｌｌ１ｌｉ簸定委典会用資料等作成補助

・総合計i1Ili聯議会111資料等作成補助

・ポスターセッション開催補助

・総合計而印刷製本等

１１，２６９Ⅲ４２０

３ヶ年合計 ２５，１１７，５４Ｃ

●総合計111'i基礎調査委託経費（平成10年～13年の合計）

●総合計ll1li瀞議会開催経費（合計）

●その他

22,050,000

２，３４７，５４０

720,000

/２，



枚方市総合計画審議会委員名簿

(委員氏名は|乳分１１)リ・ノ［}音順）

氏堪 性】［ 所属 区分

池上典’ 女 市議会議員（フロンティア枚方） １１j議会

梅崎利ｉｎ 市議会議員(市政会議圃剛）平成12年６月～男

小野裕行 男 市議会議員(公明党識員Ｈ１）

中村巧 男 ｢1丁議会議員(新進議し1クラブ)平成12年６）|～

広瀬ひとみ 女 ｢|j識会議員（｢|本共雌党,瀧貝Iil）

堀井勝 117議会議員(民↑：llj比i雛1jlJl）ﾂ」

木静犬 市議会議員(連合TIj比クラブ)平成12年６Ⅱ～翌

森崎武史 市議会議員（自民党ｉｉ１ｆ和会）男

阿部功 人１反薬科大学助教授 学識経験藩男

榮樂徹 滋ff県立近代美術館瞳ﾘ］

岡本祐 男 iilll〕７１１丁看護大学教授

小林芳郎 人l坂教育大学名誉教授男

(会長）葎井勝 奈良女･了大学教授男

瀬渡章「 女 奈良女子大学助教授

高瀬久美｣と 女 弁謹上

星昭錐 男 近畿大学教授

宮田秀明 男 摂南大学教授

(副会長）木沢巳代７ 女 大阪府立大学教授

新井幸jilll 男 北ﾉ〔阪商Ｔ:会議所ｆ１Ｍｉ・’'1小企業相談ﾉﾘi;所長 市民代表

木南正ⅡＵ 枚ﾉJliJllL業協同糸Ⅱ今MlM1lI合長 (産業等）ﾘ」

十河宏ＩＩｉＩｌｉ 川 枚〃,ｌｆ年会議所総務篭長ﾗ|[事務局長

塩見勝 男 市民公募委員 市民代表

末岡妙丁 女 市民公募委員 (公募）

藤原敬 男大阪府企画調整部企lllli室1ﾐ幹 大阪府

１１i委員

大槻哲也 男 市議会議員(連合｢け民クラブ)～平成12年５）］ 市議会

田村好Ｉｌｊ 男 Iij議会議員(新進議貝クラブ)～平成12年５m

1[ｌ原富｜Ⅲ 男 llj議会議員(市政会識`｣'１１）～平成12年５）Ｉ

ﾉ刀

氏妬 性別 iﾘ「属 |え分

池上典ｒ

梅崎利ｉｊｔ

小野裕行

中村巧

広瀬ひとみ

堀井勝

且：木静夫

森崎武史

女
男
男
男
女
労
男
男

市議会議員(フロンティア枚方）

市議会議員(市政会議圓剛）平成12年６）]～

市議会議員(公明党識只Ｉｌ１）

｢1j議会議員(新進識』』クラブ)平成12年６１|～

｢|j識会議員(｢|本｣!i雌党,M(；貝Iijl）

ilj議会議員(民二にllj比縦lilJi）

市議会議員(連合iIj比クラブ)可1z成12年６）1～

市議会議員（自民党ｉｉ１孫Ⅱ会）

｢1丁議会

阿部功

榮樂徹

岡本祐２

小林芳郎

(会長）灘井勝

瀬渡章］名

高瀬久美｣ら

室星昭宏

宮Ｈ１秀１ﾘ］

(副会長）本沢巳代.’

男
男
男
男
男
女
次
男
男
女

人阪薬科大学助教授

滋fX県立近代美術館蕊

IiI|'｝i1l丁看護大学教授

人阪教育大学名誉教授

奈良女子大学教授

奈良女子大学助教授

弁謹l：

近畿ﾉ（学教授

摂南大学教授

大阪府立大学教授

学識経験肴

新井幸雄

木南］［Ⅱ'’

十河宏Ililli

男
列
Ⅲ

北大阪商1二会議所ｆＩｌｌ〃１１１小企業ｲ11談ﾉﾘT所長

枚ﾉJl1J農業Nil司糸Ⅱ今ＭｌｌﾙⅡ合長

枚ﾉﾉ,!｢年会議所総務篭長兼JjF務局長

rlj民代表

(雌業等）

塩見勝

末岡妙一「

男
女 市民公募委員

市民公募委員

市民代表

(公募）

藤原敬己 男 ﾉ〔阪府企画調整部企I11li室iﾐ幹 ﾉ〔阪府

前委員

大槻哲也

田村好ＩＩｉ

１Ｉｌ原富｜ﾘ］

男
男
男

!'丁議会議員(連合｢Ij民クラブ)～少Ｉｚ成12イド５）］

市議会議員(新進議貝クラブ)～平成12年５）］

,|j議会議員(Iij政会議↓』|Ⅱ）～１１z成12年５１１

I|『議会



用語解説（五十音順）

|SO14001（環境マネージメントシステム）→Ｐ５９

１'iI際標準化機構(ISO)でIljllだした環境管理に関する－jlLの|｣il際規格であるISOl40()0シリ

ーズのひとつで、環境マネジメントシステムに関するilJll格。組織が環境に関するﾉj針及び

環境lEl的・目標を策定し、これに基づいた環境マネジメントプログラムを策定することに

よって継続的改善を行うことができるように要求事項を定めている。組織の環境マネジメ

ントシステムがISO14001の婆求事項に適合しているかについて審査登録機関の辮査を受

けて、合格すれば認証が１Ｊえられ認定機関に登録される。

アメニティ→Ｐ１６

快適で魅力ある生活環境の意。自然環境から歴史環境にJriる環境全体を総合的に捉えⅢ

全体としての快適性を追求しようというところに特徴がある。

インターンシップ→Ｐ４２

学生が在学中に自らの選考や将来のキャリアに関連した就業体験を行うことで、学校と

企業（非営利団体含む）との連ﾙﾄﾞによって行われるものをいう。

NＰＯ（non-profit-organization）→Ｐｕ

「自発的に」「利益のためでなく」「社会に貢献する」活Ii1jをしている団体。福祉、環境、

国際支援、まちづくりなどをⅡ的とする民間非営利団体、民間ボランティア活動卜J1体。

1998年に日本にもＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）が施行され、ボランティア活動を

はじめとする社会貢献活動を行う団体に、法人格を取得する道が開かれた。

LRT（LightRailTransit）→Ｐ７１

ハイテク路而電車、スーパーllnE、高速路面fljTlfなどとi沢される、次ＩⅡ:代路lhnli1l(・従

来の路Iiii電甫の進化型。計}[|:｣|i体ながら路面のみならず｣|山下、高架も走行でき、Ilj街地で

は歩行群との共存、郊外では専１１]化された軌道を高速走行する近代的な車両を使川するシ

ステム。

建設・導入コストが他の交述システムと比較して安いことや、専用軌道化により、定時

性・高速性の確・保が可能。振動騒音が少なくい低床櫛造により高齢者や身体障害群の乗降

が容易などのメリットも多いといわれている。

オゾン層の破壊や地球温暖化、酸性雨問題→Ｐｌ

〈オゾン層の破壊〉

オゾン層は、地上から約15～30kｍ上空の成層圏下IiMiに存在するオゾン濃度が比較的高

い領域で、生物に有害な紫外線の大部分を吸収し、地球上の生物を守っている。このオゾ

ン届が、フロン等のオゾン1Ｗ破壊物質により破壊されていることが明らかになっている。

オゾン層が破壊されると、」UL1zに達する有害な紫外線が蝋lⅡ]し、皮膚がんのliｳ加や化態系

/２２



への影響が懸念される。

〈地球温暖化〉

化石燃料の大量使用などに伴って排H{量が増えた二酸化炭素、メタン、フロンなどの温

室効果ガスの大気中の濃度が増加し、気温が上昇すること。地球温暖化が進めば、人類の

生活環境や#上物の生息環境に広範で深刻な影響が生じる恐れがある。

〈酸性雨問題〉

酸性雨は、化石燃料などの燃焼で生じる硫黄酸化物や窒素酸化物などから生成した硫酸

や硝酸が溶解した酸性の強い（ｐＨの低い）雨、あるいは酸性の強い霧や雪及びガスや粒

了状（エアロゾル）の形態で沈着するものをいう。湖沼や森林などの生態系への影響、建

造物や文化財への影響が懸念されている、

環境基準→Ｐ３８

人の健康を保護し、ｚｌﾐ1iiIi環境を保全する上で維持されることが望ましい基準。公害対策

を進めていく上で、行政上の目標として定められるものであり、大気汚染、水質汚濁、土

壌汚染、騒音について定められている。

換地→Ｐ４１

土地区画整理事業などで、施行地区内の上地について、従前の土地に代わるものとして

交付される土地。従前の土地に道路や公園が整備されるため、土地の所有者は事業の進捗

にあわせ新しく整備された地に移動する必要がある。この新しく整備された土地を、従前

の宅地とI可等の価格相当分の土地に分割し、それぞれの土地の所有者に割り振り交付する。

行政評価システム→Ｐ９

政策や施策、事務事業について、成果指標などを用いて有効性又は効率性などを評価す

るシステム。Ｐｌａｎ（計画）－ＤＣ（実践）－Ｓｅｅ（評価)。行政の現状を認識し、行政課題

を発見するためのツール（道具）といわれている。

協働→Ｐ１

まちづくりや環境に関する協力体制を示す用語で、ここでは市鴎・事業者・行政が、環

境改善についてともに考え、ともに取組みを進めていくことを表す。

クリーンエネルギー→Ｐ５８

太陽エネルギー、風力エネルギーなどのＨ然エネルギーやメタノール、天然ガスなど燃

焼時に有害物質の排出が相対的に少ないエネルギーは、環境への負荷が少ないことからク

リーンエネルギーと呼ばれている。

グリーンコンシューマー→Ｐ４２

環境に負荷の少ない商船やサービスを買う消費者をさす。

/２１



建築協定一Ｐ104

建築基準法にJlLづくもので、建築基準法で定められた雅準に上乗せする)|ｼで地域の特性

等に蕪づく一定のIlilllU4を｣lu域住民等が自ら設け、お]I:いにく』｢:1)合っていくことをlillli認する

制度。建築協定をﾎﾟ,'iぶには、協定を結ぼうとする区域内の土地所有群等の全LIの合意が必

要であり、ＴＩ丁長の認Ⅱ｢を↑|｝て成立することになる。

交通需要マネジメント（TDM:TransportationDemandManagement）→Ｐ７０

車利用者の交通行動の変更を促すことにより、道路交通混雑を緩和する手法。１１丁街地の

外縁部の駐車場に121動'１(を止めて、鉄道やバスなどの公共交通機関に乗り換えるパークア

ンドライドや通勤ラッシュなどの交通のピークをならす時差１１｣勤などがある。

コーホート要因法→Ｐ４５

ある男女・年齢別人口を基準人口として、これに将来の出生率、将来の生残率、将来の

純移動率、将来のｌＭﾐ性比の４つの要因について仮定値をあてはめて将来人１１を計算する

方法。

［理1立社会保障人'''''1題研究所において、日本の将来人|｜を推計する際にも使１１１されてい

る。

コミュニティバスシステムーレＰ７１

ｊｉｎ常の路線バスではカバーしにくい比較的少量のきめ細かい地域の公共交迦柵妥に対応

するするために運行するバス。自治体の支援を受けて導入されることが多い。

特徴としては、小型バスにより、病院や公共施設を結んだI)、住宅地の内部まで入るな

ど地域住民の[1常的な移動のための短距離交通サービス路線であること、乗降のしやすい

工|ｴ両の使用、停留所の''１１隅を短くした|)、口｢h乗降を収1)入れるなど同齢省などに利用し

やすい工夫をしていることにある。

里山（さとやま）一1,8

人里近くにあり、二次林（雑木林）を中心に周辺の田畑やため池などを含んだ地域。従

来、薪や炭の生産に利１１』されてきたが、化石燃料の普及に伴い経済的I11i値が低「し、宅地

化が進められた。また、宅地化されなかったものについても、所有者による適切な維持管

理が|水|難になっていることから、荒廃が見られる。近年、身近な緑、生物の化育.′１２息空

|M1としてのllliIllhが｣,,LiI1l:され、その保全・活用が課l巡となっている。

事務事業評価システム→Ｐ４３

市民の視点に立った効果的・効率的な行政運営をめざして、市が行う全ての事業に市民

の視点での成果１１標を設定し､限られた行政資源をｲﾌﾞ効に活１１]するためのマネジメント(経

営）の仕組み。行政評価システムは政策・施策・事務事業すべての評価の仕組みであり、

事務事業評価はその榊成要素のひとつ。本市においても今後、政策・施策に関する評価の

仕組みについて検討し、総合的な行政評価システムをめざす。

/２４



スペシヤルトランスポートーレＰ７１

なんらかのハンディによ')通常の交通機関が使えない層のために提･供される公共交通の

ひとつであり、高齢者や障害のある人が移動まちの中で移動できるようにするもの。福祉

タクシーノ11、ノンステップバスやリフト付きバス等による定IIf定路線｣M、ドア・ツー・ド

ア型ミニバスなどがある。

生産年齢人口→Ｐ４

人[1の年齢構造は、経済活動の見地から、年少人'１，４１１２産年齢人口、遇年人１１に分けら

れる。ノヒ艦年齢人１１は、労liillIlj場にあらわれる１１J能性を含む人'１で、１５歳以上65歳未満の

人口をいう。

生産緑地→Ｐ３７

都｢|丁部における農地の環境保全、災害防止iliiの役割を評価し、その－部を生産緑地とし

て計画的に残そうというもの。通常、「１丁街化|え城内の農地は宅地並課税となるが、３０年以

上農業継続の意思がある場合においてのみ、生j)笈緑地法に基づき、生産緑地としてｌｌｌ諸で

き、この｣粉合においては低税率の農地課税となる。

ダイオキシン問題→Ｐ１４

ダイオキシンとは「ポリ｣I,〔化ジベンゾーパラージオキシン」の''１編iで、７５種あるｌＩＷＩ:体

の総称。ダイオキシンと毒性、性質が似ているポリ塩化ジベンゾフランとコプラナーPCB

を含めてダイオキシン類と呼ばれている。ダイオキシン類は極めて強い懸性があ'八分解

されにくい。このうち2,3,7,8-ＴＣＤＤ（２，３．７，８－m塩化ジベンゾージオキシン）が股も

毒性が強く、慢性毒性では発ガン性、肝臓障害、生殖障害が懸念される。ごみ焼却場にお

いて堀化ビニル製ｉＩｉｌ１などのjjiiI索を含む廃莱物を燃やしたときにﾉlH成されることが|M1認され、

大きな社会ＩｌＩｌｌ,、となっている。

地区計画一ＰｌＯ４

良好なＩｌｊ街地環境の形成や保全を図るため、地|えの特'性に応じ、道路・公園などの配置

・規模や建築物の１１]途・敷地・形態等について、111該地区の住民等の意liIを十分反映した

計両を定め、士IIL利用や建築物の規制・誘導をlxlる柵｢１丁計iilliの乖法。

地方分権一括法一Ｐ４

平成,,年７｣ＥＩに成立した「地方分権の推進を似1るための関係法律の獲備等に関する法

律」のことで、１え成12年４）]に施行された。これにＩＤ|くい、｜型Iと地ﾉJ公共Ｉ]1体は対等．11M力

の新しいllM係に立つことにな')、各地方公共｜n体は自らの判断と１１f任の「に地域のﾂﾐ情に

沿った行政を実践していくことが期待されている｡
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特例市→Ｐ４３

地方分権を推進するため、２０万以上の人口を有するiljからの申出に基づき、

まちづく1)等、Ｍ１道府！,Lが．体|'Wに処Ｊ１lするほうがより効率的な事務を除き

Ⅱの事務権限を姿誠するIlill度。全lIflで対象市は591|jある。

福祉、術化

16法律20虹

都市・生活型公害→Ｐ４

都市化の進展によ1)、活発な都市活動や日常のﾉﾋ沼に伴う環境への負荷が原因となって

起きる自動車交通公需やinI川の水質汚濁、近隣騒音などの公害。産業公解と異なり、多く

の場合、原因背が被媒什にもなるという特徴をもっている。

農業振興地域→Ｐ４１

農業の振興を図る区域を明らかにして、これを保全するとともに、農業投資を集中する

ことにより軒優良腱地の確勵保と農業の振興を図ろうとするもの。

ノーマライゼーション→Ｐｌ５

障害のある人もない人も、高齢将も若者も、共に住み共に生活できるような社会にする

こと。これは、隙需のあるの人権、価,値、尊厳性は障害のない人のそれらと('Ｉら変わると

ころがないという呂勝えﾉJに立つもので、現代の社会ＩｌＭﾈ１１:においても重要な｣!§本理念となっ

ている｡

バリアフリー→Ｐ１５

障害のある人も商齢者も．社会を構成する一員として個々の能力に応じた役割を担いな

がら，共に生きる社会の実現を｢|指すため，障害群・商齢者を取り巻く物X'11110環境や社会

１Ｍ)偏見などのバリア（|liif雌、障害、イ<便）を除去して，社会参加の可能性を,'rljめようとい

う考え方をいう。「バリアフリー化」としたときは、ｉ{として建築物等の段鵡解消など物

理的環境整備を脂すことが多い。

PFl（PrivateFinancelnitiative）→Ｐ３４

公共施設等の建設、維持管理、迎営等を氏Mllの資金、経営能力及び技術的能ﾉJを活１１]し

て行う新たな手法。

民間の資金、能力を活用することによ1)、国や自治体等が直接実施するよりも効率的か

つ効果的に公共サービスを提供することをめざす。財政負担の軽減を迫られるＦ１治体に注

Ⅱされている。

福祉オンブスパーソン制度→Ｐ８４

福祉サービスにMMする市民の不服、苦情などを受け、自治体との調整を行う苦情調整委

員によって市民との特に福祉サービスに関する人椛を擁護する制度。

ね６



圃場（ほじよう）整備→Ｐ４１

既成の水１１１，畑の上地及び労働生産性を|(リヒさせ、農地基盤の改良終備を行う・連の|令

地改良事業。

ボスターセツシヨン→Ｐ５１

朧1iiiまたはホワイトポードなどに，｜Ⅶ衣やキーワードを書いた資料を並べて張り||｛し、

参力Ⅱ者に対してＩｌｌｌｊｌ別に説lﾘ1を行うという#&('7形式。報Ｉ１ｆ片と聞き手のMli雛が近く，気楽に

質問しやすい燦の利点がある。

まちづくりリーディングプラン・ｃｃスクェア２１一Ｐ３７

第２期恭本,il1IIliの主要施策としてまちづく()リーディングプランが定められ、その''１で

枚ﾉﾌﾞ市駅周辺地域はＣＣスクェア21として位綴付けられているこれは枚方市の中心i１丁街

地である枚〃IIj駅周辺地域を、淀川や尺野川という水辺区間とのかかわ')や宿場''１Jとして

禿腱してきた枚〃市の歴史を'kかしたﾙﾎﾟ色ある地域として'１１:形成するというものである。

ユニバーサルデザイン→Ｐｌ５

障害のある人や高齢群、外lK1人、ダ)女など、それぞれの違いを超えて、できる1！（１）すべ

ての人々が蝶らしやすいように、商,Ｍ１、建物、環境をデザインすること。バリアフリーは、

障害群や商齢苫に対して、ノ俳別な設備や炎,j（〃法などで、唯活していく上でのバリア（障

躍、障害、／|<便）を取り除いていこうとする考え方をいう〔ユニバーサルデザインはバリ

アフリーをさらに進めて、施設建設やWH11i'ｉＩｊＭ発にあた{)、はじめからできる限})すべての

人が利ｍできるようにしていこうとする考え方

ワークショップ→Ｐ３４

地域に係わる多様な立場の人々が参り,,し

決し、さらに快適なものにしていくため!こ

めていく〃法。

コミュニティの諾問題をお１１:いに脇ﾉﾉして解

各種の典1,1作業を述じて,;l1I1liづくI)などを進

/２７
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